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背 景 

 

世界の食市場規模は 340 兆円（平成 21 年）から 680 兆円（平成 32 年）に倍増すると予測されており、急速

に拡大する世界の食市場を取り込み、我が国食産業の海外展開を図っていくことが必要とされている。 

このため、我が国の食品関連企業の「強み」を活かし、生産から加工・製造、流通、消費に至るフードバリュー

チェーンの構築を各国と協力し進めていくための指針として取りまとめたグローバルフードバリューチェーン戦

略に基づき、食のインフラシステムの輸出による中小企業を含む食産業の海外展開を促進するための具体的

取組を進めていく必要がある。 

特に、オーストラリア連邦（以下「豪州」という。）は、経済成長著しいアセアン市場の将来の需要増を視野に

入れ、未開発、かつ広大な北部豪州を中心に、農業・食料分野での日本からの投資・協力を期待している。 

こうしたことから、豪州産農産物を活用した食品加工、アセアン地域を始めとした第三国への農産物・食品の

輸出などの分野において我が国企業の海外展開が期待される。 

 

目 的 

 

本委託事業では、豪州と我が国との間の北部豪州を中心とした二国間の事業展開及び豪州と我が国との共

同による第三国での事業展開を支援し、我が国食品企業の海外展開の促進を図り、豪州におけるフードバリ

ューチェーン構築を推進することを目的とする。 

 

委託事業の履行期間 

 

契約締結の日から平成 29 年３月 22 日（水）まで。 

 

内 容 

 

1. 都内で実施する北部豪州を中心とした二国間事業展開支援 

農林水産省が都内で実施する、北部豪州を中心とした豪州連邦政府及び州政府との官民フォーラムの開催

を支援する。右フォーラムには、食産業主体の民間企業等が参加し、日本農業の栽培・加工技術の取組状況

(視察含む)や北部豪州等の農業開発や日本からの投資促進に向けた取組等の意見交換を行うとともに、農

業・食料分野における日豪民間企業のビジネスマッチングの開催も想定している。 

具体的な委託事業は、フォーラム参加者のレベルや人数(100 名程度を想定)、先方政府側の役割等を踏ま

え農林水産省と調整の上、決定するが、以下のような委託事業を想定している。相手国政府の関係機関との

連絡調整、フォーラム参加者の募集、会議準備(資料の作成・印刷、持ち込み、配布)、会議や視察先等での

通訳や説明者の手配、議事録の作成、コーヒーブレイク用飲料・茶菓の手配、実施報告書の作成、その他必

要な事項を実施する。 

また、本件フォーラムに参加する民間企業に対しては、上記に加え、我が国民間企業の講演者との連絡調

整、会場の受付等を、農林水産省の指示に基づき実施する。 

なお、本件フォーラムは、先方政府との調整にもよるが、平成 28 年 10 月から 12 月の間、１回、2 日間開催

することとし、具体的な開催時期・場所は農林水産省の指示に基づき実施する。 

2. 豪州における生産・流通・投資環境調査の実施 
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農林水産省の指示のもと、豪州北部を中心に農業の事業化（商業ベースの農産物生産）の可能性を追求す

るために必要な実用的課題や計画を、現地調査及び豪州政府・関係機関からのヒアリング等を通じて、整理

する。 

具体的には、次の通り。 

① 農産物・地域を個別に特定し、試行的な生産やヒアリング等を実施することで、生産から小売り（アセア

ン地域や豪州国内市場を想定）までの流通網・販売の実用的な課題や計画を明らかにする。（例えば、

大豆、アスパラガス、バラマンディ等を想定。） 

② 日本式の農産物の生産方法・加工や鮮度保持技術等を適用することに関し、生産の適合性や高付

加価値化の可能性を整理する。 

③ 日系企業が農業投資を行う上で、障害となりうる個別具体的な事項につき情報収集と整理を行う。な

お、上記に関し、北部豪州の農業開発に向けた豪州の連邦若しくは州政府の基金並びに研究開発

の基金等の活用も念頭に置く。 

 

3. 豪州市場における和食・日本食の普及に係る事業化可能性調査の実施 

和食・日本食のもつイメージが損なわれることのない取組みを、TAFE(技術・継続教育)の仕組みや関連予算

の活用も念頭に置きつつ、現地の日系料理店、料理学校等の関係者と協議の上作成し、試行的な導入を実

施する。 
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調査結果 

 

1. 都内で開催する北部豪州を中心とした二国間事業展開支援 

1.1. 豪州連邦政府及び州政府との官民フォーラム開催プログラムの検討 

豪州連邦政府及び州政府との官民フォーラム（以下、日豪官民フォーラムとする）では、北部豪州等の農業

開発や日本からの投資促進に向けた取組等の意見交換、農業・食料分野における日豪民間企業のビジネス

マッチング、そして、日本農業の栽培・加工技術の取組状況の紹介を通して、二国間の事業展開に資する機

会を設けることを目的としていた。 

このようなことを踏まえ、日豪官民フォーラムのプログラムを以下のように構成した。 

 

図表 1-1 日豪官民フォーラムのプログラムと各テーマの設定目的 

時 間 テーマ 設定の目的 

13:00-13:10 主催者あいさつ・フォーラムの趣旨説明等 主催者である農林水産省からの趣旨説明を実施。 

13:10-13:50 

第１部： 

日本からのメッセージ：これまでの取組で判

ったこと 

これまでの事業成果を踏まえた北部豪州における

事業展開上の課題や示唆を提示。 

政府、民間事業者それぞれの立場から成果や課

題を参加者へ共有。 

13:50-15:10 

第２部： 

豪州からのメッセージ：日系生産者・企業に

伝えたい北部豪州の魅力 

北部豪州における農業の特徴、最近の事情、日本

との連携可能性等について、豪州政府側から情報

提供。 

15:10-15:40 休憩 
第 1 部、第 2 部を踏まえ、参加者間の自由交流の

機会とする。 

15:40-16:30 

第３部： 

日豪民間セクターからの企業紹介や相手

方(官民含む)へのメッセージ 

日豪の農業関係事業者それぞれから、北部豪州

における事業展開の概要や互いに期待すること等

について説明。 

16:30-17:00 

第４部： 

全体総括：今後の北部豪州の農業開発に

向けて 

北部豪州の農業開発に資する技術や構想に関し

て、日本政府が検討している事項を豪州関係者や

日本の事業者に共有。 

17:30-19:00 交流会 
第 1 部から第 4 部を踏まえて、事業展開に資する

意見交換やマッチングを実施。 

出典 NRI 作成 

 

また、プログラムの各テーマにおける登壇者は、農林水産省、豪州連邦政府や州政府と協議の上、次のよう

に設定した。 
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図表 1-2 日豪官民フォーラムのプログラムにおける登壇者 

テーマ 登壇者（敬称略） 

第 1 部 平野 賢一（農林水産省大臣官房国際部国際地域課国際交渉官） 

矢島 大輔（株式会社 野村総合研究所） 

上村 光太郎（上村農園 代表） 

第 2 部 マルコム・レッツ（クイーンズランド州農業水産省次官補） 

アリスター・トライヤー（北部準州第一次産業・資源省次官） 

ブラッド・ブラウン（西オーストラリア州地域開発省事業開発総括上席審議官） 

トニー・エアーズ（オーストラリア貿易投資促進庁上級投資専門官） 

第 3 部 ケース・ベスティーグ（クィオリパック社 セールス＆マーケティングマネージャー） 

デビット・ソーン（Managing Director, Darway Pty Ltd.） 

ラッセル・ドレッジ（キンバリーアスパラガス代表取締役） 

平岡健二（株式会社前川総合研究所） 

中森俊宏（不二製油グループ 未来創造研究所企画グループマネージャー） 

第 4 部 片山英郎（総務省 情報通信国際戦略局宇宙通信政策課課長補佐） 

大橋貴則（農林水産省大臣官房国際部国際地域課国際専門官） 

出典 NRI 作成 

 

1.2. 豪州連邦政府及び州政府との官民フォーラムの実施 

1.2.1 開催概要 

本フォーラムの開催概要は次の通り。 

 

図表 1-3 日豪官民フォーラムの開催概要 

項 目 内 容 

開催日 2017 年 3 月 13 日（月） 

時間帯 
13:00～17:00 フォーラム（第 1 部～第 4 部） 

17:30～19:00 参加者による交流会 

場所 
三田共用会議所（大会議室等） 

〒108-0073 東京都港区三田 2 丁目 1-8 

参加人数/属性 
参加人数：登録者 98 名、実際参加者 86 名 

属性：金融機関、商社、製造加工メーカー、農家等 

出典 NRI 作成 
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1.2.2 実施内容 

本フォーラムの実施内容は次の通り（登壇者名は敬称略）。 

 

主催者あいさつ・フォーラムの趣旨説明等 
13:00- 
13:10 

池渕 雅和（農林水産省大臣官
房審議官（国際） 

 

主な内容： 
豪州連邦政府・州政府関係者への歓迎の言葉のほか、北部豪州におけるフードバリューチェーンプロジェクトのコ
ンセプト、農林水産省による今後の短期的・長期的な取組の紹介、豪州政府や日豪官民フォーラムに対する期待
について説明があった。 

 

 

第１部：日本からのメッセージ：これまでの取組で判ったこと（13:10-13:50） 

豪州との FVC の意義、これまでの取組状況の 
レビュー及び今後の方向性 

13:10- 
13:20 

平野 賢一（農林水産省大臣官
房国際部国際地域課国際交渉
官） 

 

主な内容： 
豪州と日本によるフードバリューチェーン（FVC）に係る取組の背景や農林水産省によるこれまでの取組状況、各
州政府との覚書（MOC）の締結等を含めた今後の方向性、調査結果から導出された課題（特に豪州側に期待する
こと）について説明があった。 

 

北部豪州の農業分野の投資関連調査の 
中間報告 

13:20- 
13:30 

矢島 大輔（株式会社 野村総
合研究所 上級コンサルタント） 

 

主な内容： 
今年度委託事業のうち、特に北部豪州の農業分野の投資関連調査に関して中間報告を実施した。 
具体的には、北部豪州における農業のポテンシャルの高さ、労働者の確保やインフラ整備に関する課題、農業分
野における更なるビジネス展開の必要性、日本の事業者との連携の必要性等について説明があった。 

 

 

日本人生産者から見た北部豪州の魅力と課題 
13:30- 
13:50 

上村 光太郎（上村農園 代表） 

 

主な内容： 
日本の生産者の観点から、豪州における農地のポテンシャルの高さやハイテク技術投資が行いやすい点、日本の
生産技術を適用することにより農業生産性が飛躍的に伸びる可能性があるといった良い点や、習熟人材の継続確
保、物流面でのインフラ整備の必要性といった課題、持続的な農業生産の重要性について説明があった。 
 
質疑応答： 
質問）日本の農家が海外展開しない理由 
回答）日本の農地経営が基本であり、長期に亘って農地を離れることができないこと、及び、海外における農業の
実態に係る情報が少ないことが原因ではないか 
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第２部：豪州からのメッセージ：日系生産者・企業に伝えたい北部豪州の魅力（13:50-15:10） 

クイーンズランド州の農業事情及び州政府の投
資促進政策・措置・州関連プロジェクト 

13:50- 
14:10 

Mr. Malcolm Letts（マルコム・レ
ッツ）(クィーンズランド州農業水
産省次官補） 

 

主な内容： 
北部クイーンズランドにおける農作物の生産状況やインフラの整備状況の紹介や、食用大豆のニーズの高まりとい
った概況紹介のほか、農業分野における新たな実証地区や物流インフラの整備状況、新技術への投資状況等に
ついて説明があった。 

 

北部準州の農業事情及び州政府の投資促進政
策・措置・州関連プロジェクト 

14:10- 
14:30 

Mr. Alister Trier（アリスター・ト
ライヤー） 
(北部準州第一次産業・資源省
次官) 

 

主な内容： 
北部準州における農作物・水産物の生産状況や北部準州と繋がる物流網の状況、農業環境（気候等）といった概
況紹介のほか、投資促進に向けた北部準州政府の方針や取組状況等について説明があった。 

 

西オーストラリア州の農業事情及び州政府の投
資促進政策・措置・州関連プロジェクト 

14:30- 
14:50 

Mr. Brad Brown（ブラッド・ブラ
ウン） 
(西オーストラリア州地域開発省
事業開発総括上席審議官） 

 

主な内容： 
西オーストラリア州における農業分野の輸出状況や今後の展開目標、インフラに対する投資状況等の紹介のほ
か、既に実行されている Ord 川における大規模開発プロジェクト、シードラゴンプロジェクト（養殖エビ）の取組内容
について説明があった。 

 

連邦政府(北部豪州事務局)による投資促進・イ
ンフラ整備に向けた取組：北部豪州投資基金や
農林水産分野の研究ファンド 

14:50- 
15:10 

Mr. Tony Eyres（トニー・エアー
ズ） 
(オーストラリア貿易投資促進庁
上級投資専門官) 

 

主な内容： 
北部豪州の各地域の基礎情報（人口、投資プロジェクト規模、輸出、農業生産物、産業構造等）や、主要産業に
おける投資機会等について説明があった。 
 
質疑応答： 
質問）農業分野において日本に期待すること 
回答）加工施設に対する投資、生産性向上及び原価低減のための技術やノウハウの導入、販売先の確保や、商
品化のアイデア（複数の豪州関係者から回答があった。） 
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第３部：日豪民間セクターからの企業紹介や相手方(官民含む)へのメッセージ（15:40-16:40） 

QUALIPAC 社の取組 
15:40- 
15:50 

クイーンズランド州政府推薦者 
Mr. Kees Versteeg（ケース・ヴェ
スティーグ） 
（クィオリパック社セールス・アン
ド・マーケティング・マネージャ
ー） 

 

主な内容： 
当社の主要生産物であるブロッコリー、カボチャ、玉ねぎに関する生産状況や生産規模、大規模収穫に耐えうる収
穫からパッケージングまでのオペレーションの紹介等があった。 

 

北部準州におけるクリーンフードパークの紹介 
15:50- 
16:00 

北部準州推薦者 
Mr. David Thorn（デビット・ソー
ン） 
（ Managing Director, Darway 
Pty Ltd） 

 

主な内容： 
北部準州における施設園芸農業施設の施設概要や、当該施設に対する投資収益等についての紹介があった。 

 

キンバリーアスパラガス社の取組 
16:00- 
16:10 

西オーストラリア州推薦者 
Mr. Russell Dredge（ラッセル・ド
レッジ） 
(キンバリーアスパラガス社代表
取締役） 

 

主な内容： 
西オーストラリア州の農業実証地域の環境や豪州北部地域における農業用水確保の重要性、当該地域における
投資機会や留意事項等について説明があった。 

 

前川製作所の取組 
16:10- 
16:20 

平岡 健二 
(株)前川総合研究所 

 

主な内容： 
当社が保有する急速凍結機や物流拠点における当社冷凍保管庫等の活用による、農業生産物の高付加価値化
事例の紹介、豪州側に期待する事等について説明があった。 

 

不二製油グループの取組 
16:20- 
16:30 

中森 俊宏 
（不二製油グループ本社(株) 
未来創造研究所企画グループ
シニアマネージャー） 

 

主な内容： 
当社における大豆を原料とした製品ラインナップや当該製品の展開状況（海外ネットワーク）、大豆の高付加価値
化に係る技術の紹介等について説明があった。 
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第４部：全体総括：今後の北部豪州の農業開発に向けて（16:30-17:00） 

準天頂衛生を活用した農業生産性向上に関す
る取組 

16:30- 
16:40 

片山 英郎 
(総務省 情報通信国際戦略局
宇宙通信政策課課長補佐) 

 

主な内容： 
準天頂衛星システムの概要や農業分野における活用事例について説明があった。 

 

全体総括及び今後のグローバルフードバリュー
チェーンの展開方向について 

16:40- 
16:50 

大橋 貴則 
(農林水産省大臣官房国際部
国際地域課国際専門官) 

 

主な内容： 
日豪による今後の経済協力において農業が重要であるということや、当該分野において農林水産省が担う役割の説
明、今後想定している具体的なプロジェクトの紹介があった。 

 

閉会の辞 
16:50- 
17:00 

平野 賢一 
（農林水産省大臣官房国際部
国際地域課国際交渉官） 

 

主な内容： 
日豪官民フォーラムが双国にとっての新たな関係構築の機会になること、北部豪州開発が更に進展することを祈
念する旨の挨拶があった。 

 

フォーラムの様子は以下の通り。 

 

図表 1-4 日豪官民フォーラムの様子 

池渕審議官挨拶 質疑応答の様子 

  

マルコム・レッツ氏による講演の様子 コーヒーブレイク時の交流の様子 

  

出典 NRI 撮影 
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フォーラム後の交流会の実施の様子は以下の通り。 

 

図表 1-5 交流会の様子 

日豪参加者による交流 
Matthew Canavan 氏 (Minister for Resources and 

Northern Australia Senator for Queensland)挨拶 

  

池渕審議官と Canavan 氏 豆乳チーズを使ったメニュー（不二製油提供） 

  

出典 NRI 撮影 

  



 

10 

1.3 豪州連邦政府及び州政府との官民フォーラムの実施結果 

フォーラム終了後に参加者に対して簡易なアンケート調査を実施し、フォーラム自体の評価や日豪連携によ

る北部豪州での事業展開に係る意見を把握した。 

アンケートへの回答者は全体で 37 名であり、そのうち約 8 割が日本で仕事をしている方々、残り 2 割が豪州

で仕事をしている方であった。詳細は次の通り。 

 

図表 1-6 参加者属性（参加者の現在の勤務地） 

日本：N=29、豪州：N=8 

 

出典 アンケート結果 

 

 

本フォーラムへの参加目的については、日本の場合「事業機会の探索」が最も多く、回答者の約 6 割が回答

した。一方、豪州の場合は「プレゼンの実施」が約 6 割であった。詳細は次の通り。 

 

図表 1-7 フォーラム参加の目的 

日本：N=29、豪州：N=8 

 
出典 アンケート結果 

  

78.4% 21.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日本(JAPAN) オーストラリア(AUSTRALIA)

10.3%

58.6%

34.5%

24.1%

62.5%

25.0%

25.0%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

プレゼンの実施

事業機会の探索

政策動向の把握

ネットワーキング

日本(JAPAN) オーストラリア(AUSTRALIA)
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本フォーラムで実施した各プログラムに対する評価は、いずれのプログラムにおいても両国ともに「大変役立

った」、「役立った」と回答した割合が最も多かった。詳細は次の通り。 

 

図表 1-8 各プログラムの感想（上部が回答者数、下部が回答者全体に占める回答割合を表している） 

 日本（N=28） 豪州（N=8） 

大変役 

立った 
役立った 

役立た 

なかった 

大変役 

立った 
役立った 

役立た 

なかった 

日 本 の 政 策

動向 

8 

28.6% 

19 

67.9% 

1 

3.6% 

2 

25.0% 

6 

75.0% 

0 

0.0% 

オーストラリア

の政策動向 

8 

28.6% 

19 

67.9% 

0 

0.0% 

1 

12.5% 

6 

75.0% 

0 

0.0% 

事業機会 
4 

14.3% 

21 

75.0% 

1 

3.6% 

3 

37.5% 

5 

62.5% 

0 

0.0% 

ネ ッ ト ワ ー キ

ング 

4 

14.3% 

21 

75.0% 

1 

3.6% 

6 

75.0% 

2 

25.0% 

0 

0.0% 

出典 アンケート結果 

 

北部豪州開発（特に農水産物の分野）において関心のある分野に関しては、日本の場合「生産」と回答した

割合が最も多く約6割であった。一方、豪州の場合は「加工・製造」と回答した割合が最も多く約9割であった。

詳細は次の通り。 

 

図表 1-9 北部豪州開発（特に農水産物の分野）において関心のある分野（複数回答可） 

日本：N=28、豪州：N=8 

 

出典 アンケート結果 

  

67.9%

39.3%

32.1%

21.4%

62.5%

87.5%

50.0%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生産

加工・製造

物流

販売

日本(JAPAN) オーストラリア(AUSTRALIA)
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北部豪州開発に関して各国関係者が貢献・協力出来ることを、本アンケートで実際に寄せられた意見を基に

以下の通り整理した。 

日本側からは「企画・研究開発」から「物流」、「その他ファシリテーション等」まで幅広い意見が寄せられた。

特に、農業生産性の向上に資する技術的指導等（「生産」分野）やコールドチェーンを構築するための拠点整

備（「物流」分野）の項目では、各参加者が保有するノウハウに基づいた意見が寄せられた。 

豪州側からは「生産」や「その他ファシリテーション等」に関する意見があった。特に後者については、北部豪

州の各州における農業分野の投資案件、支援制度の紹介と言った意見が多く寄せられた。 

また、いずれの国からも「販売」に関する意見は、本アンケートでは得られなかった。 

その他の意見としては、豪州政府の北部豪州開発に対する手厚い支援や、インフラの更なる整備、投資促

進に係る助成金の必要性等に関する意見が寄せられた。 

 

図表 1-10 北部豪州開発に関して貢献・協力できること 

貢献・協力出来る分野 日本側 豪州側 

企画・研究開発 

 季節の逆転を理用した機会の創

出、技術等の連携 

 技術開発 

 - 

生産 

 農作物栽培技術指導、生産 

 スマート農業推進 

 水産、畜産での生産性向上に

向けてワクチン等医薬品の提供 

 イチゴの生産、グリーンハウスの

コンサルティング 

 ワイン、牛肉、子羊、穀物の生産 

加工・製造  食品の高付加価値化  - 

物流 

 コールドチェーン上の、中継物

流基地建設 

 冷凍冷蔵庫の建設又はそのコン

サルティング 

 - 

販売  -  - 

その他 

ファシリテーション等 

 豪州に対する日系企業の紹介 

 日豪企業のマッチング 

 進出支援（財政的側面） 

 北部豪州における投資可能案

件の紹介 

 投資奨励制度の紹介 

 農家とのマッチング 

 農業、養殖、園芸、家畜関係専

門家との連携 

出典 アンケート結果 
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2. 豪州における生産・流通・投資環境調査の実施 

2.1 調査対象とする農水産物 

昨年度調査を踏まえ、本年度、調査対象とした農水産物は次の通り。 

 

図表 2-1 昨年度の調査結果を踏まえ本年度調査で対象とした農水産物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 NRI 作成 

 

2.2 大豆 

2.2.1 豪州の大豆産業の概要 

豪州の大豆産業は比較的小規模で、栽培の機会は世界的なコモディティ商品市場や気象条件に依存して

いる。一般的に豪州における大豆生産は、乾燥している地域や灌漑システムが整っている地域のいずれにお

いて、穀物とさとうきび生産に対する貴重な夏の輪作作物である。 

豪州における栽培地域は非常に多様であり、クイーンズランド州北部の Atherton Tablelands からクイーンズ

ランド州中央部と沿岸部を通り、クイーンズランド州の州境沿い、ニューサウスウェールズ州北岸の川流域北部、

ニューサウスウェールズ州北西部と中央部の全ての主要な irrigation valleys、さらに南のニューサウスウェール

ズ州南部およびビクトリア州北部の Murrumbidgee 川および Murray 川の集中灌漑地域において栽培されてい

る。西オーストラリア州の Ord 川を拠点とする小規模な産業もある。 

大豆産業は歴史的に油糧種子の粉砕を基盤としてきたが、近年ではその他の最終用途、特に食品用途へ

の拡大を図る動きが見られている。 

用途の拡大が進み、様々な文献や業界レビューにおいて、概して意見が一致しているのは、同業界には発

展の大きな可能性があるということである。これらの想定は、全農業生産性システムにおいて見出された大豆

の輪作作物としての価値と国内および輸出の市場機会、特に大豆食品への関心の高まりに基づいている。 

 

2.2.2 豪州の大豆産業の歴史 

豪州における大豆産業は 1950 年代から商業的に栽培されているが、業界における生産量が高い水準に達

したのは 1970 年代半ばから後半であった。様々な州で商業的栽培が行われていたものの、同業界の拠点は

常にクイーンズランド州とニューサウスウェールズ州であった。伝統的に豪州では粉砕部門が大豆の主要市場

であった。1990 年後半までは、100,000 トンの収穫物の 50%超が粉砕されていた。20～25%は集約的畜産飼料

向けの全脂大豆粕に利用されていた。 

昨年度の調査結果

北
部
豪
州
の
可
能
性

①超大規模農地（数百から数千ha規模）
の確保が可能

②高い人件費等から素材及び加工品の
いずれかで高付加価値品（高原価に耐
える商品）であることが必須

③北部開発は長期的に取り組む必要が
あるが、短期的な事業の成功が無けれ
ば民間や投資家の関心が早急に薄まる

[主に①から]大豆：ターゲットとしているアジア
市場での用途も広く、豪州でも豆乳をはじ
めとして高い人気がある

[主に②から]アスパラガス：健康志向の高まり、
希少性から豪州でも根強い人気があり、ア
ジア市場でも高い成長が見込まれる

[主に③から]バラマンディ：豪州を代表するた
んぱく源で、アジア市場でも高い成長が見
込まれている

本年度調査で対象とする農水産物
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豪州国内における大豆に係る食品市場は、ベトナム戦争後のアジアからの移民の流入と共に、1970 年代後

半まで成長し消費の約 20～30%を占め、約 5%は種まき用に使用されていた。 

産業の初期段階では、輸出は全く行われていなかった。 

過去 10 年間で同業界の特徴は変わり、アジアの食品部門、製粉を対象とした輸出が拡大する一方、粉砕お

よび全脂部門の受容は相対的に低下している。この変化は、食品市場の収益が高く、増加していることが要因

と考えられ、さらに、この市場で求められる高品質の新しい品種が栽培できるようになったことも、促進された要

因となっている。 

このような環境にあっても、粉砕部門は依然として同業界の基盤であり、豪州における大豆の一般的な市場

価格はこの粉砕により規定されている。粉砕部門はまた、食品等級に満たない大豆に重要なセーフティーネッ

トと受け皿を提供している。 

豪州は世界的に見て、大豆生産は小規模にランクされ、年間生産量は一般的に世界で 30 位以下となって

いる。豪州の年間生産量は年によって異なり、重要な播種時期である晩春から真夏の播種の状況に大きく左

右される。これらの期間における降雨が生産量に影響する最も重要な要因となっている。 

 

2.2.3 豪州における大豆の用途 

大豆の大部分（85%）は大豆粕および油に加工される。大豆ミールの約 98%はさらに動物飼料に加工され、残

りは大豆粉およびたんぱく質の製造に利用される。 

 

 油については 95%が食用、残りは脂肪酸、石鹸、バイオディーゼルといった工業製品に利用される。 

 豆乳：豪州では 1 人当たり年間 3 リットルの豆乳を消費する。これは 1998 年の消費推計量から 50%の増加

である。2009 年の消費量は約 10,000 トンの丸大豆に相当する。豪州の豆乳生産のほとんどは、輸入され

た大豆たんぱく質あるいは大豆たんぱく質分離物を基に行われている。このカテゴリーのマーケットリーダ

ーは Sanitarium（1 億 1,500 万ドル相当）および Vitasoy（40%）である。豪州における豆乳消費は着実に成

長し続けると予測されている。2010 年、Vitasoy はこの予測されている成長と豪州における豆乳市場のシェ

アの増加に乗じて、Wodonga の加工施設に 1,800 万ドルの投資を行った。 

 大豆粉：豪州の大豆粉市場は、パンおよびペーカリー消費者製品に使用される大豆粉に依存している。豪

州のベーキング部門は成熟市場であり、国内の小麦粉生産量は約 200 万トンで過去 10 年の間に変化が

見られない。同様に、豪州のパン製造は年間約 800,000 トンで、他の主要部門であるビスケット部門とケー

キ部門では輸出市場において着実な増加を見せてはいるものの、いずれの部門においても国内ではわず

かな減少とはいかないまでもどちらかといえば変化は見られない。一般的に大豆粉はパンの生地配合物の

1～5%を占めている。よって、国内の大豆粉市場は年間 18,000～20,000 トンであると推定される。 

 

食品としての大豆の消費は主にアジア、特に中国、日本、インドネシアに集中しており、種子全体を直接利

用するか、加工され高タンパク原料として豆腐、テンぺ、豆乳、大豆チーズ、その他製品に利用される。これが

市場全体に占める割合は比較的小さい（6%）が、ボリューム、特に金額の面では重要となっている。 

 

2.2.4 豪州の大豆産業の市場 

豪州の大豆産業は、過去 10 年の間に変わり、粉砕および全脂部門は減少、食用大豆の国内消費量は増加

し、輸出市場は拡大した。この変化は食品市場からの収益の増加によるもので、これらの市場で求められる高

品質をターゲットとした新しい品種が利用できるようになったことで促進された。 
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食用大豆の需要は、西洋の食生活において健康的な食品が増加していることと、大豆がこれらの健康上の

利点を提供できる能力を持つという認知度の向上に支えられている。大豆は食料品として、またさまざまな食

品の原料として、主流市場に進出してきている。健康志向の消費者は、多くの一般的な乳製品の代替品の基

盤として豆乳、大豆ベース飲料、乳製品を含まない大豆製品を選んでいる。それに加え、栄養・食品団体の多

くが、心臓病リスクの低減を含む数多くの健康上の利点と大豆とを結びつけている。 

日本、台湾、タイ、シンガポール、インドネシアを含むアジア諸国からの豪州食用大豆に対する需要の高まり

も見られる。 

日本だけでも、豆腐に適した等級の大豆を毎年ほぼ 50 万トン輸入している。 

現在は米国やカナダがこれらの市場における主要サプライヤーである。 

豪州の大豆は、市場の上端に位置する高級品として有利な立場にいる。この輸出の機会は、高品質、同一

性保持、非遺伝子組み換え、優れた食品安全記録といった豪州に対する高い評価に基づいている。特に世

界の他地域における遺伝子組み換え大豆の拡大によって豪州産大豆にニッチな食用市場が開かれた。 

 

2.2.5 生産量、栽培面積、市場（用途別）の推移 

豪州における大豆の生産量等の推移は次の通り。 

 

図表 2-2 生産量、栽培面積、市場（用途別）の推移（オーストラリアの年度は、7 月 1 日から翌 6 月 30 日まで） 

生産量の推移（QLD:クイーンズランド州、NSW:ニューサウスウェールズ州、VIC:ビクトリア州） 

 2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 

QLD 5 32 16 15 11 21 52 16 6 

NSW 9 41 38 41 21 14 48 47 30 

VIC 0 1 1 1 0 0 1 1 2 

計 14 74 54 57 32 35 101 64 38 

栽培面積の推移（1,000ha） 

QLD 3 15 8 7 5 8 33 13 4.3 

NSW 5 16 17 16 9 7 24 17 11.6 

VIC 0 1 0.5 1 0 0 0 0.3 0.6 

計 8 32 26 24 14 15 56 30.3 16.5 

※2002 年度、2006 年度、2007 年度は、干ばつの影響を受けている 

※2010 年度の予測値 

※クイーンズランド州における 2010 年度の予測値の急激な減少は、厳しい気候と洪水の影響が加味されている。 

出典 Australian Oilseeds Federation and Soy Australia 
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図表 2-3 市場（用途別）の推移 

 

2003 年度 2005 年度 2008 年度 2009 年度 

1,000 トン 
シ ェ ア

（％） 
1,000 トン 

シ ェ ア

（％） 
1,000 トン 

シ ェ ア

（％） 
1,000 トン 

シ ェ ア

（％） 

粉 14 18.4 14 25.8 18 18 13.5 21.1 

アジアン 5 6.6 3.5 5.5 12 12 6 9.4 

豆乳 5 6.6 3.5 6.4 5 5 1.5 2.4 

輸出 10 13.2 4 11.1 10 10 - - 

粉砕 30 39.5 20 27.2 35 34.5 30 47 

脂肪 10 13.2 10 19.3 18 18 10 15.6 

植え付け 2 2.6 2 4.7 3 2.5 3 4.5 

計 76 - 57 - 101 - 64 - 

輸入粉末 350 - 400 - 700 - 800 - 

出典 Australian Oilseeds Federation and Soy Australia 

 

図表 2-4 生産エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 CSIRO 
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2.2.6 豪州国家大豆品種改良プログラム（Australian National Soybean Breeding Program） 

豪州大豆産業の成長と発展は、豪州国家大豆品種改良プログラム（ANSB）を通じた新品種の開発により進

められている。このプログラムは、Grains Research and Development Corporation（GRDC）、CSIRO、I&I NSW と

の間のパートナーシップにより進められている。各協力パートナーの活動は以下の通り。 

 CSIRO：大豆改良プログラムの先頭に立ち、品種改良戦略を実行する。新たな特性を特定し遺伝子移入

（introgress）するための pre breeding、交雑（crossing）、新たな生殖細胞質（germplasm）の交配（breeding）

および世代促進（generational advance）、品質に関する研究室試験、新種の品種評価実施、および、プロ

グラムの戦略的な研究方針の提供を行う。 

 I&I NSW：生物季節学（phenology）、歩留まり（yield）、農業形質（agronomic traits）、および、脱粒

（shattering）、べと病（downy mildew）、スクレロティニア属（Sclerotinia）に対する抵抗性（resistance to 

shattering）について、世代促進や品種系統（strain）および変種（variety）の試験（trials）を実施する。また、

食用市場での受容性についての品種評価や、たんぱく質・含油量検査も行う。 

 GRDC はこのプログラムの主要投資者および後援者である。 

 

この品種改良プログラムの主な目的は、以下の通り。 

 高い適応性と対象となる各大豆地域に適合する早晩性を有し、収量性が高く、たんぱく質含有量、

weathering tolerance、乾燥耐性、フィトフトラおよびその他病害への耐性が高い品種を開発することで、大

豆産業がその可能性を最大限に発揮できるよう支援する。 

 これらの特性に、より高価値な食品用市場を含む大豆市場の全部門で必要とされる加工特性を組み合わ

せる。 

 業界のより迅速な進歩を支援し、改良された大豆品種の農業者および加工業者への提供の効率化を促進

するために、ANSB と Soy Australia の連携をさらに発展させる。 

 

ANSB にはいくつかの主要対象地域がある。それらの地域には、Riverina（ニューサウスウェールズ州）、ノー

スコースト（ニューサウスウェールズ州）、内陸灌漑地域（ニューサウスウェールズ州）、亜熱帯沿岸地域（クイー

ンズランド州）、ダーリングダウンズ（クイーンズランド州）が含まれる。 

 

2.2.7 ライセンスが供与されている品種 

 Bunya：Bunya は大半の地域に適した早熟品種で、グループ 5-6 に分類される。CSIRO によって作り出され

た Bunya は、2006 年に PBR（育成者権、Plant Breeder’s Rights）の下で初めてリリースされ、Soy Australia

にライセンスが供与された。Bunya はニューサウスウェールズ州北部およびクイーンズランド州南部に適して

いる。大粒の食品用品種で透き通った臍を持つ。豆腐市場で好まれる品種である。Bunya はクイーンズラン

ド州のフィトフトラ根腐れ病の 2 つの主要菌種に対して耐性を持つ。Bunya の種子サイズは非常に大きいた

め、収穫時のダメージ（損傷）のリスクが高まることがある。発芽チェックと播種時に細心の注意を払って種を

取り扱うことが不可欠である。豪州国家大豆品種改良プログラム（GRDC/CSIRO/I&I NSW）を通じ、ブリス

ベンの CSIRO の Dr Andrew James によって作り出された品種である。 

 Fraser：Fraser は晩熟品種でグループ 7 に分類される。2007 年に PBR の下で CSIRO によってリリースさ

れ、Soy Australia にライセンスが供与された。Gladstone からニューサウスウェールズ州との州境に至るクイ

ーンズランド州南部に適している。Fraser は、種子の大きさが中程度で透き通った臍を持つ品種で、大豆

粉や豆乳製造での使用に適している。Fraser は既存の品種とほぼ同じ期間で成熟するが、穀粒収量とバ
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イオマス生産量が高いため、サトウキビの輪作作物として最適である。大豆収穫後に植えられるサトウキビ

はより健康で、大豆バイオマスの分解によって放出された窒素を利用する。それは豆腐市場でも使用でき

る可能性がある。Fraser はクイーンズランド州のフィトフトラ根腐れ病の 2 つの主要菌種に対して耐性を持

つ。豪州国家大豆品種改良プログラム（GRDC/CSIRO/I&I NSW）を通じ、ブリスベンの CSIRO の Dr 

Andrew James によって作り出された品種である。 

 Stuart：Stuart は熱帯地方に適合する栽培期間の長い品種で、グループ 8-9 に分類される。Stuart は 2006

年に PBR の下で CSIRO によってリリースされ、Soy Australia にライセンスが供与された。クイーンズランド州

沿岸部および熱帯地域に適した明るい色の臍を持つ初の品種である。Stuart は晩熟品種であり、Mackay

より南の地域で栽培すべきではない。また熱帯地方における乾燥期の播種に適している。正しい時期に播

種した場合、Stuart は Leichhardt よりもわずかに less vegetative である。 サトウキビとの輪作においては、

この品種は他の大豆品種よりも優れた root nematodes への抵抗性という利点を有する。冷涼で降雨量が多

い年に Atherton Tableland において問題を引き起こす現在のさび病の菌種への抵抗性も有する。 

 Snowy：Snowy はニューサウスウェールズ州南部およびビクトリア州北部に適した初の品種で、透き通った臍

を持つ。優れた収量と高い食品用等級品質とを兼ね備えており、Riverina での灌漑生産に適した初めての

品種のひとつでもある。Snowy は豆腐に適した優れた特徴と、優れた収量、早晩性、病気に対する抵抗性、

農業特性とを兼ね備えている。豪州国家大豆品種改良プログラム（GRDC/CSIRO/I&I NSW）を通じ、ブリス

ベンの CSIRO の Dr Andrew James によって作り出された品種である。 

 Moonbi：Moonbi は豪州国家大豆品種改良プログラムからリリースされた品種で、Soy Australia によって商

用ライセンスが与えられる。Moonbi は、ニューサウスウェールズ州ノースコーストおよび内陸灌漑地域のた

めに作り出された、大粒で透き通った臍を持つ品種である。優れた収量および種子たんぱく質量に加え、

Moonbi はまた good weathering を示し、非常に成熟が早い（播種日が同じ場合、Soya791 よりも約 10～12

日早い）。これは、沿岸部の生産地域においては、収穫時に大雨に遭遇するリスクを最小限に抑える上で

の利点である。この特性によって冬作物および牧草の早期播種が可能となるため、二毛作システムには都

合が良い。また作物を成熟させるための灌漑用水の必要性を減らすことができるため、内陸灌漑地域 I にと

ってもまた有利である。豪州国家大豆品種改良プログラム（GRDC/CSIRO/I&I NSW）を通じ、ブリスベンの

CSIRO の Dr Andrew James によって作り出された品種である。 

 Bidgee：Bidgee は、豪州大豆品種改良プログラムによってリリースされ Soy Australia にライセンスが供与さ

れる最新の品種で、2013 年播種期から利用可能となる予定。Bidgee は、特にニューサウスウェールズ州/

ビクトリア州の南部地域向けに改良された品種で、非常に収量が高く、透き通った臍、丸い種子形状、光沢

のある種皮を持つ。播種期は 11 月初旬から 12 月末までとなっており、柔軟性がある。種子は Djakal よりも

わずかに小さく、豆は人間の食用市場に最適で、たんぱく質量は求められる 40%を優に上回る。この品種

は優れた early crop vigour を有し、成長速度が速く、細い葉と白い花を持つ。 

 Hayman：Hayman（系統 NK55C-32）は豪州大豆品種改良プログラムによる新たな品種で、2013 年に PBR

の下で初めてリリースされ、現在は Seednet にライセンスが供与されている。Hayman は透き通った臍を持つ

大粒で色の薄い種子を生み出し、乾物ベースで 43%を上回るたんぱく質量を簡単に生成する。これらの特

性は、粉砕市場だけでなく、より高価値な食用市場を含む、より広い市場の選択肢を生産者に提供する。

Haymanはまた、Bunyaと同様に 11sA4たんぱく質が 0であるため、豆腐加工業者から高く評価されている。

Hayman は、うどんこ病に対する抵抗性と、沿岸土壌に一般的なマンガン毒性への高い耐性を有する。

Hayman は A6785 に類似した weathering tolerance を持つ。その大きなバイオマスと長い生育期間により、

ノースコーストでの穀物生産についてはシーズン末期の播種日（1 月中旬から下旬）のみが推奨される。ノ
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ースコーストにおいて Hayman は、かなり遅い播種日という点で Warrigal あるいは A6785 よりも優れた選択

肢を提供する。Hayman はニューサウスウェールズ州のノースコースト、Northern Tablelands 地域およびクイ

ーンズランド州南部における羊・酪農業者向けの干し草およびサイレージ生産における最適な選択肢であ

る。Hayman は Asgrow A6785 に比べて同等の飼料価値を維持しながら倒伏が少ない一方、ヘクタール当

たりのバイオマス生成量が最大で 25%多い。同じ日に播種した場合、Hayman は成熟までに A6785 よりも約

12 日間長くかかるため、干し草やサイレージ生産者が作物を刈り取るチャンス期間はより長くなる。Hayman

（NK55C-32）は豪州大豆品種改良プログラムのために、ブリスベンの CSIRO の Dr Andrew James によって

改良され、NSW DPI Narrabri の Dr Ian Rose、 NSW DPI Grafton の Dr Natalie Moore によって評価が行わ

れた。 

 Richmond：Richmond（系統 NF246-64 ）は豪州大豆品種改良プログラムによる新たな品種で、2013 年に

PBR の下で初めてリリースされ、現在は Seednet にライセンス供与されている。Richmond は、ニューサウス

ウェールズ州のノースコースト、northern tablelands and slopes、Liverpool Plains 地域における生産に適し

ている。Richmond はまたクイーンズランド州南部の灌漑生産システム向けにも検討されるであろう。

Richmond は臍が透き通っていてたんぱく質含量が多く、A6785 の大粒の代替品であり、沿岸部のシーズン

半ばの播種期（12 月中旬から下旬）に適している。Richmond は現在入手可能な臍が透き通った品種の中

で最も高い weathering tolerance を有するが、weathering tolerance のベンチマークである臍色の濃い Zeus

ほど高くはない。Richmond は収穫を容易にするために lodging、クリーンな落葉、さらには成熟をも最小限

にするためコンパクトな plant type を有する。Richmond は豪州大豆品種改良プログラムのために、CSIRO

の Dr Andrew James によって改良され、NSW DPI の Dr Natalie Moore によって評価が行われた。 

 

2.2.8 地域の特定 

本調査では、大豆に日本食への活用という視点から、豆腐事業者から高く評価されている Hayman 種の適用

を検討した。 

 

品種概要 

Hayman は地域によって異なる利点を生産者に提供するユニークな品種である。 

 ニューサウスウェールズ州における乾草およびサイレージ用：Hayman は、ニューサウスウェールズ州のノー

スコースト（North Coast）地域やノーザン・テーブルランド（northern Tablelands）地域、クイーンズランド州南

部における羊および乳製品の生産者向けの乾草・サイレージ生産において、優れたパフォーマンスを提供

している。Hayman のバイオマス生産量は Asgrow A6785 に比べヘクタール当たり最大 25 パーセント多い

が、同等の飼料価値（feed values）を保有しており、倒伏（lodging）が少ない。 

 Hayman はうどんこ病（Powdery Mildew）に耐性を持ち、沿岸部の土壌に一般的に見られるマンガン毒性に

高い耐性を有する。クイーンズランド州における穀物用：クイーンズランド州におけるダーリング・ダウンズ

（Darling Downs）、ロックヤー・バレー（Lockyer Valley）から北に向かってバーネット（Burnett）地域およびマ

ッカイ（Mackay）地域まで、Hayman は Soya 791 や Bunya に比べ耐病性とタンパク質含有量に優れ、抜群

の穀物収量（grain yield）の可能性を提供している。 

 

シロメ（clear hilum）を持ち、たんぱく質含有量が多く、種子が大粒であるといった Hayman の優れた穀粒品質

（grain qualities）は、高価値食用市場（higher value culinary markets）に適している。Hayman は Bunya と同様

に 11sA4 たんぱく質の含有量が 0 であるため、そのゲル化の性質を豆腐加工業者から高く評価されている。 
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ニューサウスウェールズ州のノースコースト地域では、一番遅い播種期（planting window）（例えば 1 月下旬

から 2 月初旬）の穀物生産用として Hayman が考えられる。そのバイオマス生産量の多いことから、ノースコー

スト地域における播種期がシーズン前期・中期の穀物生産用としては推奨されない。 

 

品種改良 

Hayman（NK55C-32）は、豪州大豆品種改良プログラム（Australian Soybean Breeding Program）の一環として

CSIRO Brisbane の Dr Andrew James によって作り出され、NSW DPI Narrabri の Dr Ian Rose および NSW DPI 

Grafton の Dr Natalie Moore によって評価が行われた。 

この品種改良プログラムは、穀物生産者からの課徴金（grain grower levies）及び、GRDC、CSIRO、NSW DPI

によって資金が提供されている。系統（Pedigree）：NK55 = (Cowrie/97056-17)/Poseidon、97056-17 = (He 

Dian 22/Melrose)、He Dian 22 は中国極北東部の食用品種である。 

 

土壌のタイプ 

Hayman は、沿岸生産地域において一般的に見られる酸性土壌を含む大半の土壌タイプに広く適合する。 

 

生育期間（Maturity） 

ダーリング・ダウンズやロックヤー・バレーといったクイーンズランド州南部の生産地域においては、Hayman

の生育期間は 130 日間前後である。同品種は、北方へ行くほど成熟期に至る日数は減少する。クイーンズラン

ド州のバーネット地域では、Hayman の生育期間は 120 日前後である。 

ニューサウスウェールズ州のノースコースト地域やノーザン・テーブルランド地域における乾草・サイレージ生

産地域では、Hayman は A6785 よりも成熟が遅い（約 10～14 日）。この子実肥大期（pod filling phase）の期間

が長いことで、乾草・サイレージ作業を完了させるためのより多くの機会が提供される。これは雨天による遅延

がよく起こる沿岸地域においては有益である。 
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図表 2-5 Grafton において NSW DPI が実施した反復試験栽培（replicated trial）では、A6785（左）に比べて

Hayman（右）のバイオマス生産量が多く、Hayman の生育期間の方が長い（約 10～14 日）ことが示された。

Hayman は生育期間が長いため、乾草・サイレージ生産のためにより長い期間を確保することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他 

 

作物の特性 

Hayman は、草高が高くバイオマス生産量が多く生育期間が長い品種（long season variety）で、A6785、Soya 

791、Warrigal に比べて優れた倒伏抵抗性（lodging resistance）を有する。直立型（Upright stature）で分枝能

力（branching ability）の高いセミ・デターミネイト（semi-determinate）種である。 

Hayman は高いバイオマス生産量を求める生産者には第 1 の選択肢であろう。 

 

穀粒品質 

Hayman は種子が大きく、シロメを持ち、乾物ベースで 43 パーセントを上回るレベルのたんぱく質を容易に生

成する。これらの特性によって、破砕市場のみならず高価値食用大豆市場を含む幅広い市場の選択肢が生

産者に提供される。 

Hayman は Bunya と同様、豆腐加工業者からの評価が高い 11sA4 たんぱく質が 0 の品種である。 

 

収 量 

Hayman は数シーズンにわたるトライアルにおいて、現行の他の大豆品種に比べ、一貫して素晴らしい実績

を上げている。クイーンズランド州では、Hayman は Bunya、Soya 791 に代わる耐病性および倒伏抵抗性に優

れた高収量の選択肢を提供している。 
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図表 2-6 穀物生産用の場合、Hayman は、クイーンズランド州のダーリング・ダウンズから北のバーネットおよ

びマッカイに至る地域に最も適している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他 

 

飼料価値分析 

Hayman は、ニューサウスウェールズ州北部の研究施設や農場において実施された乾草・サイレージ向け試

験栽培において数シーズンにわたり一貫して素晴らしい実績を上げている。同一の圃場条件（field conditions）

下では、Hayman（乾物重量で 11 トン/ヘクタール）のバイオマス生産量が A6785（乾物重量で 8.7 トン/ヘクタ

ール）よりも 25 パーセント高かった一方で、同様の飼料価値分析を維持している。 

 

図表 2-7 Hayman のバイオマスおよび穀物生産のトライアルの結果、NSW DPI Grafton 

試験栽培におけるバイオマスおよび穀物の生産量 
3 圃場反復（3 field replicates）によるデータ、NSW DPI Grafton 

 単位 Hayman A6785 

草高 センチメートル 124 103.6 

バイオマス 
（結莢中期（mid pod-fill）の苗条バイオマ
ス（shoot biomass）） 

トン/ヘクタール 
（乾物重量） 

11 8.7 

倒伏 スコア 1 – 5 1.5 2.5 

うどんこ病 スコア 1 – 5 1 2.2 

開花期（Flowering） 
（F50 までの日数） 

播種後日数 57 51 

成熟期（Maturity） 
（P95 までの日数） 

播種後日数 136 120 

穀物収量 トン/ヘクタール 
@水分 12 パーセント 

4.4 4.3 

穀物たんぱく含有率 パーセント 
（乾物重量） 

45.5 41.6 

種子の大きさ グラム/100 粒 
@水分 12 パーセント 

24.6 15 

臍色  白 褐色 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他 
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図表 2-8 Hayman の飼料価値分析 

飼料価値分析 
NSW DPI 飼料品質研究所（NSW DPI Feed Quality Laboratory）、Wagga Wagga 

飼料価値 単位 Hayman A6785 
中性デタージェント繊維 
（Neutral Detergent Fibre） 

パーセント 34 36 

酸性デタージェント繊維 
（Acid Detergent Fibre） 

パーセント 23 24 

粗たんぱく質 
（Crude Protein） 

パーセント 27 27 

無機灰分 
（Inorganic Ash） 

パーセント 12 12 

有機物 
（Organic Matter） 

パーセント 88 88 

乾物消化率 
（Dry Matter Digestibility（DMD）） 

パーセント 67 67 

乾物中の可消化有機物含量 
（ Digestible Organic Matter in the Dry 
Matter（DOMD）） 

パーセント 63 63 

代謝エネルギー 
（Metabolisable Energy） 

メガジュール/キログラム 
（乾物重量） 

10 10 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他 

 

育成者権（Plant Breeder Rights）および使用料（royalties） 

Hayman は育成者権によって保護されている。Plant Breeder’s Rights Act, 1994 では、無許可の商業繁殖

（commercial propagation）あるいは販売、この品種の種苗（propagating material）の調整（conditioning）、輸出、

輸入、保管（stocking）は侵害行為である。生産者はこの品種の生産から得られる種子を、種子として自ら使用

するためにのみ保持することが許可されている。この品種には、breeder royalties を含むトン当たり 12 ドル（+ 

GST）の種子使用料（End Point Royalty）が適用される。 

 

播 種 

5 センチメートル以内の深さの湿った土壌に播種する。乾燥地の大豆（dryland soybean）は断面全体に水分

が含まれている土壌（a full profile of soil moisture）に播種する。例えば、ニューサウスウェールズ州ノーザン・

スロープス（Northern slopes）の 100～120 センチメートルの湿った土壌や、ニューサウスウェールズ州テーブル

ランドの 60～80 センチメートルの湿った土壌である。 

灌漑大豆圃場は播種前に灌漑を行い、6～8 メガリットル/ヘクタールが必要である。その品種に最適な時期

に播種をすることで、日光/ヒートユニット（daylight/heat units）を最大限に活用して潜在収量（yield）と穀粒品

質を最大化し、早霜（early frosts）による被害を防ぐことができる。 

地域の状況に合った栽植密度（plant population）の確立は、潜在収量の達成には欠かせない。 

最適な播種密度（seeding rates）は地域によって大きく異なり、種子の大きさ、その地域に適した目標栽植密

度、条間隔（row spacing）、播種時期に基づき算出される。地域や営農体系（farming system）に適した栽植密

度を決定する際には地元の農学者（agronomist）に相談すべきである。大豆生産に関する更なる情報が必要

であれば各州の農業省に相談する（ニューサウスウェールズ州の場合は NSW DPI Summer Crop Production 

Guide を参照）。 

播種密度の算出には次の式を利用する。苗立ち率（establishment rate）85 パーセントはほとんどの状況に適

している。 
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図表 2-9 播種密度の算出 

1000 粒の種子重

量（グラム） 
× 

目標栽植密度

（Plant 

Population） 

＋ 100 ＋ 

苗立ち率（パーセント） 

× 

発芽率（パーセント） 

＝ 播種密度                    キログラム/ヘクタール 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他 

 

栄 養 

大豆用の株であるグループ H 接種剤（Group H inoculant）（株 CB 1809）を使用して常に種子を正しく接種

（inoculate）を行う。 

多くの場合、大豆は全く、あるいはほとんど「根付け肥（starter）」窒素を必要としない。播種時に窒素が多過

ぎる（>25 キログラム N/ヘクタール）場合、根粒の形成（nodulation）の妨げとなり、後作あるいは牧草にとって

大豆作物による残留窒素のメリット（residual N benefits）の低下をもたらす可能性がある。 

Hayman はバイオマス生産量が多い品種であるため、十分な養分を与えることが重要である。大豆生産に欠

かせない養分にはリン（P）、カリウム（K）、硫黄（S）、灰色重粘土（heavy grey clay）の土壌における亜鉛（Zn）や

ニューサウスウェールズ州のテーブルランドや沿岸地域の酸性土壌におけるモリブデン（Mo）を含む微量元素

（trace elements）が含まれる。 

養分量は最近の土壌テストに基づいて算出する必要がある。  

 

雑草および昆虫の管理 

キャノピー閉鎖（canopy closure）前の作物の成長初期段階で雑草を制御することで、競争が取り除かれ、収

量が改善する。さまざまな発芽前・発芽後除草剤（pre and post-emergent herbicides）が利用可能である。 

大豆作物は一般的にさまざまな益虫の棲み家となっていることから、総合的害虫管理（IPM）を実施する上で

理想的である。開花期までは少なくとも 1 週間に 1 回、開花期から成熟期までは週 2 回、害虫および益虫の検

査を行う。 

 

収穫および穀物の取扱い 

天候による損害（weather damage）や過乾燥穀粒（over-dry grain）による収穫損失のリスクを軽減するため、

成熟したらすぐに大豆作物の収穫を行う。大豆の種皮は繊細であり、種子を落とさないように丁寧に扱う必要

がある。 

 

耐病性 

Hayman はうどんこ病に耐性を持ち、沿岸部の土壌に一般的に見られるマンガン毒性への高い耐性を有す

る。NSW DPI による試験栽培では、Hayaman は A6785 と同様の耐候性（weathering tolerance）を示した。 
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図表 2-10 他品種との比較における Hayman の作物特性および耐病性 

品種 臍色 

収量 

（トン/ヘクタール 

@水分 12 パーセン

ト） 

2007-13 年 

たんぱく質 

（パーセント 

（乾物ベース）） 

2007-13 年 

種子サイズ 

（キログラム当た

りの粒数） 

マンガン

耐性 

茎疫病

（Phytophthora root 

rot） 

レース抵抗性（Race 

resistance） 

うどんこ病 

耐候性 

2007-13 年 

天候による被害を

受けていない穀粒

の割合 

（パーセント） 1 4 15 25 

Hayman 白 4.2 44.4 4150 高 Y Y Y Y R 82 

A6785 褐色 4.0 39.4 
6660 

 
低 Y Y Y Y R 83 

Soya 791 黄褐色 4.2 41.6 5260 低 Y Y N Y S 54 

Bunya 

（2006） 
白 4.2 40.7 4000 中 Y Y Y Y S 72 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他 

 

図表 2-11 Hayman の生産地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他 

 

図表 2-12 Hayman の生産地域・用途別推奨播種期 

地 域 
乾草、サイレー
ジ、緑肥の生産 

穀物の生産 

クイーンズランド州、ノーザン（Northern）（マッカ
イ（Mackay）） 

全ての地域で 11
月下旬から 12 月

中旬 

12 月初旬 

クイーンズランド州、セントラル・コースト（Central 
Coast）およびバーネット（Burnett） 

12 月中旬～1 月中旬 

クイーンズランド州、ダーリング・ダウンズ
（Darling Downs）およびロックヤー・バレー

（Lockyer Valley） 

12 月中旬～1 月上旬 

ニューサウスウェールズ州、テーブルランド
（Tablelands）およびノーザン・スロープス

（Northern Slopes） 

この地域における穀物生産では、霜害
のリスクを避けるため早生品種（shorter 
season variety）を選ぶ（例：Richmond）。 

ニューサウスウェールズ州、ノースコースト
（North Coast） 

1 月下旬～2 月上旬 

出典 Seednet Factsheet – Hayman- / CSIRO 他  
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2.3 アスパラガス 

2.3.1 アスパラガスの豪州国内市場と輸出の状況 

温帯-亜熱帯気候で冬は涼しい豪州はアスパラガスの栽培に適している。生産量においては、豪州のアスパ

ラガス産業は世界で第 8 位である。同業界の net value は約 5,000 万ドルで、生産高の 95 パーセント超をビク

トリア州が占めている。同業界は、環境要素、化学薬品の使用が少ない、相対的に害虫や病気の心配がない

といった面において比較優位を有している。豪州においてはグリーンアスパラガスが圧倒的で、他に少量のホ

ワイトアスパラガスと非常に限られた量のパープルアスパラガスが栽培されている。豪州における収穫時期は 8

月-9 月から 4 月までである。 

かなりの量がビクトリア州において栽培され、ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、西オーストラリ

ア州においても小規模だが栽培が行われている。豪州で生産されるアスパラガスの大半は国内および輸出市

場において生の状態で販売されている。 

ビクトリア州のクー・ウィー・ラップ（Koo Weep Rup）・ダルモア（Dalmore）地域で生産されるアスパラガスが豪

州のアスパラガス総生産量の 93 パーセント超を占めており、同地域に「アスパラガス国（Asparagus Country）」

の愛称が付けられたのも不思議ではない。 

この地域で生産されるアスパラは 100 パーセント、クリーン、グリーンで安全であるという羨むべき評価を得て

おり、その優れた食味は国内・グローバル市場共に高い評価を得ている。2000 年代初めまで、豪州の人々は

アスパラガスを「グルメな」野菜とみなし、毎日の食事というより特別な機会に食べられる珍味だと考えていた。

今日でもアスパラガスはその汎用性とユニークなハーブの風味そして独特の形状によってシェフや美食家から

相変わらず愛されているが、今では家庭の料理の作り手や家族のレパートリーにしっかりと取り入れられており、

裏庭でのバーベキューから炒め物、スープ、サラダまで日常の家庭のレシピとして楽しまれている。 

豪州のアスパラ産業の過去の成長と発展は好調な輸出市場に起因していたが、2002 年に同業界は国内市

場を拡大する機会を受け入れた。それ以降、国内市場におけるアスパラガスの入手しやすさの向上、小売レ

ベルでのアクセシビリティの改善、マーケティングおよび販促活動の拡大、健康的な食品の需要増加によって

見掛け国内消費量は増加を見せた。 

豪州における 1 人当たりの年間アスパラガス消費量は 416 グラム（わずか 2 束あまり）と推定される。過去 10

年間で 30 パーセント超の増加を見せているものの、用途が広いこの野菜を豪州の食事に取り入れる余地は十

分にある。スイスの 1 人当たりの年間アスパラガス消費量は 1.5 キログラムで、ドイツの 1.12 キログラムがそれ

に続いている。 

豪州の国内で収穫できない他の期間については、ペルー、タイ、メキシコ、米国産の輸入アスパラガスが入

手可能である。 

アスパラガスは豪州の全ての州の中央卸売市場（Central Wholesale Market）を通じて販売され、またスーパ

ーや外食産業市場にも直接販売されている。 

 

豪州で生産されるアスパラガスの 40 パーセントは輸出市場において生で販売されており、主要輸出先は日

本、シンガポール、香港、韓国、台湾である。アスパラガスの品種 UC157F1 は依然として最も使うのに便利で

需要がある春作物である。 近年では、非常に少量のホワイトアスパラガスも出荷されている。 

欧州の多くの地域ではホワイトアスパラガスが依然として好まれているが、特に若い世代の嗜好の変化や栄

養・健康面の利点に対する意識の高まりによってグリーンアスパラガスの需要が拡大しつつある。 

日本は豪州のアスパラガスの主要市場で、ビクトリア州産アスパラガスの輸出品の 85 パーセント超は日本市

場向けである。最高の新鮮なアスパラガスを顧客に提供するために空輸され、収穫の 30 時間後には日本に到
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着することが可能となっている。日本人の間ではグリーアスパラガスは人気の野菜であり、夕食で、レストランで、

また結婚披露宴での特別なご馳走として使用されている。 

豪州産アスパラガスの需要の拡大は台湾、韓国、マレーシア、香港、シンガポールにおいても見られる。東

南アジア向けの収穫された豪州産アスパラガスの貨物は、消費者の需要に合わせて束あるいはバラで木製の

容器に詰められる。 

 

2.3.2 豪州におけるアスパラガスの収穫と出荷 

アスパラガスの若茎は一旦収穫されると非常に傷みやすい。収穫後も発育が続くためコールドチェーンマネ

ジメントは不可欠である。梱包前に水平に置かれたアスパラガスが光を求めて上向きに曲がるのを防ぐため、

アスパラガスが詰まったクレートの上に湿らせた麻袋や重しを置くことが多い。 

アスパラガスが詰まったクレートは、泥や異物を取れやすくするため、またアスパラガスの乾燥を防いだり、そ

の光沢のある外観を失わせないよう水分を供給するため、予備洗浄を行うことがある。梱包前に field heat を取

り除こうとその水を冷却する場合もある。 

伝統的なやり方では、アスパラガスは仕分けと梱包が手作業で行われていた。現在、生産者の多くはコンピ

ューター化された等級分けシステムに投資している。アスパラガスは畑から運び込まれ、泥や異物を取れやす

くするためクレート内で予備洗浄される。その後、設定された長さに切り落とすため全ての穂先が上端に触れる

状態でヘッダベルトの上に乗せられる。 

アスパラはきれいな水で十分に洗浄され、その後真っすぐに伸ばされグレーダーの個別のカップに載せられ

る。明らかに欠陥があるアスパラガスはこの段階で取り除かれる。 

アスパラガスは 24 センチか 25 センチに切り揃えられる。1 本ずつ写真を撮り、コンピューターで長さ、直径、

根元の白い部分の有無が測定される。短すぎたり、根元にまだ白い部分があるアスパラガスはラインを通過し

た後、後の段階でカットされる。シュートから収集されたアスパラガスは等級や届け先の市場別に梱包される。

梱包プロセスの最終段階は、field heat を取り除き保存性を高めるために行うアスパラガスの冷水冷却である。 

アスパラガスを等級分けするのが手作業であろうと自動であろうと原理は同じである。傷があるもの、曲がった

もの、害虫の被害を受けたものを取り除いた後、共通の長さにカットし、直径に応じて等級分けする。アスパラ

ガスの等級は、M（9～12 ミリメートル）、MM（12～15 ミリメートル）、L（15～21 ミリメートル）、LL（21～27 ミリメー

トル）となっている。 

一部の市場では、根元に白い部分のない完全に緑色のアスパラガスが求められるため、それらの市場向け

のアスパラガスは白い部分を取り除くため 2 回目のカットを行わなければならない場合がある。 

バラおよび結束されたアスパラガスは、輸出用に特別に設計された木製の箱に直立状態で梱包される。これ

らの箱は「ピラミッドボックス」と呼ばれ、アスパラガスの根元部分の直径が穂先よりも大きいため、底の方が広

がった形になっている。国内市場向けの商品はバラあるいは結束された状態でポリスチレンの長方形の箱ある

いはリサイクル可能なプラスチックのコアフルートの「ピラミッドボックス」に直接梱包される。 

一旦梱包されると、アスパラガスは field heat を取り除くため冷水で冷却され、すぐに冷蔵される。アスパラガ

スの発育を防いだり、品質や保存性が低下するのを防ぐためにクールチェーンの維持は不可欠である。輸出

されるパレットは冷蔵輸送でシドニー、メルボルン、ブリスベン空港に届けられる。 

 

2.3.3 地域の特定 

The Australian Asparagus Council（AAC）は、ビクトリア州のクー・ウィー・ラップ（Koo Wee Rup）およびダルモ

ア（Dalmore）地域の 46 のアスパラガス生産者で構成されるグループである。小さな町であるクー・ウィー・ラッ
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プはメルボルンの 65 キロメートル南東に位置し、豪州産アスパラガスの 93 パーセント超が生産される豪州の

主要なアスパラガス生産地である。 

生の豪州産アスパラガスは 9 月から 3 月に入手可能で、あらゆる料理に最適な春・夏野菜である。 

アスパラガスのような春の到来を示す野菜は他にはない。土壌中のクラウンから新芽の発生を促すために必

要な暖かさを春の日差しが、水分を春の雨が与えている。 

アスパラガスは十分な雨量がある暖かい環境で生長する。急な寒さによって収穫時期が遅れたり遅くなった

りするが、目安として、グリーンアスパラガスは 9 月初旬から 3 月まで入手可能で、ホワイトアスパラガスは 9 月

から 1 月まで入手可能、パープルアスパラガスは 10 月から 12 月中旬まで入手可能だが、供給量が限られて

いる。 

 

北部豪州では、西オーストラリア州キンバリー地域と北部準州キャサリン地域において、アスパラガスの試作

が進められている。これらは、ビクトリア州で生産される前の時期で、豪州が輸入している時期を狙った栽培と

して、主に国内向けを対象として進められている。 

 

図表 2-13 平均年間降水量のマップ上に北部豪州においてアスパラガスの試験的栽培が行われている地域

（西オーストラリア州キンバリー地区と、北部準州のキャサリン地域）を示した図 

 

出典 Bureau of Metorogoly, Australia Government 
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図表 2-14 最高気温（8 月～10 月）のマップ上に北部豪州においてアスパラガスの試験的栽培が行われてい

る地域（西オーストラリア州キンバリー地区と、北部準州のキャサリン地域）を示した図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Bureau of Metorogoly, Australia Government 

 

図表 2-15 最低気温（8 月～10 月）のマップ上に北部豪州においてアスパラガスの試験的栽培が行われてい

る地域（西オーストラリア州キンバリー地区と、北部準州のキャサリン地域）を示した図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Bureau of Metorogoly, Australia Government 
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2.4 バラマンディ 

2.4.1 豪州における漁業資源の状況 

「Fishery status reports 2015」では、21 箇所の漁場にわたる 92 種の水産資源について評価が行われてい

る。これは、連邦政府の代わりに Australian Fisheries Management Authority（AFMA）が単独で管理する 9 箇

所の漁場にわたる 65 種の水産資源と、その他の豪州の管轄地域あるいは他国と共同で管理されている 12 箇

所の漁場にわたる 27 種の水産資源について評価が行われた。豪州が単独で管理する水産資源および共同

で管理する水産資源について、別々に要約統計が提供されている。 

 

図表 2-16 豪州沿岸地域の水産資源確保の状況 

 

出典 Australian Fisheries Management Authority 

 

特に、クイーンズランド州から南オーストラリアに至る海域での漁獲が高いことが伺える。 

この調査により、次の図と合わせて、以下のことが整理されている。 

 Not subject to overfishing（現在乱獲にさらされていない）と分類される水産資源の数はわずかに減少し 77

種であった（2013 年は 78 種）が、Not overfished（バイオマスが biomass limit reference point を下回ってい

ない）と分類された水産資源の数は 66 種に増加した（2013 年は 65 種）。これらのうち 63 種の水産資源は、

Not subject to overfishing かつ Not overfished であった（2013 年は 61 種）。 

 Subject to overfishing（現在乱獲にさらされている）と分類される水産資源の数は 2 種（2013 年は 3 種）にわ

ずかに減少し、Overfished（バイオマスが biomass limit reference point を下回っている）と分類される水産

資源の数はわずかに増加し 12 種となった（2013 年は 11 種）。 

 漁獲死亡に関して不明と分類される水産資源の数はわずかに増加し 13 種となり（2013 年は 12 種）、バイ

オマスに関して不明と分類される水産資源は 14 種に減少した（2013 年は 17 種）。 
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図表 2-17 漁業資源のストックの状況（2014 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Australian Fisheries Management Authority 
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2.4.2 オーストラリアにおけるバラマンディ産業の概要 

今日バラマンディは、豪州本土の全ての州にわたる 100 箇所以上でさまざまな方法を用いて養殖が行われ

ている。 

 クイーンズランド州、西オーストラリア州、北部準州における淡水、河口域、海水を使用したケージや池 

 南オーストラリア州における温かい被圧地下水 

 南オーストラリア州、ビクトリア州、ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州における大型の屋内タンク 

 クイーンズランド州および北部準州におけるシーケージ 

 

北部豪州におけるバラマンディの捕獲漁業は地域や漁業時期が限られており、さらなる拡大が不可能である

ため、この美味で安全なシーフードの国内外の需要を満たすのに養殖バラマンディが注目されている。 

豪州の養殖バラマンディ産業は 1980 年代半ばに始まった。現在ではライセンスを保有する約 100 の養殖業

者で構成されている。 

バラマンディは、タスマニア州を除く豪州の全ての州において養殖されている。既存の養殖業者や同産業へ

の新規参入者がもたらす成長によって同産業が拡大を続けることを示す兆候が見られる。 

豪州産バラマンディは非常に多様な生産システムで養殖されている。生産量の大半はクイーンズランド州北

部および北部準州の屋外型淡水池によるものである。それ以外は、温泉水あるいは屋内型再循環システムを

使用した集約型養殖事業、あるいは河口海域のケージでの養殖によるものである。 

再循環システムを用いた事業は主にクイーンズランド州南東部や南部の州において行われている。大規模

なシーケージによる養殖事業は北部準州において確立され、西オーストラリア州のアーガイル湖（Lake Argyll）

において淡水ケージ養殖事業の拡大計画がある。通常は再循環システムをベースとする非常に小規模な事

業から、大規模な池あるいはケージ方式のシステムまで、生産単位のサイズには大きなばらつきがある。 

 

2.4.3 豪州持続可能養殖バラマンディ認証プログラム（The Australian Sustainably Farmed 

Barramundi Certification Program） 

豪州のバラマンディ養殖業者協会（The Australian Barramundi Farmers Association（ABFA））は、1993 年に

活動を開始して以来、豪州の養殖バラマンディ産業の発展と拡大に重要な役割を果たしてきた。 

豪州バラマンディ養殖業者協会（ABFA）の養殖業者が確実にベストプラクティスを達成できるようにするため、

広範な文献調査が行われ、またさまざまな他の魚類・エビ養殖事業の認定やサステナビリティ・プログラムで用

いられている基準/ベストプラクティスについて再調査がなされた。 

 

サステナビリティ・マネジメント（協会参加企業が遵守すべき事項） 

 各養殖場は持続可能性に取り組んでおり、それがスタッフ、ビジター、サプライヤー、顧客に伝達されてい

る。 

 各養殖場は地域の生態系内の持続可能性を達成するために開発、管理されている。 

 各養殖場は自然環境に与える潜在的な影響について監視を行っている。 

 養殖場は承認を受けた持続可能な場所に位置し、新規の養殖場については海洋植物の大規模な撹乱を

伴わないこと。 

 新規の養殖場および拡張については、環境効率やあらゆる放流水の水質が最大化されるように設計され

ている。 

 各養殖場は、環境リスクを最小限に抑え持続可能性を最大化するための戦略を含む、専用に開発された
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環境マネジメントのアプローチあるいは文書化された環境管理計画を有する。 

 養殖場は、環境コンプライアンスと持続可能性を達成し環境効率を最大化するための義務、優先順位、戦

略をスタッフが確実に理解するようにしている。 

 養殖場は地域の自然環境の重要な側面を明確にし、潜在的な影響について理解されている。 

 養殖場は具体的なリスクアセスメントを実施し、予測されるイベントに対応する緩和戦略およびコンティンジ

ェンシー・プランを作成している。 

 養殖場は持続可能性および環境効率の継続的な改善に努めている。 

  

サステナビリティ・パフォーマンス 

 養殖場の建設および改良工事については、撹乱を最小限に抑えている、あるいは土壌、浸食対策、排水

設備を再建している。 

 養殖場は、その環境効率を定期的に確認している。 

 放流水域およびあらゆる放流水の水質について理解し、潜在的な影響が最小限に抑えられている。 

 地下水および地表水からの水利用は、養殖場の設計および効率的な事業の制約の範囲内において最小

限に抑えられている。 

 養殖場の設計および効率的な事業の制約の範囲内において、可能な範囲での最高の環境効率を達成す

るため、エネルギーの使用が最小限に抑えられている。 

 浸食、沈降およびあらゆる酸性硫酸塩土壌が現地で管理されており、土砂の流出あるいは養殖場から発

生するダストが最小限に抑えられている。 

 養殖場の設計、効率的な事業、持続可能な廃棄物処理という制約の範囲内において、可能な範囲での環

境効率を達成するために廃棄物が最小限に抑えられている。 

 化学物質は、それらの（有害および有益な）影響が理解され、保管が安全で、余剰生産物および容器の廃

棄が環境に安全な場合にのみ、養殖場で使用される。 

 養殖場外の騒音や臭気による近隣や周辺のあらゆる自然環境への影響が最小限に抑えられている。 

 養殖場における保護された自然植生および養殖場外の自然植生が撹乱されておらず、養殖場内の雑草

は管理され、野生生物への影響が最小限に抑えられている。 

 生産量を最大化し、可能な範囲での最高の環境効率を達成し、排出される汚染物質を最小限に抑えるた

め、池の管理が行われている。 

 養殖場は、魚の健康を維持しバイオセキュリティ上のリスクを低減するため漁業資源の管理を行っている。 

 養殖場は、使用する飼料の持続可能性の側面について考慮している。 

 

製品の品質 

 養殖場は、全ての食品安全要件を満たす方法で魚を加工し市場に提供している。 

 魚は高品質で損傷がなく汚染されていない。 
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図表 2-18 豪州持続可能養殖バラマンディ認証プログラムで認証を受けた企業等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 豪州持続可能養殖バラマンディ認証プログラム 

 

2.4.4 オーストラリアで最も一般的なバラマンディの半分以上はアジアからの輸入 

バラマンディという名前はアボリジニーの言葉に由来している。国内で獲れた魚であると信じられていることも

あり、外食すると豪州人の大半が選ぶ魚である。 

しかし、豪州で消費されるバラマンディの半分以上はアジアからの輸入品で、多くの場合、輸入品を示すラ

ベルなしで販売されている。 

同国の水産業界は消費者がだまされていると考え、販売するバラマンディのソースを明らかにすることをレス

トランやフィッシュアンドチップス店に課す新たな規制を求めている。 

現在、魚屋やスーパーで販売される生の切り身は原産国表示が義務付けられているが、調理された魚に適

用されるルールが存在するのは北部準州だけである。 

スーパーマーケット大手、ウールワース（Woolworths）では、バラマンディは魚の売上トップ 3 に入っている。

同店では輸入魚を 17.99 ドル/キログラム（特価の場合は 13.99 ドル）、豪州産切り身を 33.99 ドル/キログラム

（31.99 ドル）で販売している。国産品の価格が 2 倍近く高いにもかかわらず、ウールワースの広報担当者によ

ると国産品の方が人気が高いとのこと。 

豪州シーフード共同研究センター（Australian Seafood Cooperative Research Centre）のために実施された全

国調査によると、バラマンディは、より広いシーフードカテゴリにおいてはエビに大きく後れを取っているものの、

レストランでの食事では最も人気のある魚であることがわかった。 
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豪州バラマンディ養殖業者協会（Australian Barramundi Farmers Association）の会長であるマーティ・フィリッ

プス氏（Marty Phillips）は、豪州では国内で年当たり 5,000 トンのバラマンディが養殖され、2,000 トンの天然魚

捕獲が行われているのに対し、10,000 トンの生・冷凍バラマンディが輸入されていると述べた。 

同氏はレストラン、ホテル、その他の販売店に対し、それらが販売する魚について透明性を高めるよう求めた。 

「人々はバラマンディという言葉を目にすると、豪州産の魚であると考えるのです。」彼は言う。「彼らがそれに

ついてもう一度考えるということはないのです。」 

「人々は輸入品を豪州産であると信じて購入しています。我々は調査を実施しました。バラマンディという言

葉を見れば豪州産だと思うのです。（国内生産量の）2 倍の量を輸入していると伝えると、彼らはショックを受け

ます。」 

その後の市場調査で、人々がフィッシュバーガーを望んでいてバラマンディを好意的にとらえていることがわ

かった。 

 

2.4.5 求められるオーストラリア産の表示の厳格化 

クイーンズランド州北部のあるバラマンディ養殖業者によると、アジアから輸入される魚をバラマンディとして

販売するのをやめさせるには、原産国表示が必要であるとしている。 

ボーエン（Bowen）近くのコーラル・コースト・バラマンディ養殖場（Coral Coast Barramundi Farm）のマネージ

ャーであるジャスティン・フォレスター（Justin Forrester）氏は、レストランやフィッシュアンドチップス店の顧客の

多くが彼らの魚が豪州産であると信じて通常よりも高い金額を払っていると考えている。「明らかにバラマンディ

はアボリジニーの言語に由来する名前であり、豪州を暗示しています。」フォレスター氏は言う。「調査によると、

豪州のバラマンディ総消費量の 60 パーセントが実際は海外からの輸入品です。」「よって、国内で消費される

バラマンディの約 3 分の 2 はどこか別の場所から来てきます。」フォレスター氏は、アジアでバラマンディはアジ

アンシーバス（Asian sea bass）と呼ばれているが豪州で販売される際には市場でバラマンディとして販売されて

いると言う。 

 

レストラン・ケータリング協会（Restaurant and Catering Association）は、国産海産品は、豪州産と表示されて

いるメニューアイテムについて、国産海産品のサプライチェーンが適切に構築されておらず、年間を通じてレス

トランの食卓に並べることが難しく、結局は、輸入品で代替しなければならず、結局、北部準州で導入された生

魚への原産国表示が義務付けについて、国産品の消費の増加に結びつくことものではない、と指摘している。 

 

これに対して、ノーザンテリトリー・シーフード・カウンシル（Northern Territory Seafood Council）の chairman

であるロブ・フィッシュ氏（Rob Fish）は意見を異にする。2 件の上院の調査によって、原産国表示の利点が明

確になり、国産魚の売上は増加し、国内のホテルはその機会を利用した、と彼は言う。「ホテル経営者とレストラ

ン経営者は私たちが現時点で有する主な障害です。」「彼らは、「国産」あるいは「輸入」とレストランのメニュー

に表示するのは大きなコストであると主張しています。それは私の中ではあまりつじつまが合わないのです。」

調査では、豪州人は豪州産食品が食べたいと考えていることを示し、豪州人は自国の産業を支援したいとの

結果を得ている。「人々が外出して豪州の産業から欲しいものを購入すれば、豪州の労働者を支援し、豪州の

発展を支援していることになります。よって本当に皆にとってプラスになるのです。」と彼は指摘している。 

 

  



 

36 

2.4.6 バラマンディの市場価格 

バラマンディはシーフード市場においてはよく知られており、市場が確立されている。養殖バラマンディは活

魚（400 グラム～800 グラム）、皿サイズの尾頭付き（300 グラム～500 グラム）、切り身、あるいはサイズの大きい

尾頭付き（2 キログラム）といった製品として販売されている。ニューサウスウェールズ州で生産されたバラマン

ディの大半は活魚あるいはチルドの尾頭付きとして販売されている。活魚については価格の上昇は容易に達

成されたが、この市場は地元あるいは他州からの製品によって急速に飽和状態となり、生産者はますます代替

品を探すことを余儀なくされるようになっている。 これまでニューサウスウェールズ州の製品では付加価値付け

や収穫後加工はほとんど行われていない。 

ニューサウスウェールズ州産バラマンディの平均出荷価格は過去数年間にわたって変動しており、一貫した

傾向は見られない。比較すると、シドニー魚市場（Sydney Fish Market）のフロア全体の国産養殖バラマンディ

の価格は下落傾向を示している。 

北部準州における大規模養殖場の開発やクイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州における生産の拡

大の結果、バラマンディの国内市場への供給は今後 10 年間で大幅に増加することが予想される。白身の切り

身、特にバラマンディに非常によく似ているが価格が安いナイルパーチの輸入の継続・拡大と同様に、アジア

からの低価格の輸入品もニューサウスウェールズ州の養殖業者の市場価格に影響を与える可能性がある。 

アジアに比べて豪州における魚の生産コストが高いことから、輸出市場の機会は限定される可能性がある。

養殖業者の一部はスーパーマーケットチェーン向けに切り身の供給を開始しているが、ニューサウスウェール

ズ州の養殖場は概してこの市場に参入するための十分な量をまだ有していない。結果として、大部分はレスト

ランや活魚業者に直接販売されている。 

 

図表 2-19 ウールワースにおけるバラマンディの価格（中央）（2016 年 5 月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 ウールワースホームページ 
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図表 2-20 コールスにおけるバラマンディの価格（台湾産）（2016 年 5 月時点） 

 

出典 コールスホームページ 

 

2.4.7 バラマンディの調理法 –基本的に加熱料理- 

現状で豪州におけるバラマンディは加熱料理として提供されることがほとんどである。 

 

図表 2-21 バラマンディの調理の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Australia Aquaculture, LLC ホームページ（http://www.thebetterfish.com/company/） 
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2.4.8 QLD 州におけるバラマンディの生産 

バラマンディ（Lates calcarifer）の養殖は、クイーンズランド州においては海産エビの養殖に次いで 2 番目に

大きい養殖活動である。 

バラマンディは、豪州全土においてさまざまな養殖システムを用いて養殖されている。クイーンズランド州の

天候は、池ベースで、皿サイズのバラマンディの生産を可能にしている一方で、1 箇所あるシーケージ（sea 

cage）による養殖場では、より大きなサイズの魚が生産されている。南部の州では再循環タンクベースのシステ

ムが使用されている。 

製品の大半は国内の卸売業者やスーパーマーケットチェーンに尾頭付きあるいは切り身として販売されてい

るが、輸出市場がより重要になりつつある。皿サイズ（400 グラム～800 グラム）が今なお売上の大部分を占めて

いるが、主要市場は大きなサイズ（2～3 キログラム）である。皿サイズのバラマンディは初年度に生産可能であ

る。バラマンディが 2～3 キログラムの重さに到達するには 2 年目の成長期間を必要とする。 

同産業では生産性と効率を改善し続けている。配合飼料のコストが増加しているにもかかわらず、生産コスト

は減少しつつある。他の養殖産業と同様に、生産コストを下げるにあたって規模の経済性は重要となっている。 

 

淡水池 

 淡水池におけるバラマンディ生産では通常、成長期間の前半でフローティングケージを使用する。ケージ

へは通路からアクセスし、個々のケージのサイズは 2 メートル x2 メートルから 6 メートル x12 メートルまでさ

まざまで、深さは 1.5～2 メートルである。 

 ほとんどの養殖業者は、バラマンディが捕食の影響を受けにくくなるサイズ（通常は 300 グラム以上）になる

とケージから開放することを選択し、その後は 2～3 キログラムになるまで池の中で放し飼いにする。 

 池のサイズは 0.2～1.5 ヘクタールで深さは 2～3 メートルである。池では通常パドルホイールやアスピレー

ターを使って機械的にエアレーションを行う。アンモニアを取り除き藻類の発生を抑制するために水の交換

を行う。 

 

シーケージ 

 シーケージ内での養殖はフローティングケージ内で行われ、淡水事業で使用されるものよりも一般的に大

きく強固である。 

 現在、クイーンズランド州において稼働中のシーケージ養殖場は 1 箇所あり、クイーンズランド州北部のヒン

チンブルック海峡（Hinchinbrook Channel）近くでバラマンディの養殖に成功している。 

 

再循環養殖システム 

 インテンシブ加温式屋内再循環養殖システム（RAS）はクイーンズランド州の南部地域において確立されて

いる。RAS の養殖業者のほとんどは、固形物除去装置と生物学的ろ過器に接続された 5～10 トンの一連の

生産タンクを使用する。RAS 事業は、その小型であるという性質や環境パラメータを制御できる能力から、

市場やその他インフラの近くに設立することができる。 

 これらのシステムでは、収容密度が高く技術が複雑であることに伴う水質の問題があることから、池ベース

のシステムよりも高いレベルの管理が必要である。多くの再循環システムにバイオフィルターが組み込まれ

ており、硝化と呼ばれるプロセスによって毒性産物（アンモニアおよび亜硝酸塩）を取り除く。利用可能な再

循環システムの設計には多くの種類がある。 
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水温 

 バラマンディは 20～30℃の水温を必要とする熱帯種である。商業用の成長速度には 25℃以上は必要であ

る。 

 温度の季節変動によって、クイーンズランド州北部でさえも冬期は屋外の魚の成長速度が急速に減退する。

クイーンズランド州南部では、年間を通じて水温が低いことから、これらの方法は不経済である。水温が

20℃を下回るとストレスに関連した死亡や病気のアウトブレイクがますます頻繁に起こるようになるが、水温

が 13℃を下回ると死亡が発生すると報告されている。 

 

稚魚（juveniles） 

 稚魚は初めに生後 3～4 年で雄として成熟し、生後 6～8 年で雌に変化する。養殖条件下では、その半分

の時間で成熟が起こる。 

 

産卵 

 雌は複数回の産卵が可能で、一般的にシーズン当たり 300 万～600 万個の卵を産む。性的に成熟した種

親は適切なホルモンの注射により産卵を誘発することが可能である。（養殖で使用されるホルモンのような

化学物質の多くは獣医のアドバイスや処方箋が必要であることに注意。使用前に確認すること。） 

 注射後 24～36 時間後に産卵する。卵や幼生（larvae）は受精や生存のために塩水を必要とする。幼生はタ

ンクを使用した飼育が可能だが、多くの場合、大規模な飼育池で育てられる。 

 

幼魚（fingerling）の生産 

 幼生（larvae）は 8～10 ミリメートルで変態し、その後は稚魚（fry）と呼ばれる。稚魚が約 18 ミリメートルになる

と人工餌での給餌が始まる。稚魚が 20 ミリメートル（生後 2～3 週間）を越えると一般的に幼魚（fingerling）と

呼ばれる。 

 定期的に等級分け（小さい幼魚の場合 7～10 日毎）しない限り、幼魚の共食いによってかなり大きな損失が

発生しうる。等級分けは通常 30～50 ミリメートルから、あるいはバッチに大きなサイズのばらつきが見られる

場合にはそれより早くから始め、幼魚が少なくとも 100 ミリメートルの体長になるまで続ける。 

 

収容密度 

 幼魚が 30～100 ミリメートルに達すると池あるいは再循環システムにおける商業飼育が始まる。水 1 立方メ

ートル当たり最大 15 キログラムの幼魚が収容される。 

 

給餌 

 幼魚が小さい間は 1 日当たり 5～6 回セミフローティングタイプのペレットが給餌される。成長するにつれて

1 日当たり 1～2 回まで減らす。ペレットのサイズは魚のサイズが大きくなるにつれて大きくする。養殖業者は

全ての給餌が終わるまでペレットを魚に与える。 

 魚が必要とする飼料の量は水温の低下と共に急速に減少する。27～29℃で摂取量が最大となり、20℃で

ほぼ 0 に減少する。最適な温度で適切に管理された場合、1.2:1 から 1.8:1 の飼料転換率（飼料消費量の

全乾燥重量当たりの生産された魚の総重量）が期待できる。 

 池における年間生産量はヘクタール当たり 30 トンに達することもあるが、多くの場合ヘクタール当たり 10～

15 トンである。 
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2.4.9 地域の特定 

オーストラリアにおける養殖事業の地域的な分布は次の通り。 

 

図表 2-22 オーストラリアにおける養殖事業の地域的な分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Parliament of Australia ホームページ 

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_committees?url=arff/fisheries/report/chapter4.htm 

 

バラマンディについては、これまでのまとめの通り、クイーンズランド州北部及び北部準州がその対象となる。 
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2.5 生産から小売りまでの流通網・販売の実用的な課題 

例えば、豪州大豆協会がまとめた、豪州における大豆事業に係る課題は次の通り。このとりまとめで、特に農

業・食品の流通に関わるインフラの課題は、大豆以外の作物全般に対する課題とも言える。 

 

図表 2-23 豪州大豆協会がまとめた豪州における大豆事業に係る課題 

作物栽培に関する知識不足 - 副作物としては、豪州の状況において大豆栽培に必要な知識は実際

のところかなり十分である。 

- しかしながら、国内作物の地域分布と、当該地域の大部分で大豆作付

けの制約となっている最近の干ばつによる影響が相まって、大豆栽培

に関する専門知識のレベルは低下している。 

- さらに、これにより、生産者が利用できる良好な大豆栽培に関する情報

源の量及び質は低下する。 

- また、このような作物栽培に関する専門知識不足により、新技術の取り

込みや有効性も制限されている。 

- 新規または経験の浅い生産者は、不十分または不正確な助言により、

大豆作物管理において良い結果が得られず、将来再び大豆を植える

ことを躊躇する可能性がある。 

- この例として、接種の効率的かつ効果的な利用及び乾燥剤の使用等

が挙げられる。 

- 新品種の発表及び農法の変化に伴って、最適な収量と品質を達成す

るのに必要な農作業及び作物管理も変化する。 

- 連邦政府及び州政府による農業研究支援が減少するにつれ、農業研

究のレベルも低下し、結果として、作物に関する知識不足が生じてい

る。 

適切な品種の利用可能性 - 大豆は感光性であり、成長には厳しい日長要件がある。 

- さらに、生産者は、大豆と他の夏作代替作物とを比較した場合、耐病性

を持ち、収量が改善された品種にも限界があると見ている。 

代替的な雑草管理オプショ
ン 

- 国内生産量が少ないため、主要化学薬品会社は、APVMA から雑草防

除化学薬品の認可を受けるために高い登録料を投じるのを躊躇してい

る。 

- この制約により、生産者にとっての雑草防除の選択肢は減少する。新

品種にスルホニル尿素耐性を持たせることは、この制約に対処するた

めに実行可能な選択肢と見られている。 

気候条件 - クイーンズランド州中央部及び北部における気候条件。通常の季節的

条件において、大豆の収穫はより湿潤な条件下で行われる。  

- この条件下では、穀粒品質が損なわれ、虫害が増大する可能性があ

る。  

- よって、多くの生産者は、大豆作物の収穫に至るまでリスク回避傾向に

ある。 
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輸出マーケティング能力 - 収穫高が少なく、年間生産量にばらつきがあるとともに、栽培地帯が広

範に分布しているため、輸出市場部門は小規模かつ断片的である。  

- 部門参加者の規模が小さいほど、大きな輸出市場へのアクセスは制限

される。  

- これは、Soy Australia の設立により一部対処されている。  

- 小口の輸出貨物をひとまとめにするため、個々の輸出マーケターが 

Soy Australia の旗の下に結集する機会がある。 

輸出超過の一貫性 - 業界が輸出市場で足場を固める能力は、国内生産の盛衰に大きく阻

害されている。  

- このような生産のクリティカルマスは、アジア市場へのアクセスを促進す

るのに不可欠である。  

- 潜在的な海外顧客は、品質と信頼性に関する信認を構築するために、

一貫した量の豪州産大豆を必要とする。 

輸出インフラの欠如 - これは、特にクイーンズランド州の北部大豆栽培地域における問題で

ある。 

取り扱い及び貯蔵インフラ
の欠如 

- これはクイーンズランド州北部に特有の問題である。 

- クイーンズランド州の中央及び北部地域には大規模な大豆貯蔵施設

が存在しない。  

- このことと、大豆を南部市場へ出荷するための運送費の上昇が相まっ

て、北部の生産者は作物の収穫に至るまでリスク回避傾向になってい

る。  

- 北部の作物の最大 90％は収穫されず、緑肥作物として使用される。  

- これは 2004/05 年にチルダーズ/アイシス（Childers/Isis）地域で着手さ

れ、当該地域において大豆の成長を促進する手段となっている。 

大豆食品に対するメディア
の姿勢 

- 近年、大豆食品に関しては比較的否定的な報道がなされている。  

- これは、豆乳のマーケティングに対抗するための酪農業界によるメディ

アキャンペーンにある程度応えたものであるが、大豆食品はベジタリア

ンや都市部の "ラテ（latte）"層にしか適していないという一般的特色も

ある。 

感光性及び日長適応性 - 大豆の感光性及び日長適応特性により、大豆品種の適応地域は制限

されている。  

- このことは、国内収穫高の少なさと相まって、潜在的な栽培地域全体に

おける適切な大豆品種の使用を制限している。  

- Soy Australia には、バダリム（Buderim）、バンダバーグ及びノーザンリ

バーズ地域（Northern Rivers regions）の生産者グループから、より幅広

く着実な作付け法の選択肢を持ち、日長要件に柔軟性のある品種がも

っと必要であるという意見が寄せられている。 

一貫性のない収穫高等 - 一貫性のない収穫高、必要とされる品種の地域性、業界が規定等級の

大豆を一貫した量提供する能力等の要因から、多くの国内大手大豆食
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品加工業者は輸入サプライチェーンという選択肢を迫られるようになっ

た。  

- 一部の大手豆乳加工業者は、（i）要求生産量を満たすため、及び（ii）

品種間の風味のばらつきを最小限に抑えるために必要な大豆を十分

な量購入することができない。その結果、豆乳生産のために未確定量

の大豆タンパク質分離物が豪州に輸入される。 

出典 SOYBEANS in the AUSTRALIAN and GLOBAL MARKET 2011/SOY AUSTRALIA LTD 

 

なお、これらの課題に対する業界としての対応としては次のようなものが示されている。 

 

図表 2-24 課題に対する業界としての対応計画 

品種開発 - 大豆産業が、大豆を高価値の料理市場に参入させ、対象地域におい

て競争力のある作物オプションにするつもりであれば、農業・市場特性

を備えた品種を継続的に改良していく必要がある。  

- GRDC が委託したコルトン・レビュー（Colton Review）では、豪州に独自

の育種プログラムが必要か、または世界的な大豆への投資を活用し

て、評価プログラムを実行するのみでよいかという問題が扱われた。  

- 業界が依然として強く支持しているこのレビューでは、環境差や農業・

品質形質の目標があることから、業界の成功には豪州の育種プログラ

ムが必要であることが明確になった。 

農業支援 - AOF 大豆栽培プログラム（AOF Soybean Agronomy program）や緑豆及

びヒマワリといったその他の関連する訓練プログラムなどのような認定訓

練プログラムの開発を通じて、農業及び作物管理スキルのための知識

ベースの向上を図る。  

- さらに、Soy Australia の設立により、知識共有及び専門知識を促進す

る国内の大豆アドバイザーのネットワークを拡大している。  

- また、農業知識とスキルの向上を促進するための情報ポータルとして、

AOF 農業センター（AOF Agronomy Centre）、Soy Australia 及び提案

されている「ベター・ブレイク・クロップ（Better Break Crop）」の知識バン

クなどのようなウェブベースの知識蓄積バンクを継続的に開発する。 

総合的な農業生産性 - 多くの地域、特にニューサウスウェールズ州北部とクイーンズランド州の

沿岸のサトウキビ地域では、大豆が間作作物として非常に適していると

いうことが実証されている。  

- これらの栽培状況において、大豆はその後のサトウキビ栽培における

収量増加（常に 20％、出典：Sugarcane Yield Decline Venture Project）

と総合的な農業粗利益の 10％増をもたらすとしてよく知られている。  

- この概念を他の栽培領域でさらに発展させる機会はあるが、これらの利

益は、収穫まで栽培を継続することによって一層高めることができるとい

うことをあわせて伝えなくてはならない。  
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- ベター・ブレイク・クロップ（Better Break Crop）プロジェクトには、マイル

ストーンの一つとして TFP が含まれている。 

投資利益率 - 大豆がもたらす高い投資利益率を強調するのに都合の良い状況があ

る。  

- 特に、夏作物生産において一般的に最も限定的な資源要因である水

の場合がそうである。1,000ML の水が利用できると仮定した場合、以下

の作物オプションを比較することができる。 

 
綿 

トウモロコ
シ 

大 豆 ヒマワリ ソルガム 

栽培面積 138 140 167 256 263 
経 費 420,925 222612 175467 219878 335618 

平均収量 10.5 10.0 3.5 2.5 8.0 
利益（$） 731,909 419580 408333 471154 473584 
粗利益 310,983 196968 232867 219878 106487 

ROI 1.8 1.6 2.5 2.1 1.3 
 

- 上記の結果から、綿、トウモロコシ及びヒマワリのリスクリワードレシオ

（ROI）にはほとんど差がないことがわかる。しかしながら、限定的な作物

資源として水を使用する場合、大豆の ROI が最も高い。 

市場情報 - 業界は、高品質な大豆製品の需要拡大に焦点を当て、消費パターン

の追跡及び理解を継続的に深める必要がある。  

市場動向 - 研究者及び育種家が市場動向を特定し、それに基づいて行動できるよ

う、業界は、研究活動の運営に積極的に関与するとともに、彼らとの密

接な関係を構築する必要がある。 

マーケット・ブランディング - 商業プレーヤーは市場の発展を推進すると思われるが、これは、豪州

製品の差別化と、生産者及びバリューチェーンの価値創出を目指す高

品質な豪州産食用大豆のための国家ブランディング戦略の範囲内で

実施されなければならない。 

インフラ - 付加価値付け、加工設備及びマーケティング活動への賢明な投資は、

市場機会を後押しすると思われる。バリューチェーンは、業界と研究

者・育種家との緊密な関係の構築とより一体化したものになる。 

輸出市場 - 豪州産食用大豆に対する日本や他のアジア諸国からの需要が高まっ

ている。 

- 豪州産大豆は高級品として位置づけられており、さらなる成長に向けた

明るい展望がある。  

- 成長は、健康、食及び身体的、精神的、社会的に良好な状態

（wellbeing）の融合と、機能性食品の開発によって推進される。輸出市

場で継続的に成功を収めるには、安定した供給、市場と大豆製品に関

する理解、バリューチェーン内における緊密な関係の構築が必要であ

る。 

- アジアにおける好機は、食品安全記録、非遺伝子組み換え、同一性保

持、季節性、品質など、豪州産豆の価値に基づくものである。世界各地
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で遺伝子組み換えが拡大しているため、豪州に対して食用市場が開か

れた。 

食用市場 - 食用大豆に対する需要は、より健康的な食品が好まれる傾向があり、

大豆の健康上の利益に対する認識が高まる欧米市場の成長によって

も支えられている。これによって、大豆は食品及び原料として主流市場

に参入し、付加価値の高い特殊油及び健康製品の市場も拡大してい

る。 

新規市場 - 現在、豪州に輸入されている食用大豆食品は数多くある。  

- これには、中国産の冷凍「枝豆」、納豆、醤油、キャンドル用の大豆ワッ

クス、食品加工用の大豆レシチン、大豆もやしなどが含まれている。こ

れらの市場の一部が開拓され、豪州のサプライチェーンを確立する機

会が模索される可能性がある。 

革新的な市場 - 大豆本来の栄養特性に加え、現代の食品加工技術を用いて、様々な

健康・美容市場の機会に利用できるよう、大豆の栄養素及び機能性成

分にさらなる改良を加えることができる。これには、大豆タンパク質分離

物及び濃縮物、イソフラボン、栄養補助食品、医薬品、化粧品などが含

まれる。 

水産養殖 - この成長を維持するためには、減少する魚粉在庫の代わりに、水産養

殖飼料に含める適切かつ持続可能な良質のタンパク質源が必要であ

る。 

- 大豆タンパク質は、必要とされる魚粉の少なくとも 50％を代替でき、飼

料配合及びダイズの栄養組成がさらに進歩すれば、この取替価値はさ

らに高まる可能性がある。 

産 業 - 大豆油は、バイオディーゼル製造向けの優れたメチルエステル源として

認識されている。 

輸入ミール - 主に家禽及び豚などの集約的な畜産業は、アルゼンチン、ブラジル及

び米国から年間 60 万～80 万トンの大豆ミールを輸入している。  

- この輸入ミールは、大豆 90 万トンに相当する。  

- この輸入ミールの代替は現在のところ、業界の目標ではないが、食用

市場において料理用等級大豆の国内生産量が増加しており、粉砕産

業のセーフティーネットは等級基準を満たさないそれらの大豆に引き続

き利用できる。 

健康・機能性食品 - 世界的な健康動向は、発展途上国、特に中国やインド、さらには東南

アジアやラテンアメリカの地域等における食生活の欧米化とともに、先

進国における高齢化の影響を強く受けている。  

- このような健康動向において、肥満、糖尿病、循環器疾患及び癌の発

症率が上昇している。  

- 消費者も、これらの健康問題を「セルフコントロール」及び管理するため

の方法として、健康的な食習慣をより意識するようになってきており、健
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康志向が高まっている。消費者はますます、各々の健康状態の治療ま

たは管理に役立ち、快適な暮らしを促進するだろうと思う食品を選択す

るようになる。このカテゴリーに含まれる食品には、果物、野菜、ナッツ、

全粒穀類及び豆類などがある。大豆は、持続可能な良質のタンパク質

源として世界的に良く知られており、多くの健康障害を改善することも

裏付けられている。 

- これらの市場機会は全体的に極めて大きいが、Soy Australia は、豪州

にとって達成可能かつ収益性の高い一定の生産水準は、20 万トン／

年になると考えており、これによって、国内市場へ容易に 10 万トンを提

供できるとともに、東南アジア及びオセアニアの輸出市場へのアクセス

を確保するために一貫して 10 万トンを提供できる可能性がある。 

 

豪州における農産品の生産から流通までの課題については、これまでの大豆を対象とした整理で網羅され

ているが、アスパラガスの課題として、収穫に係る季節労働者の雇用がある。 
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図表 2-25 アスパラガス業界は労働力を季節労働者プログラム（Seasonal Worker Programme）に依存 

アスパラガス業界は労働力を季節労働者プログラム（Seasonal Worker Programme）に依存 

 

豪州人の多くは、果物、野菜、ナッツの農場で体力的に厳
しい単純労働をして長時間働きたいとは思わない。 

そのために連邦政府は、太平洋諸島の人々が作物の収穫
のために豪州に来ることを可能にする季節労働者プログラム
の拡大を検討している。 

メルボルン市の東の郊外に位置する豪州最大のアスパラ
ガス生産地域である Kooweerup 周辺は、同プログラムの一
環で今季に来豪した約 300 人の外国人労働者の受け皿とな
っている。バヌアツのアンブリム島（the island of Ambrym）か
ら来たGilbert Wanmelby氏は、多くの夜を平坦なKooweerup
の農場でアスパラガスの収穫をして過ごした。 

「私たちがバヌアツにいれば３ヶ月間収入がありませんから、豪州に来ます。豪州に３ヶ月いればバヌアツにい
るよりも多く稼ぐことができます」Wanmelby 氏は言った。 

「（バヌアツで）2～3 年働くよりも多くの額を稼ぐことができます。たくさん働けば多くのお金を稼ぐことができま
す。」 

仕事は夜中の 12 時頃に始まり、Wanmelby 氏はバヌアツ出身者からなる 18 人のチームで畝を往復し、
Momack Produce 社の収穫を手伝っている。 

黒土から出てきた若茎が見えるようにヘッドトーチを着用し、アスパラガスの若茎をカットする鋭い刃を備えた
収穫具を持ち歩く。 

アスパラガスは涼しい夜間に収穫されるが、これは作物にとって好条件であり、労働者は午後の暑さの中で農
場に立つことを回避できる。 

これら 18 人の労働者は季節労働者プログラムの一環で豪州に滞在している。彼らが働くこの農場では今季は
バヌアツから 70 人のスタッフを調達した。 

Momack Produce 社の輸出担当マネージャーで Australian Asparagus Council の会長（president）でもある
James Terry 氏は、このプログラムがなければ作物の多くは市場に出回らないであろう、と言う。 

「朝が早く、非常に成長の早い作物を収穫するこの仕事は困難で面倒です。」と Terry 氏は言う。 
「今年はとても暑かったため、豊作で生産量が非常に多かったのです。」 
労働者は豪州への渡航関連費用のうち約 500 ドルを払い、彼らを雇用する農家が残りの費用を負担する。 
農家はまた、労働者に宿泊施設を提供しなければならない。 
 
労働者は予定より早くバヌアツに帰国 
Kooweerup 周辺のアスパラガス産業は、季節労働者プログラムの最大の利用者の一つである。 
James Terry 氏によると、海外からの労働者が重要な労働力を提供する一方、今年のシーズンは問題がなか

ったわけではなく、36 人のスタッフが契約完了を見届けることなく予定よりも早く帰国した。 
「労働者が豪州に来た時、私たちは letter of offer と労働契約書を彼らに提供しましたが、私の見解では、

letter に書かれていた内容と彼らがバヌアツでリクルーターから受けた説明の間に少し解釈の違いがあったよう
です。」と Terry 氏は言う。 

「豪州での彼らの労働要件と労働倫理、おそらく彼らには手元の仕事をこなしていく献身とモチベーションが
なかったのです。」 

「アスパラガス作物を失わないよう万全を期するために土地を耕さなければならなったことが幾度かありまし
た。」 

「私が言う「失う」とは、アスパラガスが茎葉を生成してしまいその年はもう収穫できなくなってしまうことを意味し
ます。」 

「私たちはかなりの収量を失いました。」 
「私たちが彼らに帰国を強制したことは一度もありませんでした。豪州を去ったのは彼ら自身の決断です。私

たちは、一部の人々あるいは残りたいと思っている人に対し、私たちの農場に残るのであれば歓迎します、と残
ることを勧めました。」 

「私たちが労働者を募集した企業は 3 つありますから、正確なドルで数値化するのは非常に困難です。ある企
業に代わって具体的に話すことができますが、私たちは 20 万ドルに達するくらいの金額を労働者のための宿泊
施設に費やしました。そして失った生産額は約 5 万ドルでしょう。 

ABC Rural は、予定よりも早く帰国した労働者たちが同農場での勤務中に悪態をつかれたことに言及したと
聞いている。 

契約を早く終えたため、Momack Produce 社は航空運賃のいくらかを埋め合わせるために最終給与から天引
きを行った。天引きは通常、14 週間の契約期間にわたって行われる。 

Terry 氏によると、天引き額は通常、週当たり 246 ドルに相当する。 
「天引き額については、豪州に来る労働者を採用する前に letter of offer において明確に示されています。」 
「私たちは家賃、交通費、ビザ、500 ドルの航空運賃負担額、民間の健康保険を天引きしますが、それらの天

引き額は毎週の給与から引かれます。」 
「労働者が予定より早く帰国した際に 2 つのグループが去りましたが、豪州を去った時期によって異なってい

ました。」 
 
「一つ目のグループは 5 週間豪州に滞在し、私たちは天引

写真：ビクトリア州 Kooweerup にてアスパラガスを
収穫するバヌアツからの季節労働者プログラム参加

者（Laura Poole） 
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き分を 14 週間の期間にわたって払っていました。Momack 
Produce 社には航空運賃とビザの回収できていない 9 週間
分の天引き額がありましたが、労働者が帰国を望んでいる状
況で私たちはそれを諦めました。」 

「彼らは収入を失い、私たちはその時期の作物を失いまし
たから、私の目から見れば、まさに双方にとって不利な状況
でした。」 

「帰国したもう一つのグループは、pay week の終わりに去り
ました。私たちはそれらの天引きの取り扱い方法について
Fair Work と話し合い、彼らが自発的に辞めることを選んだこ
とから天引き額の一部を最終給与から回収することができま
した。」  

Terry 氏は、従業員に対して粗野な言葉遣いをしたことはないと言う。 
「各グループ内に作業監督者がいますが、発言した、あるいは発現していない内容について私がコメントする

ことはできません。」と彼は言う。 
「生産者の視点から見て多くの不満があったことと、私たちが良い作物を収穫するために 1 年を通じて努力し

ていることをコメントしておきます。」 
「農場で目の前に収穫されることのない美しいアスパラガスを見る時、ある程度のフラストレーションがあり、生

産者としてはそれを受け入れるのは難しいのです。」 
 
Fair Work Ombudsman によると、彼らは調査を行っていない 
Department of Employment は ABC Rural の取材を拒否したが、広報担当者は声明において、ビクトリア州の

バヌアツから来ていた季節労働者グループが早期帰国したことに関連する申し立てが行われていることを同省
は認識しており、その問題について現在調査中であると述べた。 

 
ところが Fair Work Ombudsman の広報担当者は彼らは調査を行っていないと言う。 
「季節労働者プログラムでは、Fair Work Ombudsman は、新規季節労働者が就労を開始するため豪州に到

着する際には説明会を開き、workplace laws の順守についてアドバイスをすることで雇用者を支援し、必要に応
じて農場の訪問調査を行っている。」と声明で述べられている。 

「Fair Work の視察官は、過去 12 ヶ月間、これらの目的で Kooweerup の Momack Produce 社を訪問したが、
視察官は workplace laws の不順守の主張を立証する証拠を見つけたことがなく、現在はこの雇用者に関連す
る法律不順守の主張については何も調査を行っていません。」 

季節労働者プログラムで労働者を雇用すると費用と複雑さがもたらされる。 
多くの場合この仕事はきついため、豪州人労働者にこの仕事に就いてもらうのは難しい。 
休日は天候に関連しており、数週間ずれる可能性もある。 
仕事はきついがこのプログラムにはそれだけの価値がある、とバヌアツ人労働者の Gilbert Wanmelby 氏は言

う。 
「1 週目と 2 週目はきついですが、今はましです。」 
「今年バヌアツでは、サイクロン・パム（Cyclone Pam）によって私の国や家は被害を受けました。だから私たち

はここに来ました。働くために。家族を養うためにいくらかのお金を私たちの国に持ち帰るために。」  
Kooweerup のアスパラガス農場経営者である James Terry 氏は、季節労働者プログラムは彼らの事業に欠か

せない存在だが、労働者が契約を満了しないという状況を避けるためには、バヌアツのリクルーターと豪州の農
場経営者とのコミュニケーションが明瞭である必要がある。 

「当然、採用企業である私たちとしても多額の費用がかかりますし、アスパラガスが収穫されませんから、私た
ちは採用する企業としてこのようなことが二度と起きてほしくはありません。」 

「私たちは業界にとってこれは非常に良いことだと信じています。季節労働者プログラムが実施されなかったら
収穫されない土地はさらに増えるでしょう。」 

季節労働者プログラムは現在、上院調査（Senate Inquiry）の対象となっている。 

出典 ABC ホームページ 

http://www.abc.net.au/news/2015-11-20/seasonal-worker-programme-tension-asparagus-kooweerup/6957136 

 

なお、流通網として、北部準州で生産される農産物等の豪州国内輸送は、鉄道貨物で一旦アデレードに輸

送し、その後、トラック等でブリスベン、シドニー、メルボルン等に輸送されるケースと、タウンズビルまでトラック

で輸送し、そこから、トラックもしくは国内船舶でブリスベン等の主要都市に運搬されるケースを想定する。 

アセアン地域への輸送は、ダーウィン空港からの輸送と、タウンズビル港までトラックで輸送した後、船舶でア

セアンに輸出される場合、ケアンズ空港までトラックで輸送され、空輸させる場合がある。 

写真：ビクトリア州 Kooweerup の農場でカットしたば
かりのアスパラガス（Laura Poole） 
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図表 2-26 主要都市への距離が長い北部豪州からの流通網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 NRI 

 

このように主要都市への距離の長さもあるが、さらに次の 3 つの図で見られるように、食品が対応する倉庫の

分布が粗く、サプライチェーンを形成していない、との指摘もある。 

 

基本的な課題として、都市間（生産地と消費地及び、消費地間）の距離が長いことから長い経路の物流網が

必要となり、一方で人口密度が粗であることから、様々な温度帯に対応した物流を可能とするシステムの導入

は、経済性が伴わないことから、結果としてコールドチェーンの敷設が進んでいない点が上げられる。 

 

  

鉄道貨車でアデレードへ
3,000km

トラックでブリスベンへ
2,000km

トラックでシドニーへ
1,300km

トラックでメルボルンへ
750km

トラックでタウンズビルへ
2,500km

飛行機でアセアン地域へ

飛行機でアセアン地域へ

船舶でアセアン地域へ
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図表 2-27 クイーンズランド州の食品に対応した倉庫の分布状況（郵便番号毎） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Food Australia Map / Institute for Supply Chain and Logistics, Vicrotia University 
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図表 2-28 北部準州の食品に対応した倉庫の分布状況（郵便番号毎） 

（広い分布に見えるが郵便番号が同一のため、実際にはダーウィン港に敷設された倉庫のみとなる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Food Australia Map / Institute for Supply Chain and Logistics, Vicrotia University 
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図表 2-29 西オーストラリア州の食品に対応した倉庫の分布状況（郵便番号毎） 

（北部準州と同様、郵便番号が同一のため、実際より広くエリアに分布しているように見える） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 Food Australia Map / Institute for Supply Chain and Logistics, Vicrotia University 
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2.6 計画と日本式の生産方法・加工や鮮度保持技術等の適用に関する高付加価値化等の可能

性の整理 

2.6.1 大豆 

大豆については、2017 年 1 月現在、CSIRO が北部クイーンズランド州において、Hayman 種の栽培に関する

トライアルを進めており、Hayman 種の日本の取引先候補である企業との意見交換からも、高い可能性で栽培

が出来るとの意見を頂いていることから、これらの情報に基づく計画の策定を行った。 

 

①日本の参加による高付加価値化の検討と販売・マーケティング戦略 

大豆は、世界的に広がりつつあるセリアック病（小麦・大麦・ライ麦などに含まれるタンパク質の一種であるグ

ルテンに対する免疫反応が引き金になって起こる自己免疫疾患）患者（潜在を含む）用グルテンフリー食品と、

完全菜食主義者用食品で重要な食材である。 

グルテンフリーパスタや、大豆ミート等の製造に長けた日本の食品加工技術は、大豆の高付加価値化に寄

与する。 

 

図表 2-30 製品の例：不二製油（株）の粒状大豆たん白（ビーフ・ポーク・チキンなど肉に近い食感に仕上げ

た組織状の大豆たん白） 

 

 

 

 

 

 

 

出典 不二製油（株）ホームページ http://www.fujioil.co.jp/fujioil/product/soy_index2.html 

 

図表 2-31 製品の例：（株）大潟村あきたこまち生産者協会のグルテンフリーパスタ 

 

 

 

 

 

 

 

出典 （株）大潟村あきたこまち生産者協会ホームページ 

http://akitakomachi.shop12.makeshop.jp/shopdetail/000000000443/ 

 

これらを踏まえると、次のようなマーケティング戦略の案が検討された。 

  

javascript:imageview('000000000443.jpg')


 

54 

図表 2-32 大豆のマーケティング戦略の例 

『小麦が主食の地域で認められ、中国等の後発が追えない強固なブランドづくり』 

- セリアック病（グルテン不耐性）等が起因となり求められているグルテンフリー食材は、小麦が主食であるオ

ーストラリアでも高い関心を集めている食材であり、早期の上市が求められる。 

- オーストラリアのパスタ・ヌードル市場は年間 12 億ドル（約 1,000 億円）と言われており（月一人 3 万円程度）

市場の 1 割を狙って 100 億円/年の規模がある。 

- オーストラリアは英国連邦であり、英国連邦全体への普及を考えると、巨大なマーケットとなる。 

- 一方で、上市に向けて以下の事項をクリアすることが重要となる。 

 小麦が主食の地域で受け入れられるための味覚、触感、風味等を備えること 

 中国等が必ず参入してくる市場であり、差別化が徹底されたブランド力を備えること 

- これらを踏まえ、次のような戦略を検討する。 

 豪州では、医療ツーリズムでオーストラリア国内のみならず海外からの集客に成功した病院がある（例

えば、王立子供病院（The Royal Children‘s Hospital Melbourne：http://www.rch.org.au/home/））。こ

の病院との共同開発及び病院食としての提供を進め、医療級（MEDICAL GRADE）として地位固めを

行う。 

 随行者（主に両親）向けホテルが併設されていることから、病院食のみならず、一般向けとしても提供を

進める。 

 同病院との共同開発は、世界中の患者とその随行者をテストマーケティングの対象とすることができ、

様々な消費者に向けた様々で魅力ある商品群の開発を可能とする。 

- 共同研究のイメージは次の通り。 

 病院内に栄養士と調理師、食材調達担当から構成されるグルテンフリー食材検討チームを発足して

き、日本から商品企画担当が参加する。 

 当初は、日本からグルテンフリー食材を持ち込み、現地検討チームによる栄養分や味覚、触感、風味

等をテストして頂き、病院食と併設ホテルでの一般食双方での改良点を日本の商品企画担当を交え、

現地にて意見交換を重ねる。 

 意見交換を踏まえ、日本の商品企画担当が日本にて商品の改良を行う。この行程を 3 ヶ月程度繰り返

し、改良された食材の患者及び一般への提供を開始する。 

 食材の提供を 3 ヶ月程度実施し、その結果を再度、検討チームに諮り、改良点を明確化する。 

 2 ヶ月程度で改良、販売戦略の立案、販売ルートの確保を進め、上市準備を整える。 
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②北部豪州における大豆を用いた事業のサプライチェーン 

豪州の大豆栽培研究者及び日本の取引先候補とのヒアリングを通じて、次のサプライチェーンの構築を計画

した。 

 

図表 2-33 計画したサプライチェーン（当初の現実的な姿として検討） 

 

 

 

 

 

本事業では、既存農場を活用した大豆栽培と日本への輸出、日本の既存工場での加工製品の製造、豪州

等マーケットへの輸出となることから、追加的なインフラの整備は必要とされない。 

 

③大豆生産で想定している地域 

北部クイーンズランド州には、広大なさとうきび農場が散在しており、連作障害を回避する目的で、米や大豆

などをローテション・クロップとする動きが見られている。 

また、CSIRO が進める大豆研究の対象地域が北部クイーンズランド州であり、本計画における対象地域をこ

のエリアとする。 

 

図表 2-34 大豆生産で想定している地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 CSIRO 

 

  

北部クイーンズラン
ド州にて Hayman

種を栽培（栽培は豪
州農家が実施） 

ブリスベン港等から
のコンテナ輸出（当
初は、量的に少ない
ことから） 

日本での加工（将来
は、豪州やアジアで
の加工を模索） 

当初のマーケットは
豪州が対象（結果を
踏まえシンガポール
等を対象に） 
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④事業性に係る考え方（品質、生産性、原価、物流、価格） 

本計画で対象としている Hayman 種の品質は次の通り。 

 

図表 2-35 本計画で対象としている Hayman 種の品質 

- Hayman 種は、無色の臍（へそ）を持つ大きな種子を有し、乾物ベースで 43％を上回るタンパク質を容

易に生成する。これらの特性により、生産者にとっては、より価値の高い食用市場及び粉砕市場を含

め、市場オプションの幅が広がる。 

- Hayman 種は、豆腐加工業者に高く評価される 11sA4 タンパク質ヌル（Bunya 種と同様）を有する。 

バイオマス及び穀物生産試験データ 

NSW DPI Grafton による 3 回のフィールド反復試験からのデータ 

 単 位 Hayman 種 A6785 

草 高 ｃｍ 124 103.6 

バイオマス（鞘が中程度充実したシュ

ートバイオマス） 
トン（乾物）/ヘクタール 11 8.7 

倒 伏 スコア 1～5 1.5 2.5 

べと病 スコア 1～5 1 2.2 

開花（F50 までの日数） 植え付け後の日数 57 51 

成熟度（P95 までの日数） 植え付け後の日数 136 120 

穀物収量 トン/ヘクタール（水分 12%時） 4.4 4.3 

穀粒タンパク質 %（乾物） 45.5 41.6 

種子サイズ グラム/種子 100 個（水分 12%時） 24.6 15 

穀粒タンパク質 %（乾物） 45.5 41.6 

臍の色  無 色 茶 色 

 

飼料価値分析 NSW DPI Feed Quality Laboratory, Wagga Wagga 

飼料価値 単 位 Hayman 種 A6785 

中性デタージェント繊維 % 34 36 

酸性デタージェント繊維 % 23 24 

粗タンパク質 % 27 27 

無機灰分 % 12 12 

有機物 % 88 88 

DMD（乾物消化率） % 67 67 

DOMD（乾物中可消化有機物） % 63 63 

代謝エネルギー MJ/kg 乾物 10 10 
 

出典 CSIRO 

 

本計画で対象としている Hayman 種の生産性は次の通り。 
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図表 2-36 本計画で対象としている Hayman 種の生産性 

- 数シーズンにわたる試験において、Hayman 種は、既存の他の大豆品種に比べ、一貫して良い結果を

出している。クイーンズランド州において、Hayman 種は、優れた耐病性及び耐倒状性により、Bunya 種

及び Soya 791 種に代わって高い収量をもたらす。 

品 種 
臍
の
色 

収量 
トン/ヘク

タール

（水分

12%時）

2007～

2013 年 

タンパク
質 

%（乾物ベ

ース） 

2007～

2013 年 

種子サ
イズ 

1kg 当た

りの種子

数 

マ
ン
ガ
ン
耐
性 

疫病菌による根腐れ 
品種抵抗性 う

ど
ん
粉
病 

耐候性 
2007～2013 年 
天候の影響を受

けていない穀粒

（%） 
1 4 15 25 

Hayman 
無色 4.2 44.4 4,150 高 Y Y Y Y R 82 

A6785 
茶色 4.0 39.4 6,660 低 Y Y Y Y R 83 

Soya 791 黄褐
色 

4.2 41.6 5,260 低 Y Y N Y S 54 

Bunya
（2006） 

無色 4.2 40.7 4,000 中 Y Y Y Y S 72 
 

出典 CSIRO 

 

原価については、ニューサウスウェールズ州第一次産業省がまとめた大豆生産に係る計算書に基づき、以

下のように算出された。なお、計算書は一般には公開されていない。 

 

図表 2-37 大豆生産に係る計算（オリジナルの計算は小数点 3 以下の数字も使用されており、合計値が異なる） 

収 入 1.5 t/ha × $475.00 /t ＝ $712.50 /ha 

費 用  $392.36 /ha 

 播 種 $48.57 /ha   

 肥料散布 $50.50 /ha   

 除 草 $100.62 /ha   

 殺 虫 $78.24 /ha   

 収 穫 $76.24 /ha   

 税及び保険 $38.19 /ha   

利益（グロス） $320.14 /ha 

播種： 乾燥地の大豆（dryland soybeans）は栽培にリスクが伴う作物である可能性がある。 

肥料： 肥料の必要量は圃場記録（paddock records）と土壌試験に基づいていなければならない。 

昆虫： green vegetable bug やキンウワバ属（heliothis）がいないかどうか注意深く監視する。この例では、green vegetable bug の

制御のためにデルタメトリン（deltamethrin）が使用されている。 

雑草： 広葉雑草の生えていない圃場を選択する。除草剤耐性の可能性を減少させるため、除草剤群や管理技術は交代で利

用する。残っている雑草は、結実が可能となる前に確実に制御する。パラコート（praquat） + ジクワット（diquat）は、除草

剤耐性管理のための double-knock として含まれている。 

保険： 地方政府の地域および郵便番号によって異なるため、保険会社に確認すること。 

収穫： 開花期の時点で子実の収量見込みが乏しい作物は、高品質の乾草に変えることも可能である。 

必要労働量：労働量はこの予算で見積もられていない。人件費が時間当たり 21.70 ドルの場合、人件費総額は 17.63 ドルで、粗

利はヘクタール当たり 302 ドルに減少する。 

機械： 173-180 HP のトラクターを使用することとしており、機械設備費には燃料、油、フィルター、タイヤ、バッテリー、修理を含

み、但し、間接費についても加算しなければならない場合がある。 

出典 ニューサウスウェールズ州政府資料から NRI 作成 
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豪州では、一般的に大豆は加工用として商業ベースの破砕業者に販売されている。主要大豆破砕業者に

は、Cargill GrainCorp Oils 社、Riverina Oils & BioEnergy 社、Cootamundra Oilseeds 社が含まれる。Cargill 社

は 3 つの破砕工場（ニューカッスル、ナラブライ（Narrabri）、フッツクレー（Footscray））を有し、家畜飼料用の大

豆ミールや、マーガリン、サラダドレッシング、フライ油用の大豆油を生産している。 

Vitasoy 社といった大豆食品メーカーも豪州の大豆を購入しており、大豆をその他原料と共に豆乳、豆腐、そ

の他の大豆ベースの製品に加工している。 

参考とされる価格については、次がある。 

 

図表 2-38 オーストラリアにおける大豆の国内価格の推移と予測 

 

出典 Appendix 4.1: Northern Australia food and fibre supply chains – commodity market analysis / Australian 

Government, Department of Agriculture / August 2014 

 

ア セ ア ン 地 域 に お け る 大 豆 の 価 格 等 に つ い て は 次 の 通 り で あ り 、 ASEAN FOOD SECURITY 

INFORMATION SYSTEM (AFSIS)が調査・公表している。 
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図表 2-39 カンボジアとインドネシアの大豆の FOB 価格の推移（US＄/t） 

 

出典 ASEAN Agricultural Commodity Outlook, No.15 December 2015 / AFSIS Secretariat 

 

現在、オーストラリアからの大豆の輸入を検討している企業は、カナダ産大豆との価格比較を行っている。企

業間取引における価格情報については秘匿のため、ここでは参考価格として、カナダ統計局の情報を SOY 

CANADA が集計している統計情報を活用する。 

 

図表 2-40 カナダから日本に輸出される大豆の価格と量の推移 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

輸出量 

（トン） 
234,598,788 242,895,111 265,865,202 296,436,746 294,915,927 309,803,395 

輸出額 

（カナダドル） 
370,723 358,173 378,829 381,337 370,457 357,430 

輸出量/輸出額 

（カナダドル/トン） 
633 678 702 777 796 867 

出典 SOY CANADA ホームページ http://soycanada.ca/ 

 

物流については、仮にタンズビルから大阪の大豆加工施設に輸送した場合の見積を次に示す。 
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図表 2-41 タウンズビルから大阪の大豆加工施設に輸送した場合の見積 

品目 大豆 

量 20 トン 

輸送の単位 20 フィートコンテナ（ドライ） 

輸送経路 海上輸送 

品目の価値 AUD9,500 

オーストラリア国内の輸送費 AUD1,340 

オーストラリアから日本への輸送費 USD1,600 

日本国内の輸送費 192,460 円 

計 約 486,900（24.3 円/kg) 

※保険料は含まれていない 

※関税はゼロとし、日本国消費税は 8%としている。 

出典 物流事業者の参考価格に基づき NRI 作成(AUD=86 円、USD=112 円で計算) 

 

これらのことから、対象とする大豆品種生産のコスト削減も重要となるが、一方で、日本が有する大豆の加工

技術を活用し、健康や医療といった、高価格な製品群での展開が可能な市場を創造していく方向性が確認さ

れ、まずは大豆の試験的栽培の結果を待つこととなった。 
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2.6.2 アスパラガス 

アスパラガスについては、南部のメルボルン近郊地域で、オーストラリア国内の 90%超が生産されており、北

部地域での生産は、メルボルン近郊地域からの出荷の前の時期の、市場価格が高く設定される時期を狙った

生産を対象として、テスト的な栽培が進められている。 

本調査では、日本のアスパラガス農家を北部豪州でアスパラガスのテスト栽培を実施している農家に派遣し、

日本で実施されているアスパラガス栽培の方法（大苗（マザーツリー）を栽培し、1 年目は収穫をせずに株を生

長させ、2 年目の春に出た芽から収穫を始める方法（目標生産性 15t/ha）。オーストラリアは 1 年目から収穫す

る方法（生産性 8t/ha）。）の適用可能性について検討頂いた。 

本調査では、この判断に基づく計画の策定を行った。 

 

①日本の参加による高付加価値化の検討と販売・マーケティング戦略 

オーストラリアは北半球を市場とした場合、季節の逆転が活用できる地域であり、日本も冬期は、オーストラリ

アやペルー等からアスパラガスを輸入している。 

北部豪州におけるアスパラガス栽培は、オーストラリアの主な産地であるメルボルンの収穫が始まる 10 月頃

の前、8 月、9 月の出荷が最も高く売れるタイミングと言われている。北部豪州の農家は、これ以外の時期につ

いては、オーストラリアの大手スーパーへの販売を目的として、すいかや根菜類、野菜等の栽培を行っている。 

 

図表 2-42 集荷場でタグ付けされたオーストラリア国内向けアスパラガス（Asparagus mini） 

 

出典 NRI 
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図表 2-43 オーストラリア国内小売りのアスパラガス入荷基準の例（Asparagus mini） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 ウールワース社ホームページ  

https://www.wowlink.com.au/cmgt/wcm/connect/c7f57c00433d34f183349ba521a80a40/Asparagus.pdf?MOD=AJPERES 
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図表 2-44 オーストラリア国内小売りのアスパラガス入荷基準の例（Asparagus mini）（NRI の日本語仮訳） 

製 品： アスパラガス ‐ ミニ 
種 類： グリーン 
品 種： 各 種 
等 級： 1 

全般的な外観基準 

色 鮮緑色の若茎が、基部に向かって薄緑色になり、根本の白い部分は最小限にとどま
っている（最大 10mm）。 先端には紫がかった小葉が密集している。 

見た目 色艶が良く、基部の切り口がきれいな肉厚の若茎で、異物の付着がない。 

知 覚 しゃきっとみずみずしい若茎で、曲げると容易に折れる。異質または「古くなった」匂い
や味がしない。 

形 先端が引き締まった真っ直ぐな若茎で、その湾曲は最大 10°まで許容される。 

サイズ 若茎の長さは140～170 mm（束内で最大10mmのばらつき）。若茎の直径は8～12mm
（束内で最大 2mm のばらつき）。束重量は約 100ｇ。 

成熟度 よく成熟し、しっかりとした若茎で、先端の小葉がしっかり閉じている。 

重大な欠陥 

昆 虫 生きた昆虫またはその他の害虫（アブラムシ、ナメクジ等）が明らかに付いている。 

病 気 真菌または細菌による腐敗（かび、赤かび病、炭疽菌、細菌による軟腐病等）がある。 

物理的損傷／虫害 若茎に深い裂け目、穴、切れ目、先端の破損、またはひどい変色がある。 

過度に土壌が付着している。 

生理障害 固くて筋の多い食感（エチレン曝露）。 

しわの寄った表皮と変色した先端（乾燥）。 

先端の小葉が開いている（フェザリング）。 

温度による損傷 ゴムのような、または柔らかい若茎（熱傷）。 

先端が筋状に灰色または黒色になっており、しなびて光沢のない外観である（冷害）。 

軟質、水浸し状病変がある（凍害）。 

軽微な欠陥 

物理的損傷／虫害 表面に 2 ㎠を超えない昆虫または害虫による損傷がある。 

表皮の斑点／傷 表面に総計１㎠を超える傷、変色がある。 

総計１㎠を超える淡色の斑点がある。 

生理障害 不均一に曲がった先端（束からでたらめな方向に突き出た先端）が束の 20%超を占め
ている。 

中空茎が束の 10%超を占めている。 

委託販売基準 

委託販売品ごとの許
容範囲 

軽微な欠陥の合計（許容限度内）は、1 商品につき 2 点未満とする。軽微な欠陥の合
計（許容限度外）は、委託販売品の 10％を超えてはならない。 重大な欠陥の合計
は、委託販売品の 2％を超えてはならない。 これらを合わせた合計は 10％を超えな
いものとする。 

梱包及び表示 Woolworthsの要件に従って梱包を行う。生産者または代理店の名前／ブランド（代理
店経由の場合は生産者の名前／コードも）、住所、内容物、等級／クラス、サイズ及
び最小正味重量を識別できるよう表示する。 ばら荷無包装製品（Bulk Loose 
Product）については、外箱に梱包日付（例：梱包 日／月／年）を識別できるよう表示
する。 製品を明確に識別するためのタグがなければならない。 

荷受側条件 州間委託販売に関しては、検疫処理（Quarantine Treatments）を遵守する（必要な場
合）。事前注文を受け、Ti Hi 規定（Ti Hi specifications）通り、安定した荷台に積み重
ねる。 別段の承認がない限り、エアバックサスペンション付き冷蔵トラックとする。パル
プ温度は 2～5℃。 

化学物質及び汚染
物質残渣 

収穫前後に使用されるすべての化学物質は、NRA 規制制度の要件に従って、使用
のために登録及び承認されなければならない。汚染物質および重金属については、
FSANZ 食品基準コード（FSANZ Food Standards Code）A 12 - A 14 の MPC 及び
MRL に準拠する。 

再検討可能な仕様：例えば、各州の運営側との合意に基づき、また、Woolworths が正式に書面で通知した通
り、品質に対する特定の地域的影響または季節的悪影響、もしくは早いまたは遅いといった季節的変動につ
いて説明を行う。 

 

出典 ウールワース社ホームページから NRI が仮訳 

https://www.wowlink.com.au/cmgt/wcm/connect/c7f57c00433d34f183349ba521a80a40/Asparagus.pdf?MOD=AJPERES 
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オーストラリアの農家は家族経営で数百ヘクタールという規模を経営していることが一般的であり、収穫期の

労働者の確保が課題となっている。このため、主な取引先である大手スーパーへの出荷が必要となる時期に

季節労働者を確保することが最も重要であり、他の出荷先を意識した農地経営は行っていない農家が多い。 

 

図表 2-45 オーストラリアの農家の規模のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 NRI 

 

単位面積当たりの収穫量の増加は、一方で農家の手間の増加を意味することにもつながり、農地当たりの生

産性が低くとも、大規模な機械の活用や熟練していない労働者の一斉投入により、結果として目的とする生産

量を確保するのがオーストラリア流の農業となっている。 

これらのことから、日本式のアスパラガス栽培方法が、果たして農地経営の改善や品質の改善に結びつくか

どうか、まずは生産に係る数年に亘る実証の必要が確認された。 

販売・マーケティングについては、日本のアスパラガス農家との意見交換を通じて、アジアにおける生食での
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拡販を考えた場合、日本の小売り及び消費者に受け入れられることが第一の関門であり、まず、日本のオフシ

ーズン（海外から輸入し店頭に並ぶ 11 月から 3 月頃）に、日本のアスパラガス農家がオーストラリアで栽培した

アスパラガスを日本で販売し、これまでの輸入製品との比較で、高価格で販売されるか、を実証することが考え

られた。 

 

②北部豪州におけるアスパラガスを用いた事業のサプライチェーン 

豪州でアスパラガス栽培を検討している農家と日本のアスパラガス農家とのディスカッションを通じて、次のサ

プライチェーンの構築を計画した。 

 

図表 2-46 計画したサプライチェーン（当初の現実的な姿として検討） 

 

 

 

 

 

③アスパラガス生産で想定している地域 

アスパラガスについて北部豪州では、北部準州のキャサリン地域、西オーストラリア州のキンバリー地域のそ

れぞれで、テスト的な栽培が進められており、クイーンズランド州のタウンズビル近郊では、テスト的な栽培を検

討している農家が存在している。 

本調査では、日本のアスパラガス農家を上記地域に派遣し、日本で実施されているアスパラガス栽培の方法

（大苗（マザーツリー）を栽培し、1 年目は収穫をせずに株を生長させ、2 年目の春に出た芽から収穫を始める

方法（目標生産性 15t/ha）。オーストラリアは 1 年目から収穫する方法（生産性 8t/ha）。）の適用可能性につい

て検討頂いた。 

仮に、日本のアスパラガス農家が、北部豪州でアスパラガス栽培を実施するとした場合の地域選定について

は、以下の判断となった。 

 

図表 2-47 北部豪州でアスパラガス栽培を実施するとした場合の地域選定 

 
栽培に適した農地 

栽培に適した 
水資源 

栽培（特に収穫）に
必要な労働力確保 

収穫後の物流 

北部準州のキャサリ
ン地域 

○ △ △ △ 

西オーストラリア州
のキンバリー地域 

○ ○ △ △ 

クイーンズランド州
のタウンズビル近郊 

○ ○ ○ ○ 

→クイーンズランド州のタウンズビル近郊を第一選択肢とする 

 

④事業性に係る考え方（品質、生産性、原価、物流、価格） 

オーストラリアでのアスパラガスの生産は、UC157 種と呼ばれる、1978 年にカリフォルニア大学の Frank 

Takatori 氏と Frank Southers 氏が開発した、世界中で使用されている一般的な種が主であり、今回の調査で

協力頂いた日本のアスパラガス生産農家も、この種の生産が適切と判断した。 

UC 157 は、さび菌類（アスパラガスさび病（Puccinia asparagi））に対する耐性があり、フサリウム（フザリウム・

北部クイーンズラン
ド州にて日本人が
栽培 

ブリスベン空港もしく
はケアンズ空港から
日本向けに輸出 

日本のアスパラガス
農家の既存市場で
販売 

日本での実績を踏
まえシンガポール等
での販売を検討 
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オキシスポラム（Fusarium oxysporum））に対する耐性が高い。F2 は、原型の UC157 から生成された第二代雑

種であり、カリフォルニア大学デービス校によって開発、発表された。本品種は、生産の早さ、多茎発生

（multi-spear initiation）（一度に 3〜5 本）、色と大きさの均一性、及び他の商業品種よりも高い収量を示してい

る。 

日本の都道府県の作付面積と収穫量から計算した収量（農林水産省 平成 25 年産野菜生産出荷統計、

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000027468501）は、日本の産地である佐賀県で 24.3 トン

/ha、福岡県で 22.8 トン/ha となった。なお、今回協力頂いた日本のアスパラガス生産農家のハウス栽培にお

ける収量は、2015 年実績で 37 トン/ha である。 

オーストラリアにおけるアスパラガス生産に係る収量は、産地であるメルボルン近郊において、ヒアリングにお

いて 8 トン/ha とされている。 

 

図表 2-48 オーストラリア メルボルン近郊におけるアスパラガス生産の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 NRI 

 

アスパラガスの直近 3 年間の卸売り価格の推移は次の通り。 

 

図表 2-49 東京都中央卸売市場における価格の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 月報 野菜情報−今月の野菜−アスパラガス−2015 年 5 月 

（http://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/yasai/1505/yasai1.html） 
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世界的な産地であるペルーとメキシコ産アスパラガスの、米国への輸出（南フロリダ港への輸出）時の FOB 価

格の推移は次の通り。 

 

図表 2-50 ペルーとメキシコ産アスパラガスの米国への輸出（南フロリダ港への輸出）時の FOB 価格の推移 

2016 年 生産地 特大 Jumbo 
大/標準 Large 

and Standard 
小 Small 基準重量 

1 月 4 日 ペルー 
33-36 32 23 USD/11 ポンド 

1.4-1.5 1.3 0.9 USD/kg 

2 月 1 日 

ペルー 
- 18-19 - USD/11 ポンド 

- 0.7-0.8 - USD/kg 

メキシコ 
26.75-27.75 18.75-20.75 14.75-16.75 USD/11 ポンド 

1.1-1.1 0.8-0.9 0.6-0.7 USD/kg 

3 月 14 日 メキシコ 
12.75-14.75 15.75-16.75 - USD/11 ポンド 

0.5-0.6 0.6-0.7 - USD/kg 

4 月 4 日 メキシコ 
16.75-17.75 16.75-17.75 - USD/11 ポンド 

0.7-0.7 0.7-0.7 - USD/kg 

5 月 2 日 ペルー 
- 21-23 16 USD/11 ポンド 

- 0.9-0.9 0.7 USD/kg 

6 月 6 日 ペルー 
- 14-16 10-11 USD/11 ポンド 

- 0.6-0.7 0.4-0.5 USD/kg 

7 月 5 日 ペルー 
24-25 20-23 14-15 USD/11 ポンド 

1.0-1.0 0.8-0.9 0.6-0.6 USD/kg 

9 月 26 日 ペルー 
22-23 21.75-22.75 14-15 USD/11 ポンド 

0.9-0.9 0.9-0.9 0.6-0.6 USD/kg 

10 月 10 日 ペルー 
22-23 21-22 14-15 USD/11 ポンド 

0.9-0.9 0.9-0.9 0.6-0.6 USD/kg 

出典 Farm Journal, Inc 社ホームページ 

http://www.thepacker.com/vegetables/asparagus/commodity-pricing 

 

これに対してアスパラガス生産価格は公表されている情報が少なく、日本の鳥取県における事例をまとめる。 

日本のアスパラガス農家の見解として、豪州は人件費に加え日本と比較して光熱費も高いことが現地ヒアリン

グ等を通じて把握されていることから、この事例よりも各費目で高価となる可能性があることが指摘されている。 

日本での試算は、一般的な広さと考えられる 10a での事例となっているが、豪州の場合、時として数百 ha に

なることから、実証的な取組（試験栽培）を通じて、コストダウンの可能性探る必要があることが指摘された。 
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図表 2-51 経営試算（アスパラガス露地、鳥取県下全域・中山間地、10a 当たり、自家労働 2.5 人） 

①粗利益 920,000 円/10a 

 主要物価額 1,000 kg/10a × 920 円/kg ＝ 920,000 円/10a   

②生産原価 254,147 円/10a 

 種苗費 0 円/10a   

 肥料費 60,838 円/10a   

 農薬費 23,689 円/10a   

 諸材料費 48,972 円/10a   

 動力光熱費 20,676 円/10a   

 農具費 11,090 円/10a   

 建築物等修繕費 1,134 円/10a   

 賃料料金 0 円/10a   

 共済掛金 0 円/10a   

 雇用労賃 3,808 円/10a   

 減価償却費 75,955 円/10a   

 土地改良費 4,285 円/10a   

 支払地代 3,700 円/10a   

③販売費一般管理費   291,706 円/10a 

 出荷資材費 6,770 円/10a   

 販売諸費 278,160 円/10a   

 課税負担金 3,109 円/10a   

 事務研修費 3,336 円/10a   

 支払利息 331 円/10a   

④家族労働見積額   679,120 円/10a 

 農従労働時間 515 時間/10a × 1,300 円/時 ＝ 669,760 円/10a   

 生産管理労働時間 7 時間/10a × 1,300 円/時 ＝ 9,360 円/10a   

ka 当たりの生産コスト計 1,225 円/kg 

計（①-②-③-④） -304,973 円/10a 

出典 鳥取県 

 

物流について、仮にタンズビルから東京の物流施設に輸送した場合の見積を次に示す。 

なお、輸送に使用することを想定した Rechargeable container とは次の通り。 
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図表 2-52  Rechargeable container のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 JAL CARGO 社ホームページ https://www.jal.co.jp/en/jalcargo/inter/jproducts/j_tc.html 

 

図表 2-53 タウンズビルから東京の物流施設に輸送した場合の見積 

品目 アスパラガス 

量 600kg 

輸送の単位 Rechargeable container 

輸送経路 飛行機輸送 

品目の価値 AUD6,000 

オーストラリア国内の輸送費 AUD1,112 

オーストラリアから日本への輸送費 USD1,725 

日本国内の輸送費 160,406 円 

計 約 449,238 円（748.73 円/kg) 

※保険料は含まれていない 

※関税はゼロとし、日本国消費税は 8%としている。 

出典 物流事業者の参考価格に基づき NRI 作成(AUD=86 円、USD=112 円で計算) 

 

先に指摘した通り、まずは、日本的な生産方法を採用した試験栽培を通じた原価の把握が不可欠であること

から、本事業ではその実施の可能性を探るため、北部豪州でアスパラガス生産を検討している農家との意見

交換を開始した。 

北豪農家との意見交換に用いている、現状の実証栽培計画（素案）は次の通り。 

https://www.jal.co.jp/en/jalcargo/inter/jproducts/j_tc.html
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図表 2-54 実証栽培計画（素案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 上村農園、NRI  
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2.6.3 バラマンディ 

バラマンディについては、現地バラマンディ陸上養殖事業者と日本の主に回転寿司チェーン店に寿司ネタ

を卸している商社及び急速冷凍技術を有する冷凍機メーカーとの意見交換を実施し、日本の参加による高付

加価値化の一環として、刺身グレードの確立に係る検討を行った。 

検討に際して前提とするサプライチェーンについては、次とした。 

 

図表 2-55 計画したサプライチェーン（当初の現実的な姿として検討） 

 

 

 

 

 

なお、当初の検討では、刺身グレードとしての販売やブランディング、ネーミングといったマーケティングに重

きを置いた検討とする計画としていたが、先に示した関係者との意見交換等を通じて、次の点が指摘された。 

 

図表 2-56 関係者との意見交換等を通じて指摘された点 

 現時点で、検討の対象としたバラマンディ陸上養殖事業者のバラマンディの卸値は 10 ドル/kg 程度 

 これに刺身グレードとするための急速冷凍装置等の導入を図った場合、15 ドル/kg 程度になる可能性が

高い 

 一方で、例えば、日本の回転寿司チェーン等で消費されるための価格はこの半分以下程度 

 まず、15 ドル/kg 程度の価値を持たせることを念頭においた現実的な加工手法の検討を進めるべきでな

いか 

 但し、将来的に現在、流通している魚種の資源量保全等が進み、陸上養殖された魚資源の価値が上が

ることは想定される 

 

上記指摘を踏まえ、本事業では、検討の対象としたバラマンディの陸上養殖事業者の現状の設備等を十分

に踏まえた上で、高付加価値化のための導入設備のあり方の検討を、関係者と共に実施した。 

 

①検討の対象としたバラマンディの陸上養殖事業者の状況 

検討の対象としたバラマンディの陸上養殖事業者は、ダーウィン近郊に位置し、1993 年から家族経営にて運

営されている企業体であり、2015 年には、年間 1,000 トンを越える養殖バラマンディを主にオーストラリア国内

に出荷している。 

内陸でありながら、近隣を流れる河川の汽水を使用した養殖を進めており、Saltwater barramundi として年間

を通じて出荷している。 

顧客ニーズに応じたバラマンディの出荷を行っており、養殖場から陸揚げされたバラマンディは、加工施設

にて氷を用いて急速冷却され、0℃近辺でチルド化され、出荷されている。商品の状態は次の通り。 

 

  

北部準州でバラマン
ディを陸上養殖 

北部準州にて切り
身にして急速冷凍
加工を実施 

ダーウィン港等から
のコンテナ輸出 

当初のマーケットは
豪州国内、日本、シ
ンガポールが対象 
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図表 2-57 出荷されるバラマンディの状態 

製品概要  塩水バラマンディ一尾丸ごと 

捕獲方法  氷スラリー中で安楽死 

保存方法  0℃まで冷却 

保存条件 2〜4℃で保存 

用 途 一般消費者向け 

消費者側の準備  使用前に加熱 

注意を要する者 魚アレルギーの者 

保存可能期間  21 日 

飼料材 飼料材はすべて、承認済みサプライヤーから供給される。 

その他の材料 成長調節物質も抗生物質も使用していない。 

色 銀色 

全般的な外見  目に見える欠陥は最小限である。透明で艶のある目、光沢のある皮、きれいなエ

ラをしており、尾とヒレが付いている。 

形 魚は、個包装する際、体の縮小や脊柱の変形を伴わずに、「標準的な」形状

範囲に収めなければならない。 バルク梱包する際は、脊柱変形を最小限に

抑える。 

知 覚 硬くて、指で押しても凹みにくく、不快な臭気がない 

大きさ  顧客の要望に合わせて、事前注文された大きさで 

欠 陥 鱗、ヒレ及び尾に最小限の損傷があり、皮膚病はないが、肉付きが良くない 

梱包用ポリスチレン 

3kg 以下の魚の場合 

食品用蓋付きポリスチレン箱。 空輸が認められている。 

最大荷搬重量 20kg 容量 30.6 リットル 

パレットのレイアウト 3 x 2. 

内寸 長さ x 幅 x 高さ 526 x 336 x 216 

外寸長さ x 幅 x 高さ 574 x 386 x 278 

80 umm のプラスチックライナーが敷かれている 

梱包– バルク 食品用の蓋付きトライウォール段ボール箱 

640 トライウォール 最大荷搬重量 450 kg 

80 umm のプラスチックライナーが敷かれている 

出典 バラマンディ陸上養殖事業者ホームページから NRI 作成 

 

既存の HDB 養殖場には、60 ヘクタールの土地に成育池、養殖池及び捕獲池、ならびに梱包施設がある。  

この養殖場に孵化場はなく、代わりに豪州の外部供給業者からバラマンディの稚魚を購入する。仕入れる稚

魚はすべて豪州の孵化場獣医師の認可を受けており、ノーザン・テリトリー政府が発行する輸送許可証

（Translocation Certificate）を受けて輸送される。 

HDB 養殖場における成育は二段階で行われている。第一段階では、1.0g までの小魚用に 10 個のタンク（1

万リットル×6 個、5,000 リットル×2 個及び 2,000 リットル×2 個）が使用される。第二段階では、育成用養殖池

に移す前の 1g から 30g 程度までの魚を飼育するために、11 個のタンク（4 万 5,000 リットルタンク×5 個と 1 万

リットル×6 個）が使用される。各成育池には、定期的な処理と排水の再循環を可能にする人工湿地型水処理
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システムが設けられている。必要な場合には、アデレード川からさらに水を引いて、小魚にとって最適な養殖条

件を満たすために成育池の水の塩分を増やす。 成育池で飼育される魚の数は現在、養殖池の収容能力に

よって制限されている。 

HDB 養殖場には 26 個の養殖池がある。池は土でできており、岸には HDPE ライニングが施されている。 

養殖池は、池から排出された排水を処理して浄水を供給する人工湿地型水処理システムと連携して稼働す

る。 処理システムを通じて水を無限に再循環させることができる。蒸発によって失われた水分を補ったり、シス

テム内の水の塩分を管理したりするため、通常 6 月から 12 月にかけて、アデレード川から水が引かれる。 この

際、HDB は、取水地点から約 1km 下流の許可された排出地点から川に再び放水する場合がある。 

この敷地は、明確な雨季と乾季があり、気温の変化が少ない熱帯モンスーン気候の地域にある。雨季は、高

湿度で降水量が多く、9 月から 5 月までである。 最も大規模な降雨事象は 11 月から 4 月の間に発生する。 

乾季は 6 月から 8 月までで、湿度が低く、降水量が少ない。 

平均年間降水量は 1,421mm であり、降雨量が最も多いのは 1 月で、最も少ないのは 7 月である。年間降水

量の 86％超が 11 月から 3 月の間に降る。 平均年間地域蒸発量は 2,400mm で、平均年間降水量を超える。

蒸発量は 10 月に最も多く、2 月に最も少ない。 

 

②高付加価値化のための導入設備のあり方の検討 

豪州持続可能養殖バラマンディ認証プログラムに見られるように、オーストラリアにおけるバラマンディは、生

産段階でその付加価値維持に対して積極的な取組が進められている。 

この付加価値を更に強化しするため、本事業では、刺身グレードという高い目標を設定し、これに不可欠な

冷凍・冷蔵技術の適用を検討した。 

適用の検討を行った冷凍・冷蔵技術の概念は次の通り。 

 

図表 2-58 検討を行った冷凍・冷蔵技術の概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 前川製作所、NRI 



 

74 

オーストラリアで生産されているバラマンディの品質については、先に示した通り、豪州持続可能養殖バラマ

ンディ認証プログラムが適用されており、高い品質が保たれている。 

検討段階で、バラマンディが有するオメガ 3 脂肪酸の量の多さをアピールすることについても指摘を得た。

AUSTRALIAN SEAFOOD COOPERATIVE RESEARCH CENTER が公表している。 
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図表 2-59 バラマンディが有するオメガ 3 脂肪酸の量の多さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 AUSTRALIAN SEAFOOD COOPERATIVE RESEARCH CENTER 

https://superseafood.com.au/nutritional-information/fish/farmed-barramundi/ 

 

冷凍方法の違いによる食感やドリップ（魚の体液）への影響について、以下のような実験結果が示された。 
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図表 2-60 冷凍方法の違いによる食感やドリップ（魚の体液）への影響 

比 較 ： 

①冷蔵庫による凍結（-25℃） 

②アルコールブラインを用いた凍結（-25℃） 

③エアーブラスト（-35℃の冷風を対象に一気に吹き付け急速冷凍する方法） 

 

細胞の状況 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドリップ量の比較 ： （ml/100g） 

 ① ② ③ 

サンプル 1 サンプル 2 サンプル 1 サンプル 2 サンプル 1 サンプル 2 

自然解凍 47 89 41 19 32 33 

遠心分離 47 53 22 32 23 43 

計 94 142 63 51 55 76 

 

 

出典 (株)前川製作所 

 

このような検討を経て、以下のようなシステムが提案された。 

 

 良 好 
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図表 2-61 提案されたシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 (株)前川製作所 
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図表 2-62 提案されたトライアルプログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 NRI  

Harvesting

Packing and 
shipping

Farming
(Aquaculture)

Killing

Quick-
freezing
（-60℃）

Processing
(Removal of gills 

and guts)

Processing
(Filleting)

Automatic filleting will be 
used in this trial.
Mayekawa has a plan to fillet 
Barramundi automatically.

Singapore Sydney

Obtaining market reaction/evaluation

Taste

Color / Smell

Easy to cook

An example of items to be considered:
Improvement of feed and water quality

An example of items to be considered:
Improvement of processing methods

An example of items to be considered:
Improvement of low-temperature 
management methods

Installing a simple quick freezing 
machine at your facility.
It’s composed of a 20 feet container 
and a strong fan system which is 
assembled by Mayekawa using 
general parts in AUS.

Japan

Chilling
(-1℃ - 4℃)

A new process

The existing process

International & Domestic
JPN Restaurants



 

79 

なお、バラマンディの物流については、ダーウィンから東京の物流施設に輸送した場合の見積を以下に示す。 

 

図表 2-63 ダーウィンから東京の物流施設に輸送した場合の見積 

品目 バラマンディ 

量 20 トン 

輸送の単位 20 フィートコンテナ（冷凍） 

輸送経路 海上輸送 

品目の価値 AUD300,000 

オーストラリア国内の輸送費 AUD2,000 

オーストラリアから日本への輸送費 USD4,000 

日本国内の輸送費 3,057,915 円 

計 約 3,677,915（183.9 円/kg) 

※保険料は含まれていない 

※関税はゼロとし、日本国消費税は 8%としている。 

出典 物流事業者の参考価格に基づき NRI 作成(AUD=86 円、USD=112 円で計算) 
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③刺身グレードバラマンディの名称のあり方の検討 

バラマンディの名称について諸説あり、Australian Barramundi Farmers Association (ABFA)によると次とされ

ている。 

 

図表 2-64 Australian Barramundi Farmers Association (ABFA)によるバラマンディの名前の由来 

「バラマンディ」という名前は、19 世紀後半までに豪州でよく使われるようになったと見られるが、その起源は
完全には明らかになっていない。  
 
多くのバラマンディ生産者によると、逸話的に言えば、その名前はアボリジニー語で「大きな鱗を持つ魚」を
意味し、サラトガにも使用されるという。アボリジニー語に関する主な情報源を通じてこれを確認するのは困
難であるが、彼らは「バラマンディ」という言葉はアボリジニー語に由来している可能性が高いと推定してい
る。 
 確かに、この言葉はクイーンズランド州中央部、特にフィッツロイ地域で早くに普及したと思われるが、そこ
では、その地域の魚や行事に関連して使用されていた。 Burra Mundi や Burramundi、Barramunda など、
当初のスペルは様々であった。  
 
1873 年に豪州を訪れた英国の作家、アンソニー・トロロープは、「ロックハンプトンにも Burra Mundi と呼ば
れる魚がいる。－名前のスペルが正しければいいのだが－この魚は非常に立派である。 」と記した。オック
スフォード英語大辞典（OED）の注釈によると、当初は種々の鱗の大きな淡水魚に「バラマンディ」という名
前が使用され、特に、クイーンズランド州中央部のフィッツロイ川で発見された肺魚（Ceratodus forsteri）に
使用されていたという。  
 
これは、偉大なる豪州の詩人、アンドリュー・バートン（バンジョー）・パターソンによって確認されたと見られ、
彼は「The Lung Fish」という題名の詩を詠んでいる。この詩では、英国人貴族の牧場見習い、Ardleigh 
Wyse Rider 閣下の滑稽な話が語られている。彼は、北クイーンズランドに送り出され、そこで牧場監視係か
ら、釣り用のドライフライを使用する代わりに、水がひどく干上がった際にバラマンディ（肺魚）を棒で殴り倒し
て捕まえることができると教えられる。  ［この詩は、1933 年に出版され、ノーマン・リンジーによる挿絵の入
った彼の有名な子供向け詩集「The Animals Noah Forgot」の中に登場する。］  
 
この名前は中央クイーンズランドから北クイーンズランドへ急速に広まったと思われるが、この時点ではま
だ、「バラマンディ」は様々な淡水魚種に使用されていたと思われる。 ある初期の情報源では、バラマンデ
ィという名前が 「Lates Calcarifer に誤って使用されていた」と指摘されているが、実際のところ、Lates 
Calcarifer は、現在一般的にバラマンディと呼ばれている種である。    
 
間違っていようがいまいが、Lates Calcarifer は、豪州で現在一般的にバラマンディと呼ばれている種であ
る。1938 年までに、Sydney Bulletin は、バラマンディを「豪州魚の王（King of Australian Fishes）」と表現し
た。  
 
その他のアボリジニーの言語集団は、現在豪州全土でバラマンディとして知られている種に他の言葉を使
用している。西オーストラリア州キンバリー地区のグーニヤンディ（Gooniyandi）族は、balga という名前を使用
している。また、ケープ・ヨーク西側のウィク（Wik）族は、Minh Wechan という名前を使用している。同じくキン
バリーのムリンパタ（Murrinh-Patha）族は、Tharnu という言葉を使用している。 
 
言語が何であれ、「バラマンディ」という名前は明らかに、豪州の魚に使用される、まさに豪州の言葉であ
る。  確かに、この種が豪州国外で生産される際は、何か他の名前で呼ばれる。名前の由来が何であれ、
一つだけ確実なことは、バラマンディが豪州特有のもので、比類なく美味しいということである。 

出典 Australian Barramundi Farmers Association (ABFA) 

http://www.abfa.org.au/barramundi_name.html 

 

バラマンディの名称については、これまでも示してきたとおり、豪州固有の名称であり、海外から輸入される

多くの同一種に使われるべきではなく、まず、輸入種の名称変更を図るべきだとの指摘がある。 

バラマンディは、上記にも述べられている通り、スズキ目アカメ科に属する魚であり、産地と魚類の組み合わ

せで言うところのオーストラリア産アカメとなる。 
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寿司ネタの名称としては、赤身の場合、マグロの赤身、中トロ、大トロ、さらにカツオがあり、マグロ類は、実際

には、クロマグロ（ホンマグロ）、メバチ、キワダ、ビンナガ、インドマグロ（ミナミマグロ）、大西洋マグロがあり、キ

ハダ類には、マカジキ、メカジキ、シロカワカジキ、バショウカジキなどがある1が、豪州では一般的にこれらの赤

身は入手しづらいことから、赤身の多くがサーモンとなっている。 

白身については、タイやヒラメ、サワラ、カレイ、スズキ、カンパチ、シマアジ、ブリ、ハマチ、イサキなどとなって

おり、これらは冷凍冷蔵設備の向上に従い、種類が増加しているとされている。 

タイ、サワラ、カンパチ、シマアジ、ブリ、ハマチ、イサキなどはスズキ目という大分類で括られる。アカメ科もス

ズキ目であるが、日本のアカメは、絶滅危惧種にも指定される希少種であり、一方で、ナイルパーチのように食

用として導入された後、生態系に影響を与えたものもある。 

日本でアカメは、希少種として位置づけられており、アカメ・Akame という名称での普及が一つの案として考え

られる。 

 

図表 2-65 寿司ネタとして調理されたバラマンディ（ダーウィン ハンプティ・ドゥー・バラマンディ社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 NRI 

  

                                                   

 
1 全国すし商生活衛生同業組合連合会ホームページを参考とした。 
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2.6.4 CRC for Developing Northern Australia の活用 

Cooperative Research Centres Programme（CRC）は連邦政府が進める研究開発を推進するためのプログラ

ムであり、その内容は次の通り。 

 

①Cooperative Research Centres Programme（CRC） 

このプログラムには以下の 2 種類の財源の流れが含まれる。 

(a) 中長期の業界主導のコラボレーションをサポートする協同研究センター（Cooperative Research 

Centre（CRC）） 

(b) 短期の業界主導のコラボレーションをサポートする協同研究センタープロジェクト（Cooperative 

Research Centres Projects（CRC-P）） 

 

プログラムの目的 

 このプログラムは、豪州の産業、特に豪州が競争力を有し、政府の優先事項（Government Priorities）

に即した産業について、競争力、生産性、持続可能性の向上を目指している。 

 このプログラムは、業界主導で成果に焦点を当てた Industry Entities と研究機関との協同研究のパ

ートナーシップを通じ、業界において特定された課題を解決するために質の高い研究を育成するこ

とを目指している。 

 このプログラムは、協同研究への中小企業の参加を奨励、促進することを目指している。 

 

申請者要件 

 CRC の申請は、共同研究に同意した申請者グループの代表が提出する。 

 CRC-P の申請は、リード参加者（Lead Participant）によって提出され、それは Industry Entity でなけ

ればならない。 

 CRC の申請の場合、申請者に以下が少なくとも１つずつ含まれていること。 

(a) 豪州の Industry Entity、および 

(b) 豪州の研究機関 

 CRC-P の申請の場合、申請者に少なくとも以下が含まれていること。 

(a) 2 つの豪州の Industry Entities（少なくとも中小企業を１社含むこと）、および 

(b) １つの研究機関 

 申請においては、少なくとも、CRC プログラム資金の要求・提供額に匹敵する能力（現金あるいはイ

ンカインドで）が示されなければならない。現金による拠出は特に産業界からの場合は好意的に見ら

れ、その結果として資金提供の申請がより適切であるとみなされることがある。 

 Workplace Gender Equality Agency によって Workplace Gender Equality Act 2012 を遵守していな

い組織であると指定されているいかなる組織も申請の一部を構成することはできない。 

 資金提供期間が完了した CRC-P の参加者であった申請者は、CRC の申請から除外されることはな

い。しかし、申請書に記載されている CRC 活動の提案内容が CRC-P の下で資金の提供を受けて

いたプロジェクトと重複する場合は適格であると見なされない。これは、CRC-P の下で資金提供を受

けたプロジェクトの成果や結果に基づく活動の検討を除外するものではない。 
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CRC の必須活動（CRC Essential Activities）  

 少なくとも CRC は、CRC の活動を構成する以下を全て行なわなければならない。 

(a) 業界において特定された課題を解決し政府の優先事項（Government Priorities）に合致する成

果を提供することで豪州産業の競争力、生産性、持続可能性を向上させるための質の高い業

界主導の中長期的な協同研究 

(b) 業界に焦点を当てた教育研究プログラム。同プログラムには、研究プログラムを補完し Industry 

Entities 内の連携、技術開発、スキルの高い従業員、研究開発能力を向上させる博士課程プロ

グラムが含まれる必要があるが、これらに限定されるわけではない。 

(c) 中小企業の研究開発能力を構築する戦略の実施、および 

(d) 研究成果の展開と業界による採用（take-up）の奨励 

 必要であれば、共通の目標達成のために知識、経験、リソースを共有することを目的とした１つまた

は複数の関連する機関との間の覚書を通じて、コラボレーションを正式なものとする。 

 

CRC-P の必須活動（CRC-Ps Essential Activities）  

 少なくとも CRC-P は、CRC のプロジェクトを構成する以下を全て行わなければならない。 

(a) 業界の課題を解決し、目に見える成果を提供する製品、サービス、プロセスを開発するための、

業界において特定された業界主導の短期協同研究プロジェクト。プロジェクトは、中小企業に

利益をもたらし、それらの成長力や市場の変化に適応する能力を向上させるものであるべきで

ある。 

(b) インターンシップや出向といった、 Industry Entities と研究機関との間で行われる業界に焦点

を当てた教育研究活動、および 

(c) 必要であれば、1 つあるいは複数の関連する機関と協力し、業界によって特定される戦略的優

先事項に合致する研究結果を発展させる。 

 

国際的な関与 

 CRC では、豪州に国益をもたらすために、国際的な機関および/あるいはグローバルサプライチェー

ンや海外市場へのアクセスを有する企業との協力が奨励される。 

 

利用可能な資金 

 このプログラムでは、各 CRC が利用できる資金提供額には特に制限は課されていない。同プログラ

ムで利用可能な資金総額は予算額によって制限される。 

 CRC-P に対し、最高 300 万ドル（物品サービス税を除く）の豪政府の資金提供が可能である。CRC

プログラムの最高レベルの資金が供与される可能性があるのは、特別な長所を持つ CRC-P のみで

ある。 

 資金提供契約（Funding Agreements）は、資金提供期間中に豪政府が拠出する豪ドルの固定額が

対象である。コストが増加しても豪政府が資金提供の増額を行うことはない。 

 資金提供契約において指定される通り、CRC および CRC-P は、それぞれ活動あるいはプロジェクト

を実施する単一の特定期間のために資金が供給される。追加的な資金提供や資金提供契約に明

記された期間の延長は行われない。 

 既存の CRC は、追加的な資金提供や資金提供契約に明記された期間の延長を申請することはでき
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ない。 

その他の資金源 

 CRC および CRC-P は、CRC プログラムによる資金提供に加え、その他の資金源（連邦、州または準

州、地域レベル、民間部門の資金を含む）を利用することが可能である（各資金源に課された資金

提供規定や条件による）。 

 CRC プログラムの資金は、その他の資金提供制度を通じて資金提供された、あるいは現在資金が提

供されている同一の活動あるいはプロジェクトに資金を提供してはならない。活動あるいはプロジェク

トが受けている、あるいは関連する全ての資金援助の詳細について、申請時および継続的に

Department of Industry, Innovation and Science に開示しなければならない。 

 連邦政府は独自の裁量により、CRC プログラムが資金提供する活動あるいはプロジェクトが他の資

金援助から二重に支払われている範囲において支払いを中止あるいは減額することができる。 

 

資金提供期間 

 CRC プログラム資金は、資金提供契約の下で Department of Industry, Innovation and Science から

提供される資金である。 

 CRC プログラム資金は、CRC は最大 10 年、CRC-P は最大 3 年とし、さまざまな期間で利用可能で

ある。 

 CRC および CRC-P は、資金提供契約で指定される通り、活動あるいはプロジェクトを行うための単

一の指定された期間のために資金を提供される。追加的な資金提供や資金提供契約で指定された

期間の延長は行われない。 

 大臣は、以下について検討を行う Innovation Australia の提言に基づき、CRC あるいは CRC-P への

資金提供を中止することができる。 

(a) マイルストーン達成の進捗状況 

(b) 研究および翻訳の品質 

(c) 再調査の結果 

(d) 資金提供契約の不遵守、および 

(e) その他のあらゆる関連情報 

 

CRC プログラム資金の用途 

 CRC プログラム資金は、資金提供契約において指定される、CRC の活動あるいは CRC-P のプロジ

ェクトを行う目的のためだけに費やされなければならない。 

 CRC プログラム資金は主に豪州内で費やされることを目的とし、以下のために使用できる。 

(a) 研究者やサポートスタッフの給与、特別研究員（fellowship）や学生の奨学金、直接人件費諸経

費（direct salary on-costs） 

(b) 研究および翻訳の直接支援費用（Direct Support Costs） 

(c) 研究および翻訳の間接支援費用（Indirect Support Costs）、および/あるいは 

(d) 機器を含む資本アイテム（Capital Items）、ただし建物や研究室等の施設の購入や建築費用の

支払いを除く 

 CRC プログラム資金が資金提供契約と整合する形で海外で費やされる場合は、そのような支出によ

って、特に政府の優先事項（Government Priorities）に沿って、豪州産業の競争力、生産性、持続可
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能性を大幅に向上させなければならない。 

 CRC プログラム資金は、研究の間接支援費用のために海外で費やすことはできない。 

 CRC プログラム資金を建物や施設の改装や増築に利用することは、これが CRC あるいは CRC-P の

目的達成をサポートする最も適切で効果的な方法である場合に、 Department of Industry, 

Innovation and Science の承認の下、例外的な状況においてのみ許可される。 

 しかし、好ましいアプローチは、CRC プログラム資金を既存施設のリース費用の支払いに使用するこ

とである。 

 参加者が雇用するスタッフの間接支援費用のために CRC プログラム資金を参加者に支払ってはな

らない。そのような費用は参加者によって賄われるべきである。 

 既存のスタッフ、あるいは資金提供契約の下で参加者が CRC や CRC-P のためにインカインドとして

提供するその他のリソースに関連する費用を参加者に払い戻すために CRC プログラム資金を使用

してはならない。 

 

参加者の貢献 

 CRC あるいは CRC-P の全ての参加者は、CRC あるいは CRC-P にリソースを提供しなければならな

い。現金およびインカインド、タイドおよびアンタイドを含むそれらリソースの総額は、資金提供期間

に同プログラムに要求する資金額と少なくとも同額である必要がある。 

 提案される参加者からの現金およびインカインドのリソースは、CRC プログラム資金に「相当する」貢

献を決定するにあたって、同等に扱われる。 

 スタッフ以外のインカインド貢献へのアクセスは、ランニングコストと資本アイテムの減価償却に基づ

いて（該当する場合）、CRC あるいは CRC-P による使用量に比例して評価されなければならない。 

 採択された CRC および CRC-P の参加者は資金申請書の通りに貢献を提供しなければならない。 

 参加者からの貢献の割合の決定や、その後の収入や知的財産権へのアクセスからの return の割合

は、CRC あるいは CRC-P 参加者に委ねられる。 

 参加者が雇用した研究者あるいは参加者自身に授与された（あるいは契約書で約束された）具体的

なプロジェクトのための連邦政府資金は参加者の貢献にカウントすることはできない。 

 

選考基準(なお、選考基準の重み付けは均等ではない。選考基準(1)および(2)の重み付けは各 30 パーセ

ント、選考基準(3)、(4)、(5)、（6）は各 10 パーセントである。) 

(1)以下を含む、期待される業界の成果 

(a)業界において特定された課題（1 つあるいは複数）が解決される 

(b)研究活動から得られることが期待される目に見える業界の成果 

(c)期待される成果および波及効果でもたらされるベネフィットの商業的可能性 

(2)以下を含む、研究活動あるいはプロジェクトの提案内容 

(a)この提案によって、業界で特定された課題（1 つあるいは複数）がどのように解決されるか 

(b)成果を達成するために適用される方法論と新技術の採用 

(c)参加者の候補および提案されたコミットメントのレベル 

(3)以下を含む、実証されたガバナンスと管理能力 

(a)プロジェクト管理、ビジネス管理、商業化管理、関連する市場部門、技術に関する専門知識 

(4)以下を含む、教育および/あるいは訓練プログラムの提案内容 
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(a)提案された活動あるいはプロジェクトが、関連する業界や研究分野におけるキャパシティおよび

ケイパビリティの開発にどのように貢献するか 

(5)以下を含む、金額に見合う価値 

(a)要求された CRC プログラム資金提供額のレベル、予定期間、資金がどのように使用されるか 

(b)実証された資金提供の必要性 – なぜ CRC プログラムの資金がないとその業界の課題は取り

組まれないのか 

(c)なぜ豪政府がこの CRC あるいは CRC-P に投資すべきなのか、および 

(6)以下を含む、期待される国益 

(a)同提案が政府の優先事項（Government Priorities）とどの程度整合しているか 

(b)同提案が世界経済における豪州の競争力をどのように向上させるか、および 

(c)予想される波及効果 

 

CRC の選考過程 

 オープン選考ラウンドの一環として要件を満たした CRC 申請は、実績に基づき他の全ての CRC 申

請との比較において 2 つのステージで検討される。 

 ステージ 1 にはオンラインでの提案が含まれており、選考基準に対する回答と選考基準に対比させ

た statement of claims の提供を行う。 

 ステージ 1 では、Innovation Australia が大臣に全ての申請の評価結果を通知し、どの申請が評価

過程のステージ 2 に進むのにふさわしいか提言を行う。 

 ステージ 2 では、申請者は以下を含むビジネスケースについての完全な文書の提出が求められる。 

(a) 活動内容の完全な詳細 

(b) 選考基準と対比させた詳細な statement of claims 

(c) 参加者の貢献を含む総合的な予算 

(d) 完成したインパクトツール 

(e) 役割、責任、経験を含む、主要スタッフの詳細 

 申請者はまた、Innovation Australia および/あるいは Independent Experts とのインタビューにおい

て、このビジネスケースの発表を行うことが求められる。 

 Innovation Australia は、申請のあらゆる側面について、産業界、政府、研究部門からの助言を求め

ることができる。 

 要件を満たした申請を評価するにあたって、Innovation Australia は、提出資料、インタビュー、専門

家の助言、その他の関連事項を考慮する。Innovation Australia は両ステージにおいて以下に基づ

き大臣に提言を行う。 

(a) 選考基準 

(b) 政府の優先事項（Government Priorities） 

(c) 要件を満たしたその他全ての申請、および 

(d) その他全ての関連事項 

 ステージ 2 のインタビューに続き、Innovation Australia は大臣に申請の最終評価の結果を通知し、

以下について提言を行う。 

(a) どの申請が資金提供にふさわしいか 

(b) その CRC への資金提供を通じて実現する国益 
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(c) 合格した各申請者への資金提供額、および 

(d) 資金提供のオファーに適用される条件 

 大臣は以下について決定を行う。 

(a) ステージ 1 において、ステージ 2 に進む申請に関する決定、および 

(b) ステージ 2 において、どの申請が資金を提供されるか、合格した各申請者に提供される資金提

供額、もしあれば資金提供の契約条件 

 大臣の決定は 

(a) プログラムガイドラインの要件を考慮に入れる 

(b) Innovation Australia の助言を考慮する、および 

(c) 申請や関連文書を含む、その他の関連事項を考慮に入れることができる 

 申請者はステージ 1 で合格しステージ 2 に進めるかどうかを書面で通知される。ステージ 1 で合格し

た申請者はステージ 2 の要件を通知される。 

 ステージ 2 で合格した申請者には、資金提供の詳細と、オファーを受ける前に対応しなければならな

い条件あるいは資金提供に適用される条件が書かれた書面が送られる。全てのステージにおける不

合格の申請者にはフィードバックが提供され、申請について議論する機会が提供されることもある。 

 

CRC-P の選考過程 

 要件を満たした CRC-P 申請は、実績に基づき他の全ての CRC 申請との比較において、1 つのステ

ージで検討される。 

 リード参加者（Lead Participant）は、business.gov.au から入手できるフォームを使用し、オンライン申

請を行う。その申請には以下が含まれている必要がある。 

(a) 選考基準と対比させた statement of claims 

(b) 参加者の貢献を含む予算案、および 

(c) 提案するプロジェクトの関連マイルストーンを含む、スケジュール案 

 Innovation Australia は、申請のあらゆる側面について、産業界、政府、研究部門からの助言を求め

ることができる。 

 要件を満たした申請を評価するにあたって、Innovation Australia は提出資料、インタビュー、専門家

の助言、その他関連事項を考慮する。Innovation Australia は、以下に基づき大臣に提言を行う。 

(a) 選考基準 

(b) 政府の優先事項（Government Priorities） 

(c) 要件を満たしたその他全ての申請、および 

(d) その他全ての関連事項 

 申請の検討に続き、Innovation Australia は以下について大臣に提言を行う。 

(a) どの申請が資金提供にふさわしいか 

(b) この CRC-P への資金提供を通じて実現する国益 

(c) 合格した各申請者への資金提供額、および 

(d) 資金提供のオファーに適用される条件 

 大臣は、どの申請に資金を提供するか、合格した各申請者への資金提供額、もしあれば資金提供

の契約条件について決定を行う。 

 大臣の決定は 
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(a) プログラムガイドラインの要件を考慮に入れる 

(b) Innovation Australia の助言を考慮する、および 

(c) 申請や関連文書を含む、その他関連事項を考慮に入れることができる 

 大臣は、以下について評価を行った後、その申請が関連する会計年度において利用可能な CRC

プログラム財源の範囲内で拠出することができないと合理的に考える場合は、申請を承認してはなら

ない。 

(a) 現在の会計年度における CRC プログラム資金の既存のコミットメント 

(b) 将来の年度における既存のコミットメント、および 

(c) 現在利用可能な CRC プログラム資金 

 申請者は資金提供を受けることに成功したかどうかを書面で通知される。合格した申請者は資金提

供の詳細と、オファーを受ける前に対応しなければならない条件あるいは資金提供に適用される条

件が書かれた書面が送られる。 

 不合格となった申請者には同申請に関するフィードバックの提供や、同申請について議論する機会

が提供されることがある 

 

②CRC for Developing Northern Australia の活用 

2015 年 6 月 18 日に「The White Paper on Developing Northern Australia」が公表され、それには Cooperative 

Research Centre (CRC) for Developing Northern Australia を設立するための 10 年間にわたる 7,500 万ドルの

支出が含まれていた。同 CRC は豪州政府の北部開発計画の中核をなす要素である。 

同 CRC は、企業、政府、研究者が協力して北部豪州においてビジネスや成長の機会を見出す支援を行う。

同 CRC は業界主導で、北部豪州を拠点とし、当初は農業、食品、tropical health といった北部豪州が特に強

みを持つ分野に重点を置く予定。業界主導の共同研究開発ベンチャーに業界、研究機関、北部豪州の全て

の管轄区域、国際パートナーを結集させる。 

2015 年 11 月 11 日、産業・イノベーション・科学省大臣（Minister for Industry, Innovation and Science）であ

るクリストファー・パイン下院議員（Christopher Pyne MP）と、資源・エネルギー・北部豪州大臣（Minister for 

Resources, Energy and Northern Australia）であるジョシュ・フライデンバーグ下院議員（Josh Frydenberg MP）

は、ジョン・ウォートン AM（John Wharton AM）が同 CRC の暫定議長に任命されたことを発表した。 

ウォートン氏は同 CRC の設立を先導し、同 CRC の方向性と研究課題を設定するために利害関係者や参加

者と広く協議し、同 CRC が北部豪州の企業やコミュニティのニーズを確実に満たすよう指揮を執る。 

コンサルテーションでの利害関係者の意見は同 CRC を設立するための提案書の作成の助けとなる。ウォー

トン氏はこのコンサルテーション・プロセス後、豪政府による審議に向けてできるだけ早く提案書を提出する予

定である。 

2016 年 4 月 21 日、豪州政府は、タウンズビル市（City of Townsville）が同 CRC の管理本部（administrative 

headquarters）の拠点となることを発表した。 

 

本事業において大豆、アスパラガス、バラマンディの事業開発に係る CRC の活用が、関係主体の間で意見

交換された。その内容は次の通り。 
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図表 2-66 CRC の活用に関する意見交換の内容 

大豆  Hayman 種の開発については、Dr. Andrew James を中心とするチームにより、既に

CRC の活用が図られ、更なる品種の改良については、CRC を活用した取組が進めら

れている。 

 大豆の種の開発について、日本側が貢献する部分は、用途側として求められる品質

（プロテイン含有量などの付加価値分）と実際の栽培により得られる適切な価格であ

り、これについては、上記の既存の取組でカバーされることが判明した。 

 Hayman 種を活用した用途開発については、既に、日本企業の事業活動の一環として

進められており、これらは、非常に高いレベルでの秘匿性が求められることから、CRC

の活用は不向きであることが判明した。 

アスパラガス  本事業で活用を検討している種は、U157F1 という既存種であり、現状ではこの種の北

豪地域での適用性を検討するため、種の開発は伴わない（将来的な可能性としてはあ

り得る） 

 栽培方法についても、日本で用いられている取組の応用であり研究開発を含むが、一

方で、そのノウハウを公開することは、競争力を失うことにもつながることから、CRC の

活用は不向きであることが判明した。 

バラマンディ  刺身グレードバラマンディの開発には多分に研究開発要素が関係している。 

 陸上養殖技術の開発に当たっては、本事業に参加する豪州企業が既に CRC を活用

して開発した経緯がある。 

 本事業では、陸上養殖技術と自動フィレ化装置、急速冷凍システムの組み合わせによ

る新たな生産システムの開発が提案されているが、一方でこのシステム自体が大きな

競争力を生むものであり、そのノウハウを公開することは、競争力を失うことにもつなが

ることから、CRC の活用は不向きであることが判明した。 
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2.6.5 Northern Australia Infrastructure Facility（NAIF）の活用 

NAIF は、融資がなければ構築されないかあるいは当分の間は構築されないであろう経済インフラ（economic 

infrastructure）への民間部門の投資の奨励および補完を目的に、最大 50 億ドルの譲与的融資（concessional 

finance）の提供を行う。この革新的経済インフラのための支援は、北部豪州における経済および人口の長期的

成長にとって重要なステップとなることが期待されている。 

NAIF の本部はケアンズに設置される予定であり、北部投資を担当する機関の本部を北部豪州に設置するこ

とによって、同地域の長期的発展に対する豪州政府のコミットメントが明確に示されている。 

NAIF はまた、豪州の輸出信用機関である輸出金融保険公社（Export Finance and Insurance Corporation

（Efic））の支援も受ける。資源エネルギー北部豪州省大臣（Minister for Resources, Energy and Northern 

Australia）である Josh Frydenberg 下院議員は、北部豪州大臣である Matthew Canavan 上院議員の支援の下

で NAIF の実施の責任を負う大臣である。産業イノベーション科学省（Department of Industry, Innovation and 

Science）は両大臣の支援を行う。 

適格基準には必須の適格基準と任意の適格基準の両方が含まれる。これらの基準は、NAIF 資金の投資方

法と NAIF の運営について期待されることを大まかに設定した Investment Mandate に含まれる予定である。 

NAIF の資金提供の資格を得るために、プロジェクトは以下の 7 つの必須基準を満たす必要がある。 

 経済インフラの建設あるいは改良が含まれる。 

 公共の利益のためである。 

 NAIF の支援がなければ進行する見込みがない、あるいは大幅に遅延してしまう。 

 北部豪州に位置するか、北部豪州にとって重要な利点がある。 

 NAIF が債務による資金調達の過半数のソースであってはならない。 

 この融資の返済あるいは借り換えが可能である。 

 

NAIF の金融商品には、以下の共通する特徴がある。 

 金融商品の選択はその都度で決定され、各プロジェクトの特定のニーズに合わせて調整される。 

 コンセッションは、プロジェクトの実行可能性を確保するために必要な範囲で提供される。 

 金融商品は株式を除く資本構成の任意の部分を構成することができる。 

 支援されるプロジェクトの予想を上回る財務実績について連邦政府が分け前を得ることを可能にする条

件が含まれる場合がある。 

 NAIF は民間金融、北部準州、クイーンズランド州、西オーストラリア州と協力して活動するが、支援され

るプロジェクトの主な資金源になるものではない。 

 提案された適格基準の下、5,000 万ドル以上の融資を求めるプロジェクトは優先される。この優先権と、

NAIF が債務による資金調達の主な資金源になってはならないという要件により、優先的な配慮を受け

るためにプロジェクトは最低 1 億ドルの債務を有することが事実上求められている。 

 経済インフラは、買い手と売り手間の商品、サービス、情報、労働者の流れに関連する物理的構造物を

含む。これには鉄道、道路、公共交通機関、水、エネルギー、通信ネットワーク、港湾、空港が含まれる

が、これに限定されるものではない。 

 

現状では上記についても、具体的な内容として固まっていないことから、本事業では、今後の検討を待って

活用方策を議論することとなった。 
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2.7 日系企業が農業投資を行う上での障害となり得る個別具体的な事項の整理 

2.7.1 農業への投資と農地の保有 

外国投資審査の枠組みは、法的枠組みで規定されており、豪州の外国投資政策と法律の具体的な適用に

関する指針書によって補完されている。 

 法的枠組みには、1975 年 外資による資産買収及び企業買収法（Foreign Acquisitions and Takeovers Act 

1975）（以下、「外資法」）、ならびに 2015 年 外資による資産買収及び企業買収に係る手数料賦課法

（Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Act 2015 ）（以下、「手数料賦課法」）とそれに関連

する規則が含まれる。 

- 外資法に基づき、財務大臣は特定の基準を満たす外国投資案件を審査することができる。財務大臣は、

外国投資案件が国益に反することのないよう、当該案件を阻止する、またはその実施方法に条件を適

用する権限を有する。手数料賦課法とその施行規則により、外国投資の申請及び通知に係る手数料が

定められている。 

 外国投資政策においては、国益の考慮など、外国投資枠組みの運用に対する政府のアプローチが概説さ

れている。同政策は、枠組みの概要を説明するものであり、法律に照らして解釈されなければならない。 

 指針書は、外国投資枠組みが種々の買収や投資家に対してどのように適用されるかについて、より具体的

な情報を提供するものである。これはあくまでも指針であり、法律に照らして解釈されなければならない。指

針書は、www.firb.gov.au にて入手することができる。 

 

財務大臣は、外国投資に関する判断を下す際、外国投資案件を審査し、国益への影響に関して助言を行う

外国投資審査委員会（Foreign Investment Review Board：FIRB）から助言を受ける。FIRB は非法定諮問機関

である。意思決定に関する責任は財務大臣にある。 

FIRB は、財務省内にある事務局及び豪州税務局（Australian Taxation Office：ATO）による支援を受けてい

る。 

財務省は、事業、農業用地及び商業用地計画に関連する枠組みの日常的な管理を担当している。ATO は

住宅用不動産に対する外国投資を管理している。 

豪州は自由貿易協定（FTA）を通じた貿易と投資の自由化に努めており、これらの協定に基づく合意事項を

履行する。この合意事項には、交渉に基づくより厳しい外国投資審査基準が含まれている。国益審査は、引き

続きすべての国に一貫して適用される。 

 

一般的に、「外国人」とは以下のいずれかである。 

 豪州に通常居住していない個人 

 外国政府または外国政府投資家 

 豪州に通常居住していない個人、外国法人または外国政府が最低 20％の実質的権益を保有する法人、

信託の受託者またはリミテッド・パートナーシップのジェネラル・パートナー 

 二人以上の外国人が合計で最低 40％の実質的権益を保有する法人、信託の受託者またはリミテッド・パ

ートナーシップのジェネラル・パートナー 

 

「外国政府投資家」とは以下のことである。 

 外国政府または個別の外国政府機関 

 以下のいずれかに該当する法人または信託の受託者、あるいはリミテッド・パートナーシップのジェネラル・
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パートナー   

- 外国政府または個別の外国政府機関が最低 20％の実質的権益を保有する   

- 2 か国以上の外国（またはその一部地域）の政府または個別の政府機関が合計で最低 40％の実

質的権益を保有する 

 

通知要件は様々であり、投資家が外国政府か非政府投資家かどうか、買収の種類、買収が基準額

（monetary thresholds）及び FTA 合意事項の対象となっているかどうかなど、多くの要因に基づいている。 

基準額については、以下の通りである。 

 

図表 2-67 基準額（Monetary thresholds）（農業関連のみ抜粋） 

基準額は、毎年 1 月 1 日に指標化される。ただし、農業用地に対する 1500 万ドル超（累計）の基準額とシンガポ

ール及びタイの投資家の農業用地に対する 5,000 万ドル超の基準額は指標化の対象外となっている。 

 

―非土地関連の案件 

投資家 行 為 基準額 – 以下の金額を超えるもの 

基準額が高い FTA 締結国の
投資家 

アグリビジネス 
*アグリビジネスとは第一
次産業（農業、林業、漁
業）並びに肉、家禽類、魚
介類、酪農品、果実及び
野菜の加工や砂糖、穀物
及び油脂の製造をはじめ
とする一部の第一段階下
流製造業を含む。 

10 億 9,400 万ドル 

中国、日本及び韓国については、5,500 万ドル（買
収対価の価額及び法人において外国人が（関係
者とともに）保有するその他の権益の合計価額に
基づく） 

その他の投資家 5,500 万ドル（買収対価の価額及び法人において
外国人が（関係者とともに）保有するその他の権益
の合計価額に基づく） 

 

―土地関連の案件 

投資家 行 為 基準額 – 以下の金額を超えるもの 

基準額が高い FTA 締結国の
民間投資家 

農業用地 チリ、ニュージーランド及び米国については、10 億
9,400 万ドル 

中国、日本及び韓国については、1,500 万ドル（累
計） 

非 FTA 締結国及び基準額が
高くない FTA 締結国の民間
投資家 

シンガポール及びタイについては、土地が専ら且
つ排他的に一次産業ビジネスに使用されている場
合（それ以外の土地は農業用地ではない）、5,000
万ドル 

その他 1,500 万ドル（累計） 

 

外国投資家は、投資の通知義務の有無について疑問がある場合、FIRB に問い合わせるか、個別の法律相

談を依頼しなくてはならない。 

 

アグリビジネス 

外国人は、投資価値が 5,500 万ドルを超えるアグリビジネスにおいて（アグリビジネスの価値にかかわらず）、

直接的権益（一般的に少なくとも 10％、もしくは影響力、関与能力または管理能力）を取得する前に、承認を

得なければならない。 

豪州の FTA 合意事項に従って、チリ、ニュージーランド及び米国の投資家に対しては、アグリビジネスにお
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いて実質的権益を取得する場合、10 億 9,400 万ドルの基準額が適用される。 

 

農業用地 

農業用地とは、一次産業ビジネスに使用されている、または合理的に使用できうる豪州の土地のことである。 

外国人は、農業用地における権益の取得を予定している場合であって、購入予定のものを含め、外国人（及

びすべての関係者）が所有する農業用地の累計額が 1,500 万ドルを超える場合には承認を得なければならな

い。 

FTA の合意事項に従って、チリ、ニュージーランド及び米国の投資家に対しては 10 億 9,400 万ドル、シンガ

ポール及びタイの投資家に対しては 5,000 万ドルの基準額が適用される。 

これらの基準額は累計されない。 

 

農地の登記 

2015 年 2 月 11 日、政府は、豪州への外国投資に関する透明性を高めることを目的とした一連の改革を発

表した。これらの改革には、外国人による農業用地の所有登録の確立及び農業用地の取得に適用される豪

州の外国投資審査制度の変更が含まれていた。 

 

外国人による農業用地の所有登録（Register of Foreign Ownership of Agricultural Land）（農業用地登録

（Agricultural Land Register））は、2015 年 7 月 1 日に開始され、豪州税務局（ATO）によって運用される。 

 

2015 年外国人による農業用地の所有登録法（Register of Foreign Ownership of Agricultural Land Act 2015）

（2015 年農業用地登録法（Agricultural Land Register Act 2015））により、農業用地の権利を有する外国人は、

土地の価値にかかわらず、当該権利を農業用地登録（Agricultural Land Register）に登録しなければならない。 

 

投資家は、以下のいずれかに該当する場合、30 日以内に ATO に通知しなければならない。 

> 農業用地の所有を開始する外国人である   

> 農業用地の所有をやめる外国人である   

> 農業用地を所有しながら外国人になる  

> 農業用地を所有しながら外国人でなくなる   

> 農業用地になる土地を所有している外国人である   

> 農業用地でなくなる土地を所有している外国人である       

   

農業用地の権利には、所有権、または賃貸借契約（転貸またはライセンスを含む）のもと土地を占有する権

利であって、賃貸借またはライセンスの期間（延長または更新を含む）が合理的に 5 年を超える可能性がある

ものが含まれる。 

なお、2015 年 7 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日までに行われた登録の結果は次の通り。 
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図表 2-68 外国人が所有する農業用地の割合2 

州／準州3 外国人所有(‘000 ha) 豪州の農業用地(‘000 ha) 外国人所有の割合（％） 

NSW/ACT 2,357 57,434 4.1 

VIC 607 12,009 5.1 

QLD 17,658 135,918 13.0 

WA 8,841 81,399 10.9 

SA 7,156 45,837 15.6 

TAS 342 1,569 21.8 

NT 15,169 50,392 30.1 

合計 52,147 384,558 13.6 

 

図表 2-69 外国人が保有する所有地及び借地 

州／準州 所有地 (‘000 ha) 借 地 (‘000 ha) 合 計4 (‘000 ha) 

NSW/ACT 2,146 232 2,378 

VIC 565 71 636 

QLD 5,426 12,860 18,286 

WA 798 8,045 8,842 

SA 141 7,015 7,156 

TAS 302 40 342 

NT 46 15,123 15,169 

合計 9,423 43,385 52,808 

 

図表 2-70 外国人による豪州農業用地の所有概況 

州／準州 土地の数 面 積 (‘000 ha) 

NSW/ACT 1,798 2,375 

VIC 1,558 607 

QLD 1,345 17,658 

WA 917 8,841 

SA 614 7,156 

TAS 911 342 

NT 71 15,169 

合 計 7,214 52,147 

 

                                                   

 
2 表 1 に示されている州／準州別の外国人所有農業用地の割合は、農業用地登録に登録されている各州／準州の外国人所有農業用地の総面

積を、豪州統計局（ABS）の 2014 年-2015 年農村環境及び農産物調査（Rural Environment and  Agricultural Commodities Survey：REACS）から

得られた各州／準州の農業用地の総面積で割って算出された。 
3 一部の土地は複数の州／準州にまたがる。当該土地に関しては、州／準州を決定するため、登録者によって提供された土地の住所を用いた。 
4 場合によっては、2015 年外国人による農業用地の所有登録法の要件に基づき、同一の土地が土地の所有権を有する外国人と借地権を有する

外国人によって別々に登録されている。両方の登録から得られた土地面積情報は、表 2 にのみ含まれている。その結果、表 2 の外国人が所有す

る土地の総ヘクタール数は、本報告において最も大きい。 
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図表 2-71 土地利用別の外国人所有農業用地 (‘000 ha)5 

州／準州 作 物 家 畜 園 芸 その他の農業 林 業 非農業 未報告 

NSW/ACT 638 1,168 74 35 122 97 242 

VIC 80 78 6 10 413 14 6 

QLD 314 15,349 76 12 353 147 1,407 

WA 419 7,602 10 15 160 511 123 

SA 23 6,983 7 1 92 37 12 

TAS 4 51 17 3 259 5 4 

NT 1 14,554 0 0 11 16 587 

合 計 1,479 45,785 190 77 1,409 827 2,381 

 

図表 2-72 外国人が所有する農業用地の出身国別面積  上位 10 か国 (‘000 ha)6 

国 合計 

英 国 27,504 

米 国 7,727 

オランダ 2,976 

シンガポール 1,862 

中 国 1,463 

フィリピン 1,119 

スイス 1,069 

ジャージー 944 

インドネシア 774 

日 本 685 

合 計 46,123 

 

農業部門への投資 

上記の要因に加え、農業部門における外国投資案件を審査する際、政府は通常、当該案件の以下に対す

る影響を考慮する。 

 水等を含む豪州の農業資源の質及び入手可能性 

 土地へのアクセスと利用 

 農業生産及び生産性 

 豪州社会全体と貿易相手国の両方にとって、豪州が農業生産において信頼できるサプライヤーであり続け

る能力 

 生物多様性 

 豪州の地方及び地域社会における雇用と繁栄 

 

                                                   

 
5 農業用地登録フォームにおいて土地利用の欄は記入必須欄ではなかったため、すべての登録者が土地利用について回答したわけではない。 
6 法人及びトラストは、設立した国を提示しなければならなかった。しかしながら、これは、必ずしも投資家の出身国を反映するものではない。ATO

は、豪州で設立された法人として登録を行った残りの登録者を投資家の出身国と照合するために、そのデータソースを使用し続けている。 
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2.7.2 豪州への播種用種子の輸入 

農業・水資源省（Department of Agriculture and Water Resources） は、植え付け・栽培用に豪州へ輸入され

る種子（播種用種子）に条件を課している。 これらの条件により、豪州は、環境及び経済に悪影響を及ぼしう

る外来雑草や病気が輸入種子によってもたらされるリスクから守られている。  

 

種子に関するすべての輸入条件は、同省のバイオセキュリティ輸入条件システム（Biosecurity Import 

Conditions system：BICON）に詳述されている。 

 

輸入条件は、植物または種子の属及び種をはじめ、輸出国等の様々な要因によって異なる。BICON には、

輸入を希望する種子に関する具体的な輸入条件が掲載されている。  

 

輸入条件には以下が含まれうる。 

 許可：一部の種子については豪州へ持ち込むために輸入許可が必要である。遺伝的組み換えが行われて

いるすべての種子、または遺伝子組み換え植物に由来するすべての種子については、種子の種類にかか

わらず輸入許可が必要である。 

 植物検疫証明書：一部の種子の荷口については、輸出国の国家植物防疫機関（National Plant Protection 

Organisation：NPPO）が発行する植物検疫証明書も必要である。 

 清潔さ、梱包及び表示：荷物には清潔かつ新しい梱包材で梱包を施し、植物名（属及び種）をフルネーム

で明確に表示する必要があり、生きた昆虫、土壌、病徴、禁止されている種子、他の植物性物質（葉、茎物

質、果肉、サヤ物質など）及び動物性物質（動物の糞便や羽など）が含まれていてはならない。  

 検査：種子の荷口はすべて、豪州に到着した時点で、バイオセキュリティ職員による検査を受けなければな

らない。  

 ISTA 試験：一部の輸入種子については、輸送前または豪州到着時に、国際種子検査協会（International 

Seed Testing Association：ISTA）の手順に従った試験及び承認検査所における分析が必要となる。あらゆ

る最終用途向けに豪州へ輸入される種子の荷口はすべて、種子汚染物質及び耐性に関する省の基準を

満たさなければならない。 

 処理：一部の種子については、輸送前または豪州到着時に、省が定める方法を用いて処理を行う必要が

ある。 

 隔離検疫（Post entry quarantine：PEQ）：一部の高リスク種子については、BICON に規定されている通り、

適切な承認協定施設（approved arrangement site）または連邦政府の PEQ 施設において一定期間の栽培

とスクリーニングが必要である。 
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図表 2-73  New plant introduction form 
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BICON に記載されていない種を輸入したい場合は、新規植物導入用紙に記入し、提出することができる。用

紙に記入された情報は、省による当該種の雑草リスク評価に使用され、その後、新種の輸入条件が整備される

場合もある。 

 

提供されるいかなる追加情報も、省がこのプロセスを行う上で役立つ。なお、省が種の輸入条件を整備する

まで、種子を輸入することはできない。 また、雑草リスク評価プロセスには時間がかかることがあり、輸入条件

が整備されるという保証はない。 

農業・水資源省及びその他の関係者が実施する輸入活動及び業務については、料金及び手数料が必要と

なる。 その例として以下が挙げられる。 

 輸入許可申請 

 書類審査 

 隔離検疫 

 検査 

 処理 

 試験  

 

輸入許可、検査、及び連邦政府の PEQ 施設における隔離検疫など、省が実施する業務に係る費用の詳細

は、省の料金ガイドラインに記載されている。 
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2.7.3 外資保有水利権登録新制度に関する政府の発表 

（http://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2016/12/water-register-of-foreign-ownership/） 

2016 年 12 月 1 日、連邦政府は、外国人が保有する水利権の登録制度を確立するため、2015 年 外国人に

よる農業用地の所有登録法（Register of Foreign Ownership of Agricultural Land Act 2015 (Cth)）を改正する

法案を可決した。これは、以前行われた 1975 年 外資による資産買収及び企業買収法の改正を踏まえたもの

であり、以上によって現在では、豪州の土地及び水利権を保有する外国人に対する登録要件が確立されてい

る。 

 

バーナビー・ジョイス下院議員（The Hon. Barnaby Joyce MP）は、報道発表において、豪州における水利権

の外資保有状況に関する透明性を高めることで、豪州の農業資産及び天然資源の外資保有に関する情報が

不十分であるという国民の懸念に対処するため、本改正を行ったと述べた。 

 

2017 年 12 月 1 日から、外国人は、毎年 1 回、登録可能な水利権（registrable water entitlements）及び契約

上の水利用権（contractual water rights）の保有状況を ATO に登録することが義務づけられる。 

 

2017 年 7 月 1 日から 2017 年 11 月 30 日まで、外国人が既存の権利を登録することができる現状把握期間

（stocktake period）が設けられることになっており、これによって保有状況の変化度合いを評価する基準が得ら

れる。 

 

これは外国人に影響を与えることになる。登録可能な水利権または契約上の水利用権の絡む外国人との取

引を行う者も、その変更点を認識し、新たな登録要件を取引に反映しなくてはならない。 

 

外国人とは以下のいずれかのことである。 

 豪州に通常居住していない個人 

 外国政府または外国政府投資家 

 豪州に通常居住していない個人、外国法人または外国政府が最低 20％の実質的権益を保有する法人、

信託の受託者またはリミテッド・パートナーシップのジェネラル・パートナー 

 二人以上の外国人が合計で最低 40％の実質的権益を保有する法人、信託の受託者またはリミテッド・パ

ートナーシップのジェネラル・パートナー 

 

登録可能な水利権については以下の通りである。 

 灌漑インフラ事業者から水供給を受ける権利、及び 

 以下のいずれかまたは両方を行うために州または準州の法律に基づいて与えられる権利 

 ◦豪州の水資源からの水を貯留する 

 ◦豪州の水資源から取水する（例：水利免許または水利権） 

 

ただし、以下は除く。 

 家畜・家庭用水利権及び沿岸水利権（stock, domestic and riparian rights） 

 特定の水利権または配水権 

 水使用権（water allocations） 
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契約上の水利用権とは、残存期間が 2017 年 11 月 30 日の終了時点で 5 年を超えると合理的に見込まれる

（延長または更新を含む）契約に基づき、外国人が、単独または共同で、他人の登録可能な水利権に対して

保有する契約または証書に基づく権利である。 

 

本改正を受け、外国人には以下のことが義務付けられる。 

 2017 年 7 月 1 日から 2017 年 11 月 30 日までの間 

- 2017 年 11 月 30 日の終了時点で外国人が保有するすべての登録可能な水利権を ATO に通知

する。 

- 2017 年 11 月 30 日の終了時点で外国人が保有するすべての契約上の水利用権を ATO に通知

する。 

 

 2017 年 12 月 1 日以降： 外国人は以下に該当する場合、当該会計年度末から 30 日以内に ATO に通知

する。 

- 登録可能な水利権または契約上の水利用権の保有を開始または停止する。 

- 登録可能な水利権または契約上の水利用権を保有したまま外国人になるか、外国人でなくなる。 

- 保有する登録可能な水利権または契約上の水利用権において、水量または水資源の割り当てに

変更がある。 

 

登録は、税務長官に対し、承認された書式（まだ公表されていない）で通知することにより行う。 

 

水利権を有する外国人、または外国人との間で登録可能な水利権の取引を行おうとする者は、当該取引及

び権利に対するこの法律の影響について法的助言を求めるべきである。 

 

上記期限内に登録を行わなかった場合は、外国人に対し、1953 年租税管理法（Taxation Administration 

Act 1953）に基づく罰金を含め、登録までの遅延期間 28 日ごとに 1 ペナルティ・ユニット（penalty unit）の罰金

が課される。 現在のところ、これらのペナルティ・ユニットは 180 ドルとされているが、当該外国人の所得に応じ

て 2 倍から 5 倍高くなる可能性がある。 
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3. 豪州市場における和食・日本食の普及に係る事業化可能性調査の実施 

3.1 普及方策の検討 

3.1.1 調査の方向性 

豪州市場における和食・日本食の普及方法の一つとして、豪州において日本食料理人の養成ができる仕組

の構築が考えられる。本調査では、豪州の TAFE（技術・継続教育）との連携により、日本食料理人の養成体

制の構築を目指した試験的なプログラムを実施することとした。 

 

3.1.2 TAFE の仕組み 

豪州の専門学校は、州立の職業訓練専門学校(TAFE:Technical and Further Education)と私立の専門学校

の 2 種類に大別される。 

TAFE は、州政府が運営し、都市部と地方のキャンパスがネットワークで結ばれており、各キャンパスで幅広

い科目の指導を行っている。 

私立の専門学校は、観光業、ビジネス、デザインなど、特定の分野に特化しているところが多い。 

各教育機関のカリキュラムや教授方法などは、政府の認定を受け（連邦政府 Department of Education and 

Training が所管し、Australian Skills Quality Authority(ASQA)が管理）定期的にチェックされ、コースやスタッ

フ、指導内容などの質が高く維持されている。 

留学生を対象とした様々な専門コース、英語コースも開講されているが、90%以上は現地の豪州人が学ぶ場

であり、理論を学ぶ大学、実践を身につける TAFE という位置づけとされている。TAFE は、実社会でプロとし

て働いていくための実力を養う場であり、実社会で働いている者の専門知識・実践力の強化にも活用され、働

きながら TAFE にも通うことも多い。 

TAFE は提携大学を多く持ち、TAFE の 1～2 年コース（Diploma)を取ると、提携の大学の同コースの 2 年次

以降に編入できることも多く、TAFE へ通った後に、大学へ編入するのはオーストラリア人の中でも留学生にと

っても一般的とされている。 

TAFE は州によって多少システムが異なり、例えば、NSW 州では TAFE NSW は、Institute と呼ばれる地域

別に分けられた 10 組織を有し、計 130 の分校を有する。 

 

3.1.3 プログラムの試験的導入を行う連携機関の選定 

日本食料理人の養成、またその後の普及を想定すると、すでに日本食が普及しつつある都市（ブリスベンや

シドニー、メルボルン等）において試験を実施することが望ましい。 

今回は、各州 TAFE 関係者や農林水産省等との協議結果を踏まえて、TAFEQueensland（クイーンズランド

州 ブリスベン）及び William Angliss Institute（ビクトリア州 メルボルン）において試験的導入を実施することと

した。 

 

3.1.4 TAFEQueensland の概要 

TAFEQueensland は最前線のテクノロジーと優れた施設、留学生がオリジナルの学習方法を選択できるよう

に長年の経験が活かされたカリキュラムが編成されている。当機関では毎年600 種類以上のコースが提供され

ており、90 か国以上の国から 18 万人以上の留学生も受入れている。実際の授業では、実践的かつ実務的な

内容に重点を置き、質の高い教育を 130 年に渡り提供し続けてきている。 

多目的に合わせて設計されているクラスルームから、本当のオフィスのように作られた環境やマンツーマン体

制のクラス等も整備されており、生徒と講師との対話が行いやすい環境も提供している。 
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料理人養成コースは「Commercial Cookery」として提供されている。当コースの概要は以下の通り。 

 

図表 3-1  TAFEQueensland で提供されている「Commercial Cookery」コース 

 

出典 TAFEQueensland(https://international.tafeqld.edu.au/) 

 

3.1.5 William Angliss Institute（WAI）の概要 

WAI は豪州メルボルンに位置する創立 75 年以上の歴史を誇る TAFE である。飲食業やサービス業、旅行

業に特化した機関となっている。機関全体の学生数は年間 2 万 4 千人を超え、そのうち 1,500 人程度が留学

生で占められている。政府だけでなく、実業界とも綿密に連携し、実社会のニーズに合わせた教育を提供して

いる。 

当機関には業界基準の訓練施設があり、料理コース関連（「Commercial Cookery」）では実習用レストランが

3 拠点、厨房は 11 箇所、その他、コーヒ・アカデミー、ワイン官能評価センターと言った専門的な施設が整備さ

れている。 

当機関で設定されている「Commercial Cookery」コースの概要は次の通り。 
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図表 3-2  WAI で提供されている「Commercial Cookery」コース 

 

出典 William Angliss Institute 「2017COURSE GUIDE」 
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3.2 プログラムの検討 

3.2.1 監修及び講師の選定 

試行的プログラムの検討に当たっては、在京豪州大使館からの推薦者である荒金シェフに監修兼講師を依

頼することとした。 

 

図表 3-3  荒金シェフの概要 

氏名 
荒金 育英（Ikuei Arakane） 

 

所属 
DO IMAGINIA 代表 

主要活動拠点 
ビクトリア州メルボルン 

経歴  兵庫県尼崎市出身 

 （株）ロイヤルホテルを経て１９８７年に来豪州 

 メルボルンの TAXI DINING RESTAURANT で 2006 年ベストレストランオブザイヤー

を受賞 

 現在はレストランのコーディネート及びコンサルタント会社の代表も勤めシェフとして

活躍 

 BOYNTON"S WINERY では EXCUTIVE CHEF として自家農園を作り料理を提供 

 PAUL MATHIS GROUP ではコンサルタントシェフとして、様々な FOOD EVENT の

制作などにも取り組み、多方面で活躍中 

出典 荒金シェフインタビューに基づき NRI 作成 

 

3.2.2 カリキュラムの検討 

カリキュラムの検討は、荒金シェフや TAFEQueensland、WAI 関係者と協議の上検討を行った。 

今回は試行的プログラムであり、比較的短期間で検討から実施までを行う必要があったことから、プログラム

の所要時間は概ね 3 時間程度に設定することとした。 

なお、豪州教育職業訓練省（Department of Education and Training）が管理・運営を行っている SITHA には、

日本食に関連するカリキュラムが現時点で 4 項目規定されている。本格的なカリキュラムの作成に向けてはこう

した規定に準拠することも必要であるが、本調査においては、短期間かつ協力機関での受入れ易さを重視し、

簡易版カリキュラムとして作成した。 

また、当プログラムにおいて調理するメニューは、荒金シェフと協議の上、「豪州国内での食材の入手し易さ」、

「和食・日本食独自の味覚（うまみ等）の体験」、「和食・日本食の文化の体現」という観点を踏まえ、「一汁三菜」

をコンセプトとした定食（Japanese Teisyoku）を選定した。 

各機関における実施カリキュラム及び調理するメニューのレシピは次の通り。 
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図表 3-4  TAFE Queensland における試行的カリキュラム 

 

出典 NRI 作成 

 

 

Date 10th of November, 2016.

Purpose

Lecture is the basis for how teacher give his lesson for 60 students who study in original cookery course. Mr. 

Arakane, great chef based in Melbourne, will demonstrate his skill and techniques in two hours in order to obtain 

data related degree of interest of younger generation cooks for Japanese food.

Time-line

Approximately two and half hours in one day (Time schedule will be fixed)

00:00-00:10
Opening address, Consul general of Japan in Brisbane and a person from Ministry of 

Agriculture Forestry and Fisheries (Japanese government) 

00:10-00:20 Briefing (Background of our selected dish in WASHOKU), Instructor

00:20-02:00
Cook by instructor (to set an example), 

Instructor will nominate student as assistant point by point.

02:00-02:30 Tasting and feedback

Instructor
Mr. IKUEI ARAKANE : Executive chef The Glass House in Hobart 

: Director of Do Imaginia Catering & Restaurant Consulting

Selected dish Japanese Teishoku “Ishiju-Sansai”

Number of student Around 60 students

Recruitment Publicity, recruitment and selection of students commenced by TAFE QLD

Rooms and space for 

trial program
Lecture room with kitchen for instructor

Cooking ingredients Prepared by JPN
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図表 3-5  TAFE Queensland における試行的カリキュラム 

 

出典 NRI 作成 

  

Date 14th of December 2016.

Purpose
Ten selected students will take lessons and make discussions in Japanese food as food service industry based 

on lecture from Mr. Arakane.

Time-line

Approximately two and half hours in one day (Time schedule will be fixed)

00:00-00:10
Opening address, a person from Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries (Japanese 

government) 

00:10-00:20 Briefing (Background of our selected dish in WASHOKU), Instructor

00:20-02:00 Cook with instructor and students

02:00-02:30 Tasting and feedback

Instructor
Mr. IKUEI ARAKANE : Executive chef The Glass House in Hobart 

: Director of Do Imaginia Catering & Restaurant Consulting

Selected dish Japanese Teishoku “Ishiju-Sansai”

Number of student 10 selected students

Recruitment Publicity, recruitment and selection of students commenced by WAI

Rooms and space for 

trial program
Lecture room with kitchen for instructor

Cooking ingredients Prepared by JPN
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図表 3-6  試行的プログラムで実施するレシピ 

 

出典 荒金シェフ作成 

生タコ Fresh octopus タコの茹で方 Method for boiling of octopus
わかめ Wakame seaweed ワカメの戻し方 Method for soaking of wakame seaweed in water until tender
胡瓜 Cucumber 胡瓜の切り方 Method for cutting of cucumber
人参 Carrot 人参の剥き方 Method for dehulling of carrot
白胡麻 White sesame
米酢 Rice vinegar 合わせ酢の作り方 Method for making of vinegar mix
味醂 Sweet cooking rice wine
砂糖 Sugar
薄口醤油 Light soy sauce

魚のおろし方 Method for slivering of fish
魚の蒸し方 Method for steaming of fish

車海老 Prawn 海老の下処理の仕方 Method for pretreatment of prawn
銀杏 Ginkgo
キクラゲ Jew's-ear
人参 Carrot 銀あんの作り方 Method for making of thin starchy sauce 
ネギ Green onion
蕪 Rutabage 蕪のすりおろし方 Method for grating of rutabage
卵白 Egg white
白だし Light dashi
日本酒 Sake
味醂 Sweet cooking rice wine
薄口醤油 Light soy sauce
吉野葛 Yoshino kudzu
柚子の皮 Yuzu rind
鶏 Chicken 鶏の捌き方 Method for carving of chicken
濃口醤油 Dark soy sauce 漬け込み方 Method for soaking of chicken
味醂 Sweet cooking rice wine 焼き方 Method for grilling of chicken
日本酒 Sake
柚子 Yuzu
またはカボスのスライス or slice of 
春キャベツ Spring cabbage 一番出しの取り方 Method for extracting of first stock 
お味噌 Miso 味噌の合わせ方 Method for fermenting of miso
白だし White dashi
日本のお米 Japanese rice お米の炊き方 Method for boiling of rice
炭 Sumi - charcoal
水 Water

Yuan-yaki of chicken

Miso soup of spring
cabbage

若鶏の幽庵焼き

春キャベツのお味噌汁

酢の物

蒸し物

焼き物

汁物

Vinegared food

Steamed food

Broiled food

Soup

鯛 Red sea bream

MENU Ingredients Method

-

-

-

-

蛸 酢

鯛の切り身の蕪蒸し、
銀あん

Vinegared octopus

Fillet of red sea bream
with stuffed and boiled
turnip, and thin
starchy sauce

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ご飯物 Rice 白ご飯 White rice
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図表 3-7  学生に配布した調理プログラム 

 

出典 荒金シェフ作成 

 

 



 

110 

図表 3-8  学生に配布した調理プログラム（つづき） 

 

出典 荒金シェフ作成 
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図表 3-9  学生に配布した調理プログラム（つづき） 

 

出典 荒金シェフ作成 

 

3.2.3 プログラムのための資金負担 

今回は、試行的プログラムであることから、食材及び荒金氏への講師謝金については日本側にて負担し、プ

ログラム開催施設（デモンストレーション会場や調理施設、調理機器、指導サポーター等）については、各

TAFE にて提供いただくこととした。 
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3.3 普及に向けたプログラムの試行的内容 

TAFEQueensland 及び William Angliss Institute における試行的内容は次の通り。 

 

図表 3-10  TAFEQueensland における試行的内容 

開催日時 2016 年 11 月 10 日 13 時~16 時 

プログラム 13:00-13:20 イントロダクション 

13:20-15:40 調理デモンストレーション 

（メニューの試食は一品ごとに実施） 

15:40-16:00 参加者からのフィードバック 

※午前中に調理デモンストレーションのため食材の下準備を実施した。その際、下準備と合わせて、当機関生徒

数名に鯛の捌き方やキュウリの蛇腹切り等を含めた調理技術の簡易講習を実施した。 

出典 NRI 作成 

 

図表 3-11  簡易講習の様子 

指導する荒金シェフ 鯛を捌く生徒 蛇腹切りに挑戦した生徒 

   

出典 NRI 撮影 

 

図表 3-12  William Angliss Institute における試行的内容 

開催日時 2016 年 12 月 14 日 14 時~17 時 

プログラム 14:00-14:10 イントロダクション 

14:10-14:50 調理デモンストレーション 

14:50-16:45 10 の選抜生徒に対する調理指導 

16:45-17:00 参加者からのフィードバック 

出典 NRI 作成 

 

TAFEQueensland 及び William Angliss Institute における試行的内容の様子は次の通り。  
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図表 3-13  TAFEQueensland における試行的内容 

荒金シェフによるイントロダクション 和食・日本食の説明 

  

キュウリの蛇腹切りを見る学生 鯛の捌き方を指導する荒金シェフ 

  

柚の説明をする荒金シェフ 試食品の盛り付け 

  

完成した“Japanese Teisｈoku” プログラム後の質疑対応 

  

出典 NRI 撮影 
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図表 3-14  William Angliss Institute における試行的内容 

イントロダクション 蕪の皮むきの説明 

  

選抜生徒を含む参加者 デモンストレーション結果を記録する生徒 

  

個別指導でのイントロダクション 包丁の扱いを指導する荒金シェフ 

  

鯛の捌き方を指導する荒金シェフ 盛り付け方の指導 

  

出典 NRI 撮影 
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3.4 試行的導入の結果 

3.4.1 TAFEQueensland における評価 

本プログラム開催後に、参加していた生徒に対してアンケート調査を実施した。アンケートは全体で 23 名の

生徒から回答を得ることが出来た。 

本プログラムに参加した生徒の約 9 割は外国人留学生であった。男女別にみると男性が約 7 割、女性が約

3 割であった。さらに、参加生徒の年齢構成は 20 代以下、21 歳～25 歳、26 歳～30 歳、31 歳以上、いずれの

属性もほぼ同率であった。詳細は次の通り。 

 

図表 3-15  生徒の分類 

 

出典 アンケート結果 

 

 

図表 3-16  男女比 

 

出典 アンケート結果 

  

8.7% 91.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=23

Domestic student International student

34.8% 65.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=23

Female Male
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図表 3-17  参加学生の年齢構成 

 

出典 アンケート結果 

 

 

日本文化は好きかどうかを質問したところ、約 9 割の生徒は「日本文化が好きである」と回答した。詳細は次の

通り。 

 

図表 3-18  日本文化の選好 

 

出典 アンケート結果 

 

 

本プログラム中で印象的だった内容を質問したところ、多くの生徒から調理の考え方や「一汁三菜」といった

和食・日本食の理念等に対する好意的な意見が寄せられた。それ以外にも、荒金シェフがプログラム中に披

露した様々な調理技術（鯛の捌き方や味噌汁を作る際の温度管理等）に対して、勉強になったという意見や、

砂糖を使用せずに甘みを演出していること等が印象的であった旨の回答が寄せられた。詳細は次の通り。 

 

  

26.1% 26.1% 26.1% 21.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=23

~20 years old 21~25 26~30 31~

91.3% 8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=23

Like Japanese culture Not like
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図表 3-19  プログラム中で印象的だった内容 

項 目 具体的内容 

食材  砂糖を使わないのがすごかった。 

 日本食材の説明が良かった。 

調理手法  食材のシンプルさと（それを活かす）調理法が最も素晴らしかった。 

 包丁さばき（鯛や蕪）。 

 魚のおろし方と、味噌汁の作り方、提供温度が勉強になった。 

 照り焼き用の調味料の作り方が参考になった。 

和食・日本食の理念等  包丁さばきが素晴らしく、ひとつひとつに意味があるという事も驚きだった。

素晴らしい文化だと思う。 

 調理師が料理する際の考え方が素晴らしく、それも日本文化の特長のひと

つだと思います。彼らは食べ物、自然、素材に敬意を持っている。 

 「一汁三菜」の考え方がよかった。 

出典 アンケート結果 

 

 

和食・日本食に特化したコースへの関心については、とても関心があると回答した割合が約 6 割で半数以上

占めた。詳細は次の通り。 

 

図表 3-20  「Commercial cookery course」卒業後に和食・日本食に特化したコースへの関心 

 

出典 アンケート結果 

 

 

実際に生徒から寄せられた意見の中でも、和食・日本食を学ぶことに関して非常に前向きな意見が数多く寄

せられた。和食・日本食を学びたいと思う動機は、「日本文化や和食・日本食が好き」であるということ以外に、

「豪州市場において和食・日本食の人気が高まっている」ことや、「調理技術を高めるため」に和食・日本食に

係る調理技術を学びたいという意見も挙げられた。詳細は次の通り。 

 

  

57.9% 42.1% 0.0%0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=19

Very Moderately Neither Not at all
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図表 3-21  和食・日本食に特化したコースに対する生徒の主な意見 

和食・日本食を学びたいと

思う動機 

具体的内容 

日本文化や和食・日本食

が好き 

 日本文化、特に日本食が好きなので、料理人として日本料理もやりたい。 

 日本食が大好きなので、日本食についてもっと勉強したい。 

 寿司が大好きなので、魚を完璧におろす方法を知りたい。また、自分は韓国

出身であり、日本料理にはとても親近感がある。 

 私はアジア出身の学生であり、アジア料理や日本文化に興味がある。将来

日本食のコースがあればうれしい。 

和食・日本食人気の高まり  日本食は全世界でとても有名になってきているので、料理学校の生徒が日

本料理の技術を学ぶのは必須である。 

 日本食はとてもオーガニックで健康的な料理として知られているので、日本

食にはいつも興味がある。多くの人は日本食が好きなので、チャンスがあれ

ば勉強したい。 

 日本食はますます人気になっているので、（日本料理のコースがあれば）卒

業生の有益性・専門性を高めるのに役立つ。 

調理技術の向上  魚のような生の食材を扱う事が、調理師や生徒にとっておそらくとても重要だ

と思う。そのようなコースがあればとても有意義である。 

出典 アンケート結果 

 

 

和食・日本料理人となるために日本で学習する必要があると思うかについて質問したところ、そう思うと回答し

た割合は約 5 割であった。一方、あまり思わない、全く思わないという回答も約 5 割を占める結果となった。詳

細は次の通り。 

 

図表 3-22  和食・日本料理人となるために日本で学習する必要があると思うか 

 

出典 アンケート結果 

 

 

  

52.6% 42.1%
0.0%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=19

Very Moderately Neither Not at all
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実際に生徒から寄せられた意見の中では、和食・日本食が持つ伝統や文化、食材への深い知識に対する

関心から、日本で学ぶことの必要性を挙げる生徒もいる一方、どこでも学ぶことが出来るため必ずしも来日は

必要ではないという意見も寄せられた。詳細は次の通り。 

 

図表 3-23  日本で学習する必要性に対する生徒の主な意見 

項目 具体的内容 

和食・日本食が持つ伝統

や文化、食材への深い知

識を身につけるならば必

要 

 技術的スキル、食材、水などそのほかの環境という点において、日本で日本

食を学ぶのは大切である。日本においての食（または食を扱う）と、外国にお

いての食（食を扱うこと）は全く異なるので、日本食の調理師を志望する場合

は、日本に来て勉強した方がずっと良いと思う。 

 日本を訪れることでより伝統的な日本食について学ぶことができる。 

 どの程度の日本食調理師になりたいのかによる。調理法と技術だけ学びた

いなら日本に行くことは絶対必要ではないが、素晴らしい日本食の調理師

になりたいのであれば、日本文化のより深い知識が必要となる。 

 料理の伝統的な方法を学びたい場合は日本に行くべきである。 

どこでも学ぶことは可能  私たちは色々な文化が存在する社会に住んでいるので、現地にいなくても

日本文化を体験できる。 

 「伝統的な」方法を学び本物の食材を使うことは、外国にいても可能である。 

出典 アンケート結果 

 

 

3.4.2 William Angliss Institute における評価 

本プログラム開催後に、参加していた生徒に対してアンケート調査を実施した。アンケートは、選抜された 8

名の生徒全員から回答を得ることが出来た。本プログラムに参加した生徒の属性は、国内学生、外国人留学

生ともに 5 割であった。 

 

本プログラム中で印象的だった内容を質問したところ、多くの生徒から、調理技術に関する意見が寄せられ

た。それ以外にも、荒金シェフの指導に対する好意的な意見等も寄せられた。詳細は次の通り。 

 

図表 3-24  プログラム中で印象的だった内容 

項 目 具体的内容 

調理手法  日本食と西洋の調理技術の違いに関する洞察が得られた。 

 包丁の使い方がとても勉強になった（右手しか使用してはいけない等）。 

 日本の伝統的な調理技術や和食・日本食をより引き立てる香り付け。 

和食・日本食の理念等  旬の食材を使い、それぞれの季節に応じて人間の体にも適した料理を作る

ということを学んだ。 

 和食・日本食の伝統やそれらが仏教とも関係性があるということを学んだ。 

出典 アンケート結果 
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和食・日本食に特化したコースへの関心については、とても関心があると回答した生徒は 8 名中 6 名であっ

た。実際に寄せられた意見では、特に調理技術に関する関心の高さが際立った。詳細は次の通り。 

 

図表 3-25  和食・日本食に特化したコースに対する生徒の主な意見 

和食・日本食を学びたいと

思う動機 

具体的内容 

調理技術の向上  多様な料理の調理手法を学ぶことでシェフとしての知識や技術力を高めて

いきたい。 

 調理技術の多様性を高めていきたい。 

 生の魚を調理する技術は繊細さも要求されるものであり興味深い。 

出典 アンケート結果 

 

 

和食・日本料理人となるために日本で学習する必要があると思うかについて質問したところ、そう思うと回答し

た生徒は 8 人中 5 人であった。 

実際に生徒から寄せられた意見の中では、TAFEQueensland と同様に、和食・日本食が持つ伝統や文化、

食材への深い知識に対する関心から日本で学ぶことの重要性を挙げる生徒がいた。また、家族や言語、費用

の問題で実現することは難しいと回答した生徒もいた。詳細は次の通り。 

 

図表 3-26  日本で学習する必要性に対する生徒の主な意見 

項目 具体的内容 

和食・日本食が持つ伝統

や文化、食材への深い知

識を身につけるならば必

要 

 料理と料理のテクニックを形作る文化と歴史を理解することが重要。 

 日本の食材・料理を理解し咀嚼することは良いことである。 

 もともと和食・日本食は好きだったが、このプログラムを通してますます関心

が高くなった。ショートプログラムであるならば日本で学んでみたいと思う。 

障壁があるため来日は難

しい。 

 言語の問題で正しく理解することが出来ない可能性がある。 

 実現したら嬉しいが、家族がいるため難しい。 

 費用がかかる。 

出典 アンケート結果 

 

 

3.5 更なる普及に向けた検討 

今回の試行的導入の結果を踏まえ、今後、豪州市場において和食・日本食を普及させるための事業展開モ

デルを検討した。具体的なスキーム（案）は次の通り（WAI における展開モデルを例示する）。 

また、WAI においては、来年度以降の調理人コースで、日本食のテクニックも標準で導入予定としている。 

WAI では日本食のサーティフィケートについても継続して検討したいと考えており、日本政府による認証は、

非常に大きなビジネスチャンスであると認識している。今後の展開についても、サーティフィケートの体制のあり

方検討共に日本政府との対話を進めたい意向を示していた。 
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図表 3-27  WAI における和食・日本食普及に向けた展開モデル 

 

出典 アンケート結果

1st year : Learning in JPN

 Learn about JPN’s agriculture and fishery at school.
 Visit and stay at farmhouses and fisherman’s houses in 

order to learn their philosophy for production.
 Visit JPN restaurants in order to learn techniques and 

mindset for Japanese cuisine.

2nd year :Proficiency in AUS

 Do the same things as well as JPN in AUS(develop 
network with producers such as farmers and fisherman)

 Try to create some menus which Australian likes based 
on what they learnt in JPN and AUS.

Graduation examination

 Take an examination (Practical & Paper test) by JPN ambassador.
 Finally, the ambassador grants a certification to student.

Graduate from TAFE’s original cookery course.

Enroll in Washoku Training Course.

WAI

MAFF

①Develop a program & 
an Examination, etc.

②Set up the 
program

③Prepare JPN 
program

JPN private 
companies

③’Support

Ambassador

(JPN chef)

④Appointment

⑤Examination 
& certification
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